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　のでご注意ください。

　事前に所定の「振込依頼書」により最寄りの金融機関から指定口座に振り込んでください。

令和７年１２月１０日（水）午前８時３０分から
令和７年１２月１９日（金）午後５時００分まで

・以下の書類を配付した茶封筒に入れ、簡易書留郵便により送付してください。

　①「入札書」（所定の「入札書提出用封筒」に入れて封をしたもの。）

　②「入札保証金提出書」（２枚目に「保管金受入手続添付書」を貼付したもの。）

　③「委任状」（代理人による入札の場合に必要。「委任者の印鑑証明書」も忘れずに添付してください。）

　④「役員一覧」（法人による入札の場合に必要。）

・持参による入札は、「四国財務局 管財部 統括国有財産管理官（入札担当）」にて受付けます。

　受付時間　午前８時３０分から午後５時１５分（最終日は午後５時００分）まで（閉庁日を除く）

・入札金額が最低売却価格に満たないものは無効となります。また、応募に際し書類不備や所定の用紙を使用して

　いないもの、締切後に到着したもの等は無効となりますのでご注意ください。

・売買契約及び登記は、入札書に記載された名義で行います。

令和８年　１月　９日（金）午前１０時００分から
高松サンポート合同庁舎南館６階 ６０７共用会議室

・入札参加者及びその関係者の開札立会いは自由であり、入札参加者には文書をもって開札結果を通知します。

※開札会場への入室については入札者及びその関係者に限っており、その確認に必要な「入札保証金振込依頼書」

　の控え（３枚目の依頼人保管用）をご持参願います。

・落札決定の日から３０日以内（農地法第３条又は第５条の許可を要する物件については、農業委員会等の許可

　の日から３０日以内かつ落札決定の日から６か月以内）（農地転用に伴い地域計画の変更手続が必要となる場

　合は落札決定の日から１１か月以内）に売買契約を締結していただくこととなり、契約締結期限までに、誓約

　書等を提出のうえ契約を締結しない場合は、入札保証金が国庫に帰属することとなります。

・農業委員会等への許可申請については、落札者が自己の負担で、原則として落札の日から３か月以内に行わな

　ければなりません。

・契約書に貼付する印紙代や所有権移転登記にかかる登録免許税等の諸費用は、落札者の負担となります。

・一 括 払 方 式：売買契約締結の際に売買代金の全額を支払う方法で、入札保証金と売買代金との差額をご用意

                                  ください。

・契約保証金方式：売買契約締結の際に契約保証金として売買代金の１０％以上を納付し、その残額については国

　　　　　　　　　が発行する納入告知書により納付期限内に納付する方法で、入札保証金を契約保証金の一部に

　　　　　　　　　充当することができます。

・売買代金を全額納付した時に移転します。所有権移転登記の手続は国が行います。

　やむを得ない事由により入札を延期又は中止する場合があります。その場合、入札参加に要した費用（調
　査費、入札保証金振込手数料等）の補償はできませんので、あらかじめご了承願います。

売買代金の支払い

所 有 権 の 移 転

入 札 受 付 期 間
（ 必 着 ）

開 札

落札されなかった方には入札保証金を返還しますが、手続きに数日を要しますので、あらかじめ
ご了承ください。

契 約

入札保証金の納付

・入札保証金は各自が入札する金額の５％以上（円未満切上）となります。最低売却価格の５％ではありません

期 間 入 札 の な が れ
公 示 日 令和７年１１月１８日（火）
（関係資料配付開始日）

物件は現状有姿での引渡しとなります。必ず現地の確認及び諸規制の状況等の調査を行ってください。

なお、今回の入札物件については、現地説明は実施いたしません。
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１．はじめに

（１）入札に参加される方は、「入札要領」(１４～１７ページ)を熟読のうえ入札してください。

（２）物件は、現状有姿（あるがままの姿）での引渡しとなります。

　　　なお、工作物等の状況については極力明細図・概要図等に記載しておりますが、現況と相

　　違している場合は現況が優先します。

　　　また、国は越境関係の解消や道路の使用に係る同意等のための折衝等を行いませんので、

　　購入者において相手の方と話し合ってください。売買契約締結後に越境関係等が判明した場

　　合についても同様です。

（３）入札方法は、簡易書留による郵送又は持参により入札関係書類を提出していただきます。

２．入札物件

　　　入札物件は、「入札物件一覧表」（６１～６２ページ）及び「物件調書」（６３～１８２

　　ページ）のとおりです。

　　　入札物件については、やむを得ない事由により入札中止となる場合があります。

　　　その場合、入札参加に要した費用（調査に要した費用や入札保証金振込手数料など）の

　　補償はできません。また、入札保証金の返還に当たっても、利息は付しません。

　　　下記物件は、財務省が各物件を所管する省庁から依頼を受けて売却するものです。

　　　厚生労働省所管の財産　１２０１・１２０８

　　　国土交通省所管の財産　１４０１・１４０２・１４０６

３．入札に参加するための資格

　　　次のいずれにも該当しない方であればどなたでも参加できます。

　　①　予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条及び第７１条の規定に該当

　　　する者

　　②　国有財産に関する事務に従事する者にあっては国有財産法（昭和２３年法律第７３号）

　　　第１６条の規定に該当する者

　　③　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２

　　　号に規定する暴力団及び警察当局から排除要請がある者

　　　(注)　予算決算及び会計令、国有財産法及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する

　　　　　法律については１８ページをご覧ください。

４．個人情報の提供

　　　入札の参加のために提出された書類等に記載された個人情報は、原則、入札事務のみに使

国有財産一般競争入札のご案内

- 1 -



　　用しますが、入札参加資格の確認のために警察当局へ情報提供します。

５．入札にあたって付す条件

（１）公序良俗に反する使用等の禁止

　　　落札者は、売買契約締結の日から１０年間、暴力団員による不当な行為の防止等に関する

　　法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若

　　しくは法律の規定に基づき公の秩序等を害するおそれのある団体等であることが指定されて

　　いる者の事務所又はその他これに類するものの用に供し、また、これらの用に供されること

　　を知りながら、所有権を第三者に移転し又は売買物件を第三者に貸してはなりません。

（２）実地調査等

　　①　国は、上記（１）に定める公序良俗に反する使用等に関して、国が必要と認めるときは

　　　実地調査を行うことができるものとし、落札者は、国から要求があるときは、売買物件に

　　　ついて利用状況の事実を証する登記事項証明書その他の資料を添えて売買物件の利用状況

　　　等を国に報告しなければなりません。

　　②　落札者は、正当な理由なく①に定める実地調査を拒み、妨げ若しくは忌避し又は報告若

　　　しくは資料の提出を怠ってはなりません。

（３）落札者の適格条件

　　　落札者は、暴力団又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規

　　定する暴力団員又はそれらと関与している者であってはなりません。

（４）違約金等

　　　落札者は、上記（１）及び（２）に定める義務に違反したときは、国の定める金額を違約

　　金として国に支払わなければなりません。さらに、国は、上記（１）及び（３）の条件に違

　　反していることが判明した場合、速やかに契約を解除いたします。

６．現地説明

　　　今回の入札物件については現地説明は実施いたしませんので、入札に参加される方はこの

　　入札案内書に掲載されている物件調書等を参考にしながら、事前に現地の確認及び諸規制の

　　状況等の調査を必ず行ってください。　　　

７．資料の閲覧及び特約条項  

（１）資料の閲覧について

　　　物件調書の参考事項欄に閲覧資料がある旨の記載がある物件については、物件の所在地を

　　管轄する財務局・各財務事務所の担当課において、本案内書の他に閲覧資料を用意しており

　　ますので、入札参加者は必ずご確認ください。（閲覧場所の所在は、巻末のとおり。）

　　　なお、閲覧資料を確認しない場合でも入札には参加できますが、閲覧しなかったことを理

　　由に、応札後に異議を唱えることはできません。各物件の閲覧資料については、下表をご覧

　　ください。
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（２）特約条項

　　　入札者は、入札物件が物件調書等に記載された内容であることを了承のうえ、入札に参加

　　してください。

　　　売買契約にあたっては、契約書に以下の通り特約条項を付します。

　　また、物件調書の内容により、以下の特約条項に加え、他の特約条項を付す場合があります。

　　（特約条項）

　　第〇条　乙は、売買物件が売買契約書別紙の物件調書等（別紙）記載の内容であることを了

　　　　　承したうえ、売買物件を買い受けるものとする。

８．入札受付期間及び場所

（１）受付期間：令和７年１２月１０日（水）午前８時３０分から

　　　　　　　　令和７年１２月１９日（金）午後５時００分まで（必着）

（２）受付場所：香川県高松市サンポート３番３３号　高松サンポート合同庁舎南館６階

　　　　　　　　四国財務局 管財部 統括国有財産管理官

（３）注意事項

　　① 土曜日・日曜日及び祝日の受付は行いません。

　　② 上記期間を過ぎた入札は受付できません。

　　③ 徳島・松山・高知の各財務事務所では入札受付を行っておりません。

９．開札日時及び場所

（１）開札日時：令和８年１月９日（金）午前１０時から

（２）開札場所：高松サンポート合同庁舎南館６階　６０７共用会議室

地質に関する資料

1407 電柱貸付に関する資料

1104、1105、1207 工作物に関する資料

1104

1101、1102、1103、1104、1105、1106、1107

1204、1205、1206、1208、1301、1406、1407

地下埋設物に関する資料

境界または越境に関する資料

閲覧資料の内容

1102、1104、1206、1302、1401、1406

物件番号

1108、1109、1110、1111、1112、1113、1201
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（３）注意事項

　　①　受付について

　　　（イ）受付は９時３０分から、上記９.（２）開札場所にて行います。

　　　（ロ）入札者又はその関係者が開札に参加されることは自由ですが、それ以外の方は開札

　　　　　　会場に入場することができません。入場の際、受付にて入札者本人又はその関係者

　　　　　　であることの確認をさせていただきますので、「入札保証金振込依頼書」の控え

　　　　　　（３枚目の依頼人保管用）を持参してください。

　　②　開札結果について

　　　（イ）開札結果は文書により入札者全員に通知するとともに、後日、四国財務局のホーム

　　　　　　ページ（https://lfb.mof.go.jp/shikoku/）においても公表します。

　　　　　　なお、電話をかけてこられた方が入札者本人であるかどうかを確実に確認すること

　　　　　　が困難であることから、応札者数及び落札結果（落札・不調の別）以外の情報につ

　　　　　　いてはお答えしておりませんので、あらかじめご了承ください。

10．入札保証金

（１）入札保証金の納付

　　　入札される前に、入札保証金として各自入札金額の１００分の５以上（円未満切上）の金

　　額を、配付した所定の「振込依頼書」（３枚複写）を用いて最寄りの金融機関から四国財務

　　局の指定する口座に振り込んでください。

　　　（イ）ゆうちょ銀行からの振り込みはできません。

　　　（ロ）ＡＴＭ及びインターネットバンキングによる振り込みは無効となります。

　　　（ハ）複数の物件を入札される場合は、各物件ごとに振り込んでください。

　　　（ニ）振込手数料は入札者の負担となります。

　　　（ホ）振込依頼書２枚目の「保管金受入手続添付書」（財務局提出用）は、取扱店の領収

　　　    印を受領した後、入札保証金振込証明書（入札保証金提出書の２枚目）の指定箇所に

　　　　　貼付して提出してください。

　　　（ヘ）金融機関の取扱時間に留意してください。

　※入札保証金を算出する際の基本額は「入札金額」であり、最低売却価格ではありません

　ので、くれぐれもお間違いのないようにご注意ください。

　12,344,321円（入札金額）× 5％(0.05) ＝ 617,216.05円 ⇒ 617,217円（円未満切上）

　よって、入札保証金として納付する金額は 617,217円以上 ということになります。

○応募者が希望する物件の入札金額を12,344,321円とした場合

　　　（ロ）電話による開札結果の照会については、開札翌日の午前９時以降の対応となります。

入 札 保 証 金 計 算 例
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（２）入札保証金の返還

　　　入札保証金は、落札者を除いて、入札保証金提出書の返還先に記載された金融機関の預貯

　　金口座に振り込む方法により返還します。

　　　なお、入札保証金を納付し、入札書を提出しなかった場合は、開札終了後に入札保証金の

　　返還手続きを行います。その場合、返還先口座の確認のため、「入札保証金提出書」と保管

　　金受入手続添付書を貼付した「入札保証金振込証明書」を、四国財務局管財部統括国有財産

　　管理官（入札担当）まで必ず提出してください。

　　　（イ）金融機関への振込手続きに数日を要しますのであらかじめご了承ください。

　　　（ロ）入札保証金には利息を付しません。

　　　（ハ）入札保証金提出書に記載された返還先口座等の不備により、財務局からの振り込み

　　　　　に組戻し等が生じた場合は、組戻しにかかる手数料及び再振込手数料は、入札者の負

　　　　　担とさせていただく場合もありますので、返還先口座等は正確に記載してください。

　　　（ニ）ゆうちょ銀行への振り込みも可能です。

11．入札方法

（１）入札書の提出方法等について

　　　入札は、配付した所定の用紙等を使用するとともに、「入札書類提出方法」及び「入札書

　　等記載例」（２４～４２ページ）を参考にしながら下記のとおり行ってください。

　　　なお、理由の如何にかかわらず、提出された入札書の引換え、変更及び取消しを行うこと

　　はできません。

　　①　配付した「入札書」及び「入札書提出用封筒（緑）」に必要事項を記載のうえ、「入札

　　　書提出用封筒（緑）」に「入札書」のみを入れて封をしてください。

　　　　なお、入札書の記載にあたっては、入札金額の誤記及び￥マークの記入漏れがないよう

　　　に特にご注意ください。

　　②　配付した「入札保証金提出書」及び「入札保証金振込証明書」（２枚複写の１枚目と２

　　　枚目）に必要事項を記載し、入札保証金を振り込んだ際に受領した「保管金受入手続添付

　　　書」を、２枚目の「入札保証金振込証明書」の指定箇所に貼付してください。

　　　　なお、入札保証金提出書の記載にあたっては、入札保証金額の誤記がないよう、特にご

　　　注意ください。

　　③　代理人が入札される場合には、委任者（入札者）の実印（印鑑登録された印鑑）を押印

　　　し、その印鑑証明書（発行後３か月以内のもの）を添付した「委任状」が必要です。

　　④　法人が入札される場合には、「役員一覧」が必要です。

　　⑤　郵送用封筒（茶）に上記①から④の書類を入れ、代理人が入札される場合や入札者の住

　　　所と連絡先が異なる場合には郵送用封筒裏側の連絡先欄を必ず記入して、郵便局の窓口か

　　　ら簡易書留郵便により送付してください。
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（２）注意事項

　　①　入札保証金は、各自入札金額の１００分の５以上（円未満切上）の金額が必要です。

　　　　※入札保証金額については、４ページの「入札保証金計算例」を参照してください。

　　②　建物及び工作物は、原則として消費税及び地方消費税がかかりますので、入札金額はこ

　　　れらを含めた金額を記載してください。

　　③　入札金額が最低売却価格に達していない場合、その入札は無効となります。

　　④　「入札保証金提出書」の入札者と「入札書」の入札者は一致している必要があります。

　　　（共有名義で入札される場合は、「入札保証金提出書」の入札者も共有となります。）

　　⑤　受付最終日（令和７年１２月１９日（金））の午後５時００分までに到着しなかった

　　　入札は無効となりますので、余裕をもって送付してください。

12．入札の無効

　　　「入札要領」（１４～１７ページ）の記載事項と異なった形でなされた入札は無効となり

　　ますのでご注意ください。

13．落札者の決定方法

（１）開札の結果、最低売却価格以上で、かつ、最高金額の入札をした者を落札者に決定します。

　　　ただし、開札の結果、最高価格入札者が入札参加資格の確認を要する者である場合には、

　　当該最高価格入札者を落札候補者とし、落札者の決定を留保することとします。

（２）入札参加資格の確認を行った結果、最高価格入札者が行った入札が無効となった場合には、

　　原則として次順位者を落札者と決定します。

　　　なお、落札者の決定が行われるまでの間においては、当該物件の入札保証金は返還するこ

　　とができません。

　　　ただし、開札後、落札者の決定が行われるまでの間において、別途入札辞退届を提出され

　　た場合には入札保証金を返還します。

（３）落札者となる同価の入札者が２人以上あるときは、直ちにくじによって落札者を決定する

　　こととし、開札日の開札会場に当該入札者が出席していない場合は、国の指定した者が入札

　　者に代わってくじを引いて落札者を決定します。

　　　なお、当該落札候補者が警察当局から排除要請のある者であるか否かについて確定するま

　　では、くじを留保します。
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　最低売却価格以上で最高の価格をもって入札した者が、入札要領第８条に規定する警察当

局から排除要請のある者であるか否かについて確定していない場合に、当該入札者を落札候

補者とし、落札者の決定を留保することです。

　落札となる同価の入札者に落札候補者がいる場合には、当該落札候補者が排除要請のある

者であるか否かについて確定するまでは、くじ引きも留保します。

　落札者の決定を留保した物件についてのみ、落札者を決定するまでの間に「入札辞退届」

の提出があった場合、入札を辞退することができますので、当該物件の全ての入札者へその

旨を通知します。

　落札者の決定を留保した物件の落札者の決定は、以下のとおりとなります。

１．排除要請が行われなかった場合

　　　落札候補者を落札者と決定します。

２．排除要請が行われた場合

　　　落札候補者の入札を無効とするとともに、最低売却価格以上で入札した他の者（警

　　察当局から排除要請が行われなかった者に限る。）のうち最高の価格をもって入札し

　　た者を落札者と決定します。

14．売買契約の締結

（１）落札物件が宅地等で農業委員会等の許可を要しない場合

　　①　落札者との売買契約の締結は、令和８年２月６日（金）までに、各物件の所在地を管轄

　　　する財務局・各財務事務所の契約担当者と行っていただきます。

　　　　ただし、上記１３により落札者の決定を留保した場合の契約締結期限については、別途

　　　通知することとします。

　　②　上記①の期限までに上記５（１）及び（３）の条件に違反しない旨の「誓約書」、「普

　　　通財産売払申請書」、個人の場合は「住民票抄本（個人番号（マイナンバー）の記載がな

　　　いもの）」、法人の場合は法人登記の「現在事項全部証明書」を提出していただきます。

　　　　上記①の期限までに「誓約書」等を提出のうえ売買契約を締結しない場合には、落札者

　　　の決定は無効となり、入札保証金が国庫に帰属することになりますのでご注意ください。

（２）落札物件が農地で農業委員会等の許可を要する場合

　　①　農地法第３条又は第５条に基づく許可の申請については、落札者が自己の負担で、原則

　　　として落札者の決定の日から３か月以内に行ってください。

　　②　農業委員会等の許可の日から３０日以内に、各物件の所在地を管轄する財務局・各財務

　　　事務所の契約担当者と売買契約の締結を行っていただきます。

　　③　農地として利用する場合、農地法第３条の許可を得るためには所定の要件を満たす必要

　　　がありますので、事前に物件の所在する市町村の農業委員会へご照会ください。

落札者の決定を留保する場合とは
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　　④　正当な理由がなく上記①の期限までに申請を行わなかった場合、許可が得られずに売買

　　　契約が締結できなくなった場合、上記②の期限までに「誓約書」等を提出のうえ売買契約

　　　を締結しない場合及び落札者の決定の日から６か月を経過した場合には、落札者の決定は

　　　無効となり、入札保証金が国庫に帰属することになりますのでご注意ください。

　　⑤　農地転用に伴い地域計画の変更手続が必要となる場合、落札者の決定の日から１１か月

　　　以内に売買契約を締結していただくこととなり、期限までに「誓約書」等を提出のうえ売

　　　買契約を締結しない場合には、落札者の決定は無効となり、入札保証金が国庫に帰属する

　　　ことになりますのでご注意ください。

（３）注意事項

　　①　入札参加資格の確認のために落札者の決定に時間を要することとなった場合、落札者に

　　　かかる契約締結期限については上記にかかわらず別途通知することとします。

　　②　売買契約及び登記名義は入札書に記載された名義となり、落札後に名義等の変更（持分

　　　の変更、法人から個人への変更等）を行うことはできません。

　　③　契約書は２通作成のうえ国と落札者が１通ずつ保管することになります。

　　④　売買契約締結の際に必要となる費用（収入印紙代）は、落札者の負担となります。

　　　　「印紙税額（収入印紙）」は１２ページに掲載してありますのでご覧ください。

　　⑤　提出する住民票等は、発行後３か月以内のものに限ります。

15．売買代金の支払い

（１）財務省所管の国有財産

　　（物件番号１２０１・１２０８・１４０１・１４０２・１４０６の５物件　以外）

　①　売買代金の支払方法には、下記の二通りがあります。

　（イ）一括払方式

　　　　売買契約締結の際に売買代金の全額を支払う方法です。契約締結の際に、入札にあたっ

      　て納付された入札保証金と売買代金の差額をご用意ください。

　（ロ）契約保証金方式

　　　　売買契約締結の際に契約保証金として売買代金の１０％以上（円未満切上）を納付し、

　　　その残額については国が発行する納入告知書により納付期限内に納付する方法です。

　　　　この場合は、入札保証金を契約保証金に充当することができますので、売買契約締結の

　　　際に用意していただく金額は、契約保証金として納付しようとする金額から入札保証金と

　　　して納付した金額を差し引いた金額となります。

　②　注意事項

　（イ）契約保証金の納付は現金の持参、銀行振出小切手又は財務局長等の指定する口座へ振り

　　　込む方法があります。

　（ロ）売買代金の分割納付はできません。

　（ハ）納入告知書の納付期限については、特段の定めがない限り、売買契約締結日から２０日

　　　目にあたる日が納付期限となりますが、その日が土曜日・日曜日・祝日等の金融機関休業
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　　　日にあたる場合には、直前の金融機関営業日が納付期限となります。納付期限までに売買

　　　代金が納付されなかった場合は契約保証金が国庫に帰属することになりますので、十分に

　　　注意してください。

　（ニ）売買代金又は契約保証金を小切手で納付しようとする場合に現金と同様に取扱うことが

　　　できる小切手は、入札物件を管轄する財務局又は各財務事務所所在地に所在する金融機関

　　　の店舗を支払場所とする銀行振出小切手に限ります。

　　　　小切手をご用意いただく際には、「小切手見本」（１３ページ）を参考にしてください。

　 　（厚生労働省所管の物件　１２０１・１２０８）

　 　（国土交通省所管の物件　１４０１・１４０２・１４０６）

　①　売買代金の支払方法は、上記１５.（１）①（ロ）契約保証金方式の一通りです。

　　　※（イ）一括払方式はご利用できません。

　②　国有財産売買契約書の条文変更

　　　売買代金の支払方法の一部変更等に伴い、国有財産売買契約書（案）の一部が下記条項に

　　　変更されます。

　      第４条　乙は、売買代金のうち、前条第１項に定める契約保証金を除いた金＊＊，

　　　　＊＊＊，＊＊＊円を、○○省歳入徴収官の発行する納入告知書により令和＊＊年

　　　　＊＊月＊＊日までに甲に支払わなければならない。

　③　注意事項

　　　上記１５.（１）②注意事項（イ）～（ニ）をご覧ください。

　　　※売買代金は納入告知書による納付となりますので、（ニ）に記載のある売買代金の小切

　　　手による納付はご利用できません。

16．所有権の移転等

（１）物件の引渡し

　　　売買代金全額が納付されたときに所有権の移転があったものとし、物件を引渡したものと

　　します。（現地での引渡しは行いません。）

　　　なお、所有権の移転までの間、使用又は収益をすることはできません。

（２）所有権移転登記

　　　所有権の移転登記は、売買代金全額の納付を確認した後に国が行いますが、その際の登記

　　名義は売買契約書に記載された買受人（入札書に記載された名義）となり、中間省略登記は

　　できません。　

　　　登録免許税の納付書は売買契約に先立って当局から送付しますので、お近くの金融機関で

　　お支払いのうえ、その領収証書を売買契約締結時にご持参ください。

　　　また、所有権の移転登記の際に必要な登録免許税は買受人の負担となります。

（３）境界確定協議書等の写しの交付

　　　国が引渡し物件にかかる境界確定協議書等の書面を保有している場合には、所有権の移転

　　登記が完了した後、当該書面の写し（※印鑑証明書を除く。）を交付します。

（２）財務省所管以外の国有財産
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　　　※　行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５８号）に基づ

　　き、印鑑証明書は国（行政機関）の保有する個人情報にあたるため、第三者への引き渡しが

　　できません。

　　　国が印鑑証明書の原本を所有している場合で、買受け後において、法務局への登記申請等

　　で印鑑証明書が添付されていないことによる不都合が生じた場合は、法務局からの照会に対

　　応することとしていますので、各物件の所在地を管轄する財務局・財務事務所の契約担当者

　　にご相談願います。

17．契約に至らなかった物件の売払い

（１）開札の結果、契約に至らなかった物件については、原則として、後日、「すぐに購入でき

　　る物件」として先着順による売払いを実施します。

（２）先着順による売払いにかかる受付期間や受付方法等の詳細については、後日、国有財産売

　　払公示書等において明示します。

（３）なお、売払申込者については、入札要領第１０条の規定を準用し、入札参加資格の確認を

　　行う場合がありますのでご了承願います。

18．契約内容等の公表

（１）入札の実施結果に係る次に掲げる情報については、開札後速やかに四国財務局のホームペ

　　ージにおいて公表することになります。

　　 所在地（マンションの場合は住居表示。以下同じ。）、マンション名・部屋番号（マンショ

　　ンの場合のみ。以下同じ。）、登記地目（建物付土地の場合は登記地目及び種類。以下同じ。

　　）、面積（建物付土地の場合は土地面積及び建物面積、マンションの場合は専有面積。以下

　　同じ。）、応札者数、開札結果、都市計画区域、用途地域、建蔽率、容積率

（２）契約締結したものについては、その契約内容に係る次に掲げる情報を四国財務局のホーム

　　ページにおいて公表することとなります。

　　　所在地、マンション名・部屋番号、登記地目、面積、応札者数、開札結果、不落等随契の

　　有無、契約年月日、契約金額、契約相手方の法人・個人の別（契約相手方が地方公共団体の

　  場合は当該団体名）、契約相手方の業種（契約相手方が法人の場合のみ）、価格形成上の減

　　価要因(国の予定価格(予算決算及び会計令第８０条の規定に基づき定める予定価格をいう。)

　　の算定に当たり、地下埋設物、土壌汚染等の物件の状況又は建物解体撤去を減価要因とした

　　場合のその要因をいう。）、都市計画区域、用途地域、建蔽率、容積率

（３）上記（１） 及び（２）に掲げる情報の公表に対する同意が契約締結の要件となります。

19．契約不適合責任について

（１）売買契約締結後、引渡しの日から２年以内に物件が種類又は品質に関して契約の内容に適

　　合しないもの（以下「契約不適合」という。）を発見した場合は、速やかに契約手続きを行

　　った財務局・財務事務所までお申し出ください。
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（２）上記（１）の申し出を受け、国が契約不適合にあたると判断した場合には、国（原因者を

　　含む。）と買受人が地下埋設物、土壌汚染等の是正のための工事内容について、事前に協議

　　を行ったうえで、国（原因者を含む。）又は買受人において地下埋設物、土壌汚染等の是正

　　を行います。

　　　なお、国（原因者を含む。）と買受人との協議の結果、買受人において是正することとな

　　った場合には、是正に要すると国が認める費用を国が支払うこととします。

　　　費用の支払いについては、以下のとおりとなりますのでご留意願います。

　　①　費用の根拠となる挙証資料の提出が必要となります。

　　　　（注）挙証資料とは、以下の資料をいいます。

　　　(イ)　地下埋設物、土壌汚染等の是正範囲を特定するための資料（土地利用計画図、建物

　　　　　　設計図等）

　　　(ロ)　工事内容を確認する資料（工事見積書、工事請負契約書等）

　　　(ハ)　その他国が指定する資料（工程写真、産業廃棄物管理票（マニフェスト）、作業日

　　　　　　報等）　　　　

　　②　費用の支払額は、国が必要と認める是正措置を実施することとした場合の額が基準とな

　　　り、提出資料（挙証資料）に基づく請求額には至らない場合があります。

　　　(注)費用算定の基準としては、国が公共事業等を行う際の積算資料、建設物価等により算

　　　　　定しますので、算定に当たり相応の時間を要することにあらかじめご了承願います。

　　③　さらに、費用の支払額は売買代金が限度となり、当該売買代金を上回る費用の支払いに

　　　は応じられません（国有財産売買契約書(案)の契約不適合責任に関する契約条項を参照）。

　　④　費用の支払いにあたっては、国の会計制度上、別途予算措置が必要となり、相応の時間

　　　を要する場合がありますので、あらかじめご了承願います。

（３）是正等に要する費用が多額の場合で、売買代金に相当する場合や、売買代金を上回る場合

　　などには、売買契約解除を含めて、対応方法を協議させていただく場合がありますので、あ

　　らかじめご了承願います。
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20．その他参考

（１）印紙税額 （令和９年３月３１日まで）

（２）登録免許税

　　　土地に関する「売買による所有権の移転の登記」に係る登録免許税については、その税率

　　を軽減する特例（改正後の租税特別措置法第７２条）が創設されており、本来２．０％であ

　　る税率が１．５％に軽減（令和８年３月３１日までに行う登記にかかる登録免許税について

　　適用）されています。　

　　　登録免許税額＝課税標準価格(※)×１．５％

　　　※　課税標準価格とは、固定資産課税台帳価格（入札物件の近傍地の固定資産課税台帳

　　　　価格に比準して算定した額）等です。

契約金額（売買代金） 印紙税額 契約金額（売買代金） 印紙税額

５００円

１００万円を超え５００万円以下 １千円 　　１億円を超え　　５億円以下

　５０万円を超え１００万円以下 ３万円　５千万円を超え　　１億円以下

６万円

　１万円未満

　　１万円以上　５０万円以下 ２００円 　１千万円を超え　５千万円以下 １万円

５００万円を超え　１千万円以下非課税 ５千円
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小　切　手　見　本

　

AA 12345

支払地 ○○市○○町

行
銀

小 切 手り
渡

○○銀行　○○支店

上記の金額をこの小切手と引替えに 殿へお支払いください

振出日 令和　　年　　月　　日 振出人 ○○銀行○○支店

振出地 ○○市

　※１　振出人及び支払地は同一金融機関（自己宛）としてください。

　　　　また、取立手数料が必要となることがあり、取扱いについては、各物件の所在地

　　　を管轄する財務局、財務事務所にお問合せください。

　※２　「持参人」としてください。

　※３　振出日については、各県毎に取り扱える期間が異なりますので、各物件の所在地

　　　を管轄する財務局、財務事務所にお問合せください。

　※４　二次元コードが無い以前の小切手も使用可能です。

　（注）現金と同様に取扱うことのできる小切手は、入札物件を管轄する財務局又は財務

　　　事務所の所在地に所在する金融機関の店舗を支払場所とする銀行振出小切手に限り

　　　ます。

金額 ￥１２,３４０,０００※

銀

5 0 0 1
1 2 3 4 － 5 6 7

持 参 人

※３

※２

※１

※１

※４
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第１条　入札参加希望者は、国有財産売払公示書及び本要領を熟読の上入札してください。

第２条　現物と公示数量が符号しない場合でもこれを理由として契約の締結を拒むことはできま

　せん。

第３条　代理人により入札する場合は、入札書の提出と同時に委任状を提出してください。

第４条　入札は、四国財務局及び徳島・松山・高知の各財務事務所（以下「四国財務局等」とい

　う。）から交付を受けた入札書に必要な事項を記入し、入札書のみを入札書提出用の封筒に入

　れた上で封をし、入札関係書類とともに郵送用封筒により、入札受付期間（令和７年１２月

　１０日(水)から令和７年１２月１９日(金)まで（必着））に四国財務局管財部統括国有財産

　管理官あて簡易書留郵便による郵送又は持参によって提出しなければなりません。

２　入札締切日までに到達しない入札は無効となりますので、郵送により入札を行う場合は十分

　余裕をみて早めに送付してください。

第５条　入札者は、入札する前に入札保証金として、入札金額の１００分の５以上（円未満切上）

　に相当する金額を四国財務局等から交付を受けた振込依頼書を用いて、四国財務局の預金口座

　（口座番号等は振込依頼書に記載してあるとおり）に振り込んでください。その際、受領した

　保管金受入手続添付書を入札保証金振込証明書に貼付し、入札保証金提出書と一緒に提出して

　ください。保管金受入手続添付書の貼付がないと四国財務局の預金口座に現金を納めてあって

　も入札は無効となります。

２　１通の振込依頼書で複数物件の入札保証金を振り込むことはできません。

３　振込依頼書には、必ず入札書に記載されている物件番号を記載してください。

４　入札保証金の納付後は、その取消し又は変更はできません。

第６条　入札書の記載に当たっては、注意事項に従い、間違いのないよう記入してください。

２　入札保証金を返還する場合は、あらかじめ入札者が指定した銀行等の預貯金口座へ振り込み

　ますので、入札保証金提出書の返還先欄に金融機関名、預金の種類、口座番号（記号・番号）

　及び口座名義人氏名を正確に記入してください。

第７条　提出済みの入札書は、その事由のいかんにかかわらず、引換え、変更又は取消しを行う

　ことはできません。

第８条　次の各号の一に該当する入札は、無効とします。

 (1)　公示書又は本要領の条項に違反するもの

 (2)　入札書に入札者の住所、氏名の記入のないもの

 (3)　代理人により入札する場合、入札書に代理人の住所、氏名の記入のないもの

 (4)　入札書の金額を訂正したもの、金額の記載が明確でないもの、金額の前に「￥」の記載の

 　 ないもの

 (5)　入札執行官等が入札書不完全と認めたもの

入　　札　　要　　領
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 (6)　所定の入札書以外の用紙を使用して行ったもの

 (7)　第５条に規定する入札保証金振込証明書の提出がないもの

 (8)　第５条に規定する入札保証金提出書の提出がないもの

 (9)　第５条に規定する入札保証金を差し出さないもの

(10)　１物件に対して一人で複数の入札をしたもの

(11)　最低売却価格に達しない入札をしたもの

(12)　予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条及び第７１条の規定並びに国

　　有財産法（昭和２３年法律第７３号）第１６条の規定に該当する者が入札したとき

　　（予算決算及び会計令第７０条及び第７１条、国有財産法第１６条は後に掲載）

(13)　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「暴対法」

　　という｡)第２条第２号に規定する暴力団及び警察当局から排除要請がある者が入札したもの

　　　なお、警察当局から排除要請がある者とは、次の要件のいずれかに該当するものとして警

　　察当局から排除要請を受けた者をいう。

　①　当該物件を暴対法第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）の事務所そ

　　の他これに類するものの用に供しようとするもの

　　（注）「これに類するもの」とは、「公の秩序又は善良な風俗に反する目的その他社会通念

　　　　上不適切と認められるもの」をいう。

　②　次のいずれかに該当するとき

　　ア　法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人であ

　　　る場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その

　　　他経営に実質的に関与している者をいう。以下「役員等」という。）が、暴力団又は暴対

　　　法第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）であるとき

　　イ　役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的、又は第三者に損害を加

　　　える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき

　　ウ　役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直

　　　接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき

　　エ　役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき　

　　オ　役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどして

　　　いるとき

　③　①～②の依頼を受けて入札に参加しようとするもの

(14)　入札関係提出書に虚偽の記載があるもの

第９条　開札は、国有財産売払公示書において公示した時間及び場所に、国の指定した者を立会

　いさせて行います。なお、入札者等入札関係者の出席は自由ですが､開札会場への入場に際し､

　入札物件及び入札者名により入札関係者であることの確認をさせていただきます。

第１０条　落札者は、最低売却価格以上で最高の価格をもって入札した者と決定します。

　　ただし、最低売却価格以上で最高の価格をもって入札した者が警察当局から排除要請のある

　者であるか否かについて確定していない場合は、当該入札者を落札候補者とし、落札者の決定
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　を留保するとともに、当該物件に係るすべての入札参加者へその旨通知します。第８条に規定

　する排除要請が行われなかった場合は、落札候補者を落札者と決定するものとし、同条に規定

　する排除要請が行われた場合は、落札候補者の入札を無効とするとともに、最低売却価格以上

　で入札した他の者（警察当局から排除要請が行われなかった者に限る。）のうち最高の価格を

　もって入札した者を落札者と決定します。

　　また、落札者となる同価の入札者が２人以上あるときは、直ちにくじによって落札者を決定

　します。入札者が開札会場にいない場合には、国の指定した者がくじを引きます。

　　なお、落札者となる同価の入札者に落札候補者がいる場合には、落札候補者が警察当局から

　排除要請のある者であるか否かについて確定するまでは、くじ引きを留保します。

第１１条　開札結果については、入札者に速やかに文書をもって通知するとともに、開札後速や

　かに四国財務局のホームページに入札の実施結果に係る次に掲げる情報を公表します。

　　所在地（マンションの場合は住居表示。第１７条第１項において同じ。）、マンション名・

　部屋番号（マンションの場合のみ。第１７条第１項において同じ。）、登記地目（建物付土地

　の場合は登記地目及び種類。第１７条第１項において同じ。）、面積（建物付土地の場合は土

　地面積及び建物面積、マンションの場合は専有面積。第１７条第１項において同じ。）、応札

　者数、開札結果、都市計画区域、用途地域、建蔽率、容積率

第１２条　非居住者（外国為替及び外国貿易法（昭和２４年法律第２２８号）第６条第１項第６

　号に規定する非居住者をいう。）が落札者となった場合で、外国為替令（昭和５５年政令第２

　６０号）第１１条第３項の規定により財務大臣の許可を要するものであるときは、契約は財務

　大臣の許可があったときに有効とします。

第１３条　入札保証金は、落札者を除き、第６条第２項に規定する方法により速やかにこれを返

　還します。なお、落札者の入札保証金は、第１５条に定める契約保証金に充当できます。

　　また、落札者の決定を留保した場合は、落札者を決定するまでの間、当該物件の入札者に係

　る入札保証金の返還を留保します。

　　ただし、開札後、入札参加者から落札決定前に入札を辞退する旨の申出があった場合には、

　入札保証金を返還します。

２　契約締結と同時に売買代金全額を納付する場合には､入札保証金は､売買代金に充当します。

第１４条　落札者が落札決定の日から３０日以内（農地法（昭和２７年法律第２２９号）第３条

　又は第５条の許可を要する物件については、農業委員会等の許可の日から３０日以内）に契約

　を締結しない場合には、その落札は無効となり入札保証金は国庫に帰属することになります。

２　農地法第３条又は第５条の許可申請は、落札者が自己の負担で原則として落札決定の日から

　３か月以内に行わなければなりません。なお、正当な理由なく期限内に申請又は届出を行わな

　かった場合、許可が得られずに売買契約が締結できなくなった場合、前項の期限までに誓約書

　を提出のうえ売買契約を締結しない場合及び落札決定の日から６か月を経過した場合には、そ

　の落札は無効となり入札保証金は国庫に帰属することになります。

３　農地転用に伴い地域計画の変更手続が必要となる場合、落札決定の日から１１か月以内に売

　買契約を締結していただくこととなり、期限までに誓約書を提出のうえ売買契約を締結しない

　場合には、その落札は無効となり入札保証金は国庫に帰属することになります。
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第１５条　落札者は、契約締結しようとするとき、第１３条の規定により契約保証金に充当する

　入札保証金を含めて、契約保証金として契約金額の１００分の１０以上（円未満切上）に相当

　する金額を現金（財務局長等の指定する口座に振り込む方法を含む）又は銀行振出小切手によ

　り納めなければなりません。

第１６条　前条の契約保証金は、売買代金に充当します。

第１７条　落札者との売買契約締結後、速やかに、その契約内容に係る次に掲げる情報を四国財

　務局のホームページに公表します。　

　　所在地、マンション名・部屋番号、登記地目、面積、応札者数、開札結果、不落等随契の有

　無、契約年月日、契約金額、契約相手方の法人・個人の別（契約相手方が地方公共団体の場合

　は当該団体名）、契約相手方の業種（契約相手方が法人の場合のみ）、価格形成上の減価要因

　（国の予定価格（予算決算及び会計令第８０条の規定に基づき定める予定価格をいう。）の算

　定に当たり、地下埋設物、土壌汚染等の物件の状況又は建物解体撤去を減価要因とした場合の

　その要因をいう。）、都市計画区域、用途地域、建蔽率、容積率

２　第１１条及び前項に規定する公表への同意が契約締結の要件となります。

第１８条　本要領に定めない事項はすべて会計法規の定めるところによって処理します。
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（一般競争に参加させることができない者）

第７０条　契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第２９条の３第１項の

　競争（以下「一般競争」という。）に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の

　各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。

 (1)　当該契約を締結する能力を有しない者

 (2)　破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 (3)　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第３２条第１項

 　　各号に掲げる者

（一般競争に参加させないことができる者）

第７１条　契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると

　認められるときは、その者について３年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことがで

　きる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても､また同様とする｡

 (1)　契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しく

　　は数量に関して不正の行為をしたとき。

 (2)　公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連

　　合したとき。

 (3)　落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。

 (4)　監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。

 (5)　正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。

 (6)　契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽

　　の事実に基づき過大な額で行つたとき。　

 (7)　この項（この号を除く。）の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契

　　約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。

２　契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加

　させないことができる。

（職員の行為の制限）

第１６条　国有財産に関する事務に従事する職員は、その取扱いに係る国有財産を譲り受け、又

　は自己の所有物と交換することができない。

２　前項の規定に違反する行為は、無効とする。

（定義）

第２条　この法律において、次の各号の掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

　による。

 (2)　暴力団　

    その団体の構成員（その団体の構成団体の構成員を含む。）が集団的に又は常習的に暴力的

　不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。

○ 予算決算及び会計令（抄）○

○ 国 有 財 産 法（抄）○

○ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（抄）○
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　　財管第　　　　号

　売払人　国　（以下「甲」という。）と買受人　＊　＊　＊　＊　（以下「乙」という。）とは、

次の条項により国有財産の売買契約を締結する。

（売買物件）

第１条　売買物件は、次のとおり。

２　前項に定める数量は、別添図面等資料による数量であり、乙は、本数量をもって契約数量とする

　ことを了承するものとする。

（売買代金）

第２条　売買代金は、金＊＊，＊＊＊，＊＊＊円とする。

（契約保証金）

第３条　乙は、本契約を締結しようとするときには、契約保証金として金＊，＊＊＊，＊＊＊円を甲

　に納付しなければならない。

２　前項の契約保証金のうち、金＊，＊＊＊，＊＊＊円は入札保証金より充当するものとする。

３　第１項の契約保証金は、第１６条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。

４　第１項の契約保証金には利息を付さない。

５　甲は、乙が第４条に定める義務を履行したときは、第１項に定める契約保証金を売買代金に充当

　するものとする。

６　甲は、乙が第４条に定める義務を履行しないときは、第１項に定める契約保証金を国庫に帰属さ

　せることができる。

（代金の支払い）

第４条　乙は、売買代金のうち、前条第１項に定める契約保証金を除いた金＊＊，＊＊＊，＊＊＊円

　を、甲の発行する納入告知書により令和＊＊年＊＊月＊＊日までに甲に支払わなければならない。

（登記嘱託請求書等）

第５条　乙は、本契約締結の際にあらかじめ登記嘱託請求書及び登録免許税相当額の現金領収証書を

　甲に提出しなければならない。

（所有権の移転）

第６条　売買物件の所有権は、乙が売買代金を納付した時に乙に移転する。

（売買物件の引渡し）

第７条　甲は、前条の規定により売買物件の所有権が乙に移転した時に売買物件の引き渡しがあった

　ものとする。

国 有 財 産 売 買 契 約 書　(案)

所　　　在　　　地 区　分 数　　　量 摘　　　要

収 入

印 紙
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（特約条項）

第８条　乙は、売買物件が売買契約書添付の物件調書等（別紙）記載の内容であることを了承したう

　え、売買物件を買い受けるものとする。

（契約不適合責任）

第８条の２　乙は、引き渡された売買物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの（以

　下「契約不適合」という。）であるときは、引渡しの日から２年以内に甲に通知したものに限り、

　次のとおり、修補請求、損害賠償請求又は契約の解除をすることができる。この場合、甲又は乙は、

　相手方に対し、協議の申し入れをすることができる。

　 (1)　修補をする場合において、甲は、乙に不相当な負担を課すものでないときは、乙が請求した

　　　方法と異なる方法による修補をすることができる。

　 (2)　修補に要する費用が売買代金の額を超過する場合には、甲は修補責任を負わない。

　 (3)　本条の契約不適合が、本契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰すことができな

　　　い事由によるものであるときを除き、乙は、甲に対し、損害賠償を請求することができる。

　 (4)　前号の損害賠償額は、売買代金の額を限度とする。

　 (5)　本条の契約不適合により、乙が本契約を締結した目的が達せられないときは、本契約を解除

　　　することができる。

　 (6)　本条の契約不適合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、修補請求、損

　　　害賠償請求又は契約の解除のいずれもすることはできない。

２　前項の契約不適合について、乙は、甲に対して、代金減額を請求することはできない。

３　乙が本契約締結時に第１項の契約不適合を知っていたときは、甲は本条の責任を負わない。

４　第８条（特約条項）の内容については、第１項の契約不適合に該当しない。

（危険負担）

第９条　本契約締結の時から売買物件の引渡しの時までにおいて、当該物件が天災地変その他の甲又

　は乙のいずれの責に帰することのできない事由により滅失又は損傷し、修補が不能又は修補に過大

　な費用を要し、本契約の履行が不可能となったときは、甲乙双方書面により通知して、本契約を解

　除することができる。また、乙は、本契約が解除されるまでの間、売買代金の支払いを拒むことが

　できる。

２　甲は、売買物件の引渡し前に、前項の事由によって当該物件が損傷した場合であっても、修補す

　ることにより本契約の履行が可能であるときは、甲は、売買物件を修補して乙に引き渡すことがで

　きるものとする。この場合、修補行為によって引渡しが本契約に定める引渡しの時を超えても、乙

　は、甲に対し、その引渡しの延期について異議を述べることはできない。

３　第１項によって、本契約が解除された場合、甲は、乙に対し、受領済みの金員を無利息で速やか

　に返還するものとする。

（公序良俗に反する使用等の禁止）

第１０条　乙は、本契約の締結の日から１０年間、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

　（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）若しくは法

　律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所又

　はその他これに類するものの用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、所有権を

　第三者に移転し又は売買物件を第三者に貸してはならない。
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（実地調査等）

第１１条　甲は、乙の前条に定める公序良俗に反する使用等に関して、甲が必要と認めるときは実地

　調査を行うことができる。

２　乙は、甲から要求があるときは、売買物件について利用状況の事実を証する登記事項証明書その

　他の資料を添えて売買物件の利用状況等を甲に報告しなければならない。

３　乙は、正当な理由なく前２項に定める実地調査を拒み、妨げ若しくは忌避し又は報告若しくは資

　料の提出を怠ってはならない。

（違約金）

第１２条　乙は、次の各号に定める事由が生じたときは、それぞれ各号に定める金額を違約金として

　甲に支払わなければならない。

　 (1)　前条に定める義務に違反したときは、金（売買代金の１割）円

　 (2)　第１０条に定める義務に違反したときは、金（売買代金の３割）円

２　前項の違約金は第１３条第４項及び第１６条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しな

　い。

（契約の解除）

第１３条　甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。

２　甲は、乙が第１０条に定める義務に違反したとき、又は次の各号の一に該当していると認められ

　るときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

　 (1)　法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である場

　　　合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に

　　　実質的に関与している者をいう。以下「役員等」という。）が、暴力団又は暴力団員による不

　　　当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）

　　　であるとき

　 (2)　役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える

　　　目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき

　 (3)　役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的

　　　あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき

　 (4)　役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている

　　　とき

　 (5)　役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき

３　甲は、前項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠

　償ないし補償することは要しない。

４　乙は、甲が第２項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その

　損害を賠償するものとする。

（返還金等）

第１４条　甲は、前条に定める解除権を行使したときは、乙が支払った売買代金を返還する。ただし、

　当該返還金には利息を付さない。

２　甲は、解除権を行使したときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。
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３　甲は、解除権を行使したときは、乙が売買物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用は償

　還しない。

（乙の原状回復義務）

第１５条　乙は、甲が第１３条の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに売買

　物件を原状回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状に回復させることが適

　当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。

２　乙は、前項ただし書きの場合において、売買物件が滅失又はき損しているときは、その損害賠償

　として、契約解除時の時価により減損額に相当する金額を甲に支払わなければならない。また、乙

　の責に帰すべき事由により甲に損害を与えている場合には、その損害に相当する金額を甲に支払わ

　なければならない。

３　乙は、第１項に定めるところにより売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日までに、

　当該物件の所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならない。

（損害賠償）

第１６条　甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の賠償を

　請求できる。

（返還金の相殺）

第１７条　甲は、第１４条第１項の規定により売買代金を返還する場合において、乙が本契約に定め

　る損害賠償金を甲に支払うべき義務があるときは、返還する売買代金の全部又は一部を相殺する。

（契約の費用）

第１８条　本契約の締結及び履行等に関して必要な費用は、乙の負担とする。

（契約内容の公表）

第１９条　乙は、本契約締結後、別紙に掲げる契約内容を甲が公表することに同意するものとする。

（信義誠実の義務・疑義の決定）

第２０条　甲乙両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。

２　本契約に関し疑義があるときは、甲乙協議のうえ決定する。

（裁判管轄）

第２１条　本契約に関する訴えの管轄は四国財務局（○○財務事務所）所在地を管轄区域とする高松

　（○○）地方裁判所とする。

　上記の契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、両者記名押印のうえ各自その１通を保有

する。
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　令和＊＊年＊＊月＊＊日

　　　売払人　国

　　　　　　　契約担当官（分任契約担当官）

　　　　　　　　　　　　　　　＊　＊　＊　＊　　　印

　　　買受人　住　所

　

　　　　　　　氏　名　　　　　＊　＊　＊　＊　　　印

（注１）　売買契約締結と同時に売買代金の全額を納付する場合、及び財務省所管以外の国有財産の

　　　　売買契約を締結する場合は、関連条項の削除又は所要の訂正を行う。

（注２）　第２１条の○○は、徳島・松山・高知のいずれかとする。

（注３）　各物件調書の内容により、第８条以外の特約条項が加わる場合がある。

（別紙）

・所在地（マンションの場合は住居表示）

・マンション名・部屋番号（マンションの場合のみ）

 ・登記地目（建物付土地の場合は登記地目及び種類）

・面積（建物付土地の場合は土地面積及び建物面積、マンションの場合は専有面積）

・応札者数

・開札結果

・不落等随契の有無

・契約年月日

・契約金額

・契約相手方の法人・個人の別（契約相手方が地方公共団体の場合は当該団体名）

・契約相手方の業種（契約相手方が法人の場合のみ）

・価格形成上の減価要因

・都市計画区域

・用途地域

・建蔽率

・容積率
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※各書類の記載方法につきましては、後に掲載してある「入札書等記載例」を参照してください。

「提出書類」　①「入札書」　②「入札書提出用封筒」　③「保管金受入手続添付書（財務局提出用）」

　　　　　　　④-1「入札保証金提出書（１枚目）」　④-2「入札保証金振込証明書（２枚目）」

　　　　　　　⑤「郵送用封筒」　⑥「委任状」　⑦「委任者の印鑑証明書」　⑧「役員一覧」

　　　　　　　※　⑥及び⑦は代理人による入札の場合のみ提出してください。

　　　　　　　※　⑧は法人による入札の場合のみ提出してください。

　　 
　　 
　　 

（財務局提出用）
　　 
　　 
　　 

（財務局提出用）

封筒に入れる

 封筒に入れる  封筒に入れる

※代理人による
入札の場合に必要

印鑑証明書」

貼り付ける

⑤「郵送用封筒」
（茶封筒）

１枚目・２枚目とも封筒に入れる

⑧「役員一覧」 ⑥「委任状」

⑦「委任者の

※法人の場合に
　必要

領収印

（緑封筒） 　　　　　提出書」 　　　振込証明書」

※ 入札書のみを
   入れてください。

③「保管金受入
    手続添付書」

（１枚目） （２枚目）
②「入札書
　　提出用封筒」 ④-1「入札保証金 ④-2「入札保証金

振込依頼書の２枚目
（財務局提出用）

①「入札書」

 ③「保管金受入
　　 手続添付書」 

封筒に入れる

〔２枚複写の用紙〕

領収印

※１ 入札保証金は各自入札金額の５％以上（円
未満切上）を振り込んでください。最低売却
価格の５％以上ではありませんのでご注意く
ださい。

※２ ＡＴＭ及びインターネットバンキングによる
振込は無効となります。必ず金融機関の窓口
にて振込してください。

入 札 書 類 提 出 方 法

四
国
財
務
局
管
財
部

統
括
国
有
財
産
管
理
官

行

入
札
関
係
書
類
在
中

簡
易
書
留

高
松
市
サ
ン
ポ
ー
ト
三
番
三
三
号

高
松
サ
ン
ポ
ー
ト
合
同
庁
舎
南
館
六
階
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　入札書等の記載にあたっては、ボールペン・万年筆等消えない筆記用具（鉛筆不可）をご使用

のうえ、必ずこの記載例に基づいて作成してください。

　なお、記載方法等についてご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。

 　　　　　　　【お問い合わせ先】　四国財務局 管財部 統括国有財産管理官

 　　　　　　　　　　　　　　　　　電話（０８７）８１１－７７８０

①　入札書　･･･････････････････････････････････････････････　Ｐ２６

②　入札保証金提出書　･････････････････････････････････････　Ｐ２７

③　振込依頼書　･･･････････････････････････････････････････　Ｐ２８

（個人単独で入札される場合）

入 札 書 等 記 載 例
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殿

入札者 住　所 高松市サンポート３番３３号

氏　名 財　　務　　太　　郎

共有者 住　所

代理人 氏　名

数字の前に必ず￥マークを記載してください。

 国有財産の一般競争入札案内書を承知の上、上記のとおり入札します。

（注）

１．入札書は、物件ごとに別の用紙を使用してください。

２．回次・物件番号欄には、今回実施される入札の回次と、国有財産の一般競争入札案内書の

　物件番号欄に記載された番号を記載してください。

３．入札者欄には、入札者本人の住所、氏名（法人にあっては、法人名及び代表者名）を記入

　してください。また、共有者がいる場合は共有者欄にも記入してください。

４．代理人によって入札するときは、本人の住所、氏名のほか、代理人欄に代理人の住所、氏

　名を記載してください。

５．入札金額は算用数字ではっきりと右詰めで記載し、数字の前に必ず「￥」を記載してくだ

　さい。

６．入札金額を書き損じたときは、新たな用紙を請求して書き直してください。

７．一度提出した入札書の変更又は取消しはできません。

８．上記必要事項の記入がない場合、又は入札金額が訂正されている場合は、入札が「無効」

　となります。

○○

回 次

○０１ ―○

 入　　　札　　　書

財務省四国財務局長

入札保証金の２０倍を超える金額を記入したものは無効となるので注意してください

物 件 番 号

・

住所・氏名を記入（押印は不要）

○金 額

十億 百万 千

○
， ，

￥ ○

物件番号(４ケタ)を記入

，

予備用紙は、巻末に添付

○○ ○ ○ ○

円

○
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（１片）

四 国 財 務 局 第 回 件 番 号

殿

〒 7 6 0 － 5 5 0 共有者・代理人 ℡

〒 - 携帯電話

実
印

　 　 　 　 　　　 　 　 　

男・女 男・女

大・昭・平○○年○○月○○日 大・昭・平　　年　　月　　日

※２枚目にも押印願います。

 　下記の金額を国有財産入札保証金として提出します。

￥

 　落札とならなかったとき、その他返還事由が生じた場合には、提出した入札保証金を下記

 口座に振り込んでください。

　銀行　・　信用金庫　・　その他

　本店　・　本店営業部　・　支店

(注)①１枚目及び２枚目の｢入札者住所氏名｣欄には、必ず押印してください。

　　②｢金融機関名｣｢預金の種類｣欄の該当する項目を○で囲んだうえで、必要事項を記入してください。

　　　ただし、ゆうちょ銀行の場合、｢支店等名｣及び｢預金の種類｣欄への記入は不要です。

　　　なお、ゆうちょ銀行の場合、通常貯金総合口座以外は振込みできません。

　　③返還先の「口座名義人氏名」欄は、必ず金融機関への届出名義で記入してください。

　　④２枚目の入札保証金振込証明書には、入札保証金を振り込んだ際に受領した保管金受入手続添付書

　　　（取扱店領収印のあるもの）を貼り付けてください。

○ ○

（ﾌﾘｶﾞﾅ） 　ザイ  　 ム  　　タ　 　ロウ口 座 名 義 人

  財 　務   太   郎氏 名

○○ ○ ○

○

○
ゆ う ち ょ 銀 行

―記 号 ・ 番 号

○ ○ ○ ○ 右詰めで記入してください。
(ゆうちょ銀行は下欄に記入してください)

○ ○ ○ ○

普通　・　当座　・　通知　・　別段

番号を右詰めで記入してください。○ ○

※ゆうちょ銀行の場合は記入不要です。

○

ざい　 む 　 た　 ろう

○

財　務　太　郎

返

還

先

金 融 機 関 名

銀行等名 ○  　○

支店等名 ○  　○　　○

預 金 の 種 類

℡ 　000-000-0000

口 座 番 号

住 所

性 別

生 年 月 日

※法人による入札の場合は、性別、生年月日の記入は不要です。別紙「役員一覧」を提出してください。

（ 振　込　金　額 ）

実
印

○ ○物件番号歳入歳出外現金出納官吏

入

札

者

携帯電話  000-0000-0000

○

（ふりがな）

１０

8

－

氏 名 ・ 印

高松市サンポート３番３３号

令和○年○○月○○日

入　札　保　証　金　提　出　書

回 次 ・ 物

契 約 担 当 官
○

氏名・ふりがなを記入
（押印は不要）

必ず記載してください

入札保証金額を記入
（入札金額ではありません）
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（ﾌﾘｶﾞﾅ）

（漢字）

―

科 目

千 円

（注）入札保証金は、各自入札金額の１００分の５以上（円未満切上）の金額が必要です。

取扱店へ
のお願い 振込依頼書（兼入金伝票）

○ ○

○ ○

○

内

訳

備
　
考

￥ ○ ○ ○

口

座

名

香 川 銀 行 本 店

当 座

振 込 先

金 融 機 関

１ ０ １ ２ １ ７ ６

四 国 財 務

種　目
○

収
納
印
ま
た
は
振
替
印

現 金

 　物件番号を記入してください

 ※　入札案内書の入札物件一覧表に記載されている

金額の頭に必ず￥マークをつけてください

 　　また回数欄は「０１」と記入してください
法人名

又　は

住　所

〒760-8550

高松市サンポート３番３３号

(電話) 000-000-0000

ザイ   ム   タ   ロウ 

様

（ﾌﾘｶﾞﾅ）

財 務 太 郎

依　頼　日

金 額

手 数 料

十
億

百
万

令和○年○○月○○日 電 信 扱

預　金

○
振
込
依
頼
番
号
の
空
欄
は
、
詰
め
て
打
電
し
て
く
だ
さ
い
。

○
依
頼
人
の
名
の
前
に
、
必
ず
振
込
依
頼
番
号
を
入
れ
て
打
電
し
て
く
だ
さ
い
。

国有財産入札保証金

受

取

人

依

頼

人

振　込

依　頼

番　号

個人名

シ コ ク ザ イ ム

０

番 号第 回 物 件

○１ ○
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　入札書等の記載にあたっては、ボールペン・万年筆等消えない筆記用具（鉛筆不可）をご使用

のうえ、必ずこの記載例に基づいて作成してください。

　なお、記載方法等についてご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。

 　　　　　　　【お問い合わせ先】　四国財務局 管財部 統括国有財産管理官

 　　　　　　　　　　　　　　　　　電話（０８７）８１１－７７８０

①　入札書　･･･････････････････････････････････････････････　Ｐ３０

②　入札保証金提出書　･････････････････････････････････････　Ｐ３１

③　振込依頼書　･･･････････････････････････････････････････　Ｐ３２

④　役員一覧　･････････････････････････････････････････････　Ｐ３３

（法人単独で入札される場合）

入 札 書 等 記 載 例
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殿

入札者 住　所  高松市サンポート３番３３号

氏　名  四国総合鑑定株式会社

 代表取締役 財 務 太 郎

共有者 住　所

代理人 氏　名

数字の前に必ず￥マークを記載してください。

 国有財産の一般競争入札案内書を承知の上、上記のとおり入札します。

（注）

１．入札書は、物件ごとに別の用紙を使用してください。

２．回次・物件番号欄には、今回実施される入札の回次と、国有財産の一般競争入札案内書の

　物件番号欄に記載された番号を記載してください。

３．入札者欄には、入札者本人の住所、氏名（法人にあっては、法人名及び代表者名）を記入

　してください。また、共有者がいる場合は共有者欄にも記入してください。

４．代理人によって入札するときは、本人の住所、氏名のほか、代理人欄に代理人の住所、氏

　名を記載してください。

５．入札金額は算用数字ではっきりと右詰めで記載し、数字の前に必ず「￥」を記載してくだ

　さい。

６．入札金額を書き損じたときは、新たな用紙を請求して書き直してください。

７．一度提出した入札書の変更又は取消しはできません。

８．上記必要事項の記入がない場合、又は入札金額が訂正されている場合は、入札が「無効」

　となります。

０１

・

○○―○ ○

 入　　　札　　　書

財務省四国財務局長

回 次 物 件 番 号

￥

千

○○○ ○○金 額

十億

住所・氏名を記入（押印は不要）

入札保証金の２０倍を超える金額を記入したものは無効となるので注意してください

物件番号(４ケタ)を記入

百万

， ，

予備用紙は、巻末に添付

○ ○

円

○○
，
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（１片）

四 国 財 務 局 第 回 件 番 号

殿

〒 7 6 0 － 5 5 0 共有者・代理人 ℡

〒 - 携帯電話

実
印

　 　 　 　 　　　 　 　 　

男・女 男・女

大・昭・平　　年　　月　　日 大・昭・平　　年　　月　　日

※２枚目にも押印願います。

 　下記の金額を国有財産入札保証金として提出します。

￥

 　落札とならなかったとき、その他返還事由が生じた場合には、提出した入札保証金を下記

 口座に振り込んでください。

　銀行　・　信用金庫　・　その他

　本店　・　本店営業部　・　支店

(注)①１枚目及び２枚目の｢入札者住所氏名｣欄には、必ず押印してください。

　　②｢金融機関名｣｢預金の種類｣欄の該当する項目を○で囲んだうえで、必要事項を記入してください。

　　　ただし、ゆうちょ銀行の場合、｢支店等名｣及び｢預金の種類｣欄への記入は不要です。

　　　なお、ゆうちょ銀行の場合、通常貯金総合口座以外は振込みできません。

　　③返還先の「口座名義人氏名」欄は、必ず金融機関への届出名義で記入してください。

　　④２枚目の入札保証金振込証明書には、入札保証金を振り込んだ際に受領した保管金受入手続添付書

　　　（取扱店領収印のあるもの）を貼り付けてください。

ゆ う ち ょ 銀 行
― 番号を右詰めで記入してください。

記 号 ・ 番 号

（ﾌﾘｶﾞﾅ）シコクソウゴウカンテイカブシキガイシャ口 座 名 義 人

四国総合鑑定株式会社氏 名

○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○

※ゆうちょ銀行の場合は記入不要です。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 右詰めで記入してください。
(ゆうちょ銀行は下欄に記入してください)

返

還

先

金 融 機 関 名

銀行等名 ○  　○

支店等名 ○  　○　　○

預 金 の 種 類 普通　・　当座　・　通知　・　別段

口 座 番 号

○

性 別

生 年 月 日

※法人による入札の場合は、性別、生年月日の記入は不要です。別紙「役員一覧」を提出してください。

（ 振　込　金　額 ）

（ふりがな） しこくそうごうかんていかぶしきがいしゃ だいひょうとりしまりやく ざいむたろう

氏 名 ・ 印
四国総合鑑定株式会社
 代表取締役  財 務 太 郎

実
印

○ ○物件番号歳入歳出外現金出納官吏

入

札

者

8 ℡ 　000-000-0000

携帯電話  000-0000-0000

住 所 高松市サンポート３番３３号

令和○年○○月○○日

入　札　保　証　金　提　出　書

回 次 ・ 物

契 約 担 当 官
０ １ － ○ ○

入札保証金額を記入
（入札金額ではありません）

ふりがなは、代表者名まで記載
してください。（押印は不要）
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（ﾌﾘｶﾞﾅ）

（漢字）

（注）入札保証金は、各自入札金額の１００分の５以上（円未満切上）の金額が必要です。
　

○
番　号

個人名

○１ ○

法人名

―

依　頼　日

金 額

収
納
印
ま
た
は
振
替
印

 　物件番号を記入してください

 ※　入札案内書の入札物件一覧表に記載されている

内

訳

備
　
考

手 数 料

十
億

 　　また回数欄は「０１」と記入してください

番 号第

現 金

金額の頭に必ず￥マークをつけてください

シ コ ク ザ イ ム

回

住　所

〒760-8550

高松市サンポート３番３３号

(電話) 000-000-0000

様　四国総合鑑定株式会社
又　は

１ ０ １ ２ １ ７ ６
受

取

人

   ｼｺｸｿｳｺﾞｳｶﾝﾃｲｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ

口

座

名 四 国 財 務

○

（ﾌﾘｶﾞﾅ）

物 件

０

円

￥ ○ ○ ○ ○○

百
万

取扱店へ
のお願い 振込依頼書（兼入金伝票）

電 信 扱令和○年○○月○○日

○
振
込
依
頼
番
号
の
空
欄
は
、
詰
め
て
打
電
し
て
く
だ
さ
い
。

○
依
頼
人
の
名
の
前
に
、
必
ず
振
込
依
頼
番
号
を
入
れ
て
打
電
し
て
く
だ
さ
い
。

香 川 銀 行 本 店

当 座

振 込 先

金 融 機 関

国有財産入札保証金

依

頼

人

振　込

依　頼

○
預　金

種　目
○

科 目

千

- 32 -



（別紙）
《法人による入札の場合に提出》

法人名：

※必ずフリガナを記入し、性別（男・女）及び年号（Ｔ・Ｓ・Ｈ）に○印を記入してください。

  ﾌ ﾘ

  ｶﾞﾅ

  ﾌ ﾘ

  ｶﾞﾅ

  ﾌ ﾘ

  ｶﾞﾅ

  ﾌ ﾘ

  ｶﾞﾅ

  ﾌ ﾘ

  ｶﾞﾅ

  ﾌ ﾘ

  ｶﾞﾅ

  ﾌ ﾘ

  ｶﾞﾅ

  ﾌ ﾘ
  ｶﾞﾅ

  ﾌ ﾘ

  ｶﾞﾅ

  ﾌ ﾘ

  ｶﾞﾅ

役　　員　　一　　覧

回　次・
物件番号

第 回 物 件 番 号

０ １ ― ○ ○ ○ ○

四国総合鑑定株式会社

役　職　名
（フリガナ）

性　別 生　年　月　日 住　　　　　　　　　　所
氏　　　名

代表取締役

ザイム　タロウ

男 ・ 女
Ｔ
Ｓ
Ｈ

○○年○○月○○日

〒　７６０　－　００１９

　　　財務　太郎 高松市サンポート○番○号

専務取締役

ザイム　ハナコ

男 ・ 女
Ｔ
Ｓ
Ｈ

○○年○○月○○日

〒　７６０　－　００１９

　　　財務　花子 高松市サンポート○番○号

常務取締役

ザイム　ジロウ

男 ・ 女
Ｔ
Ｓ
Ｈ

○○年○○月○○日

〒　７６０　－　００１９

　　　財務　次郎 高松市サンポート○番○号

監査役

ザイム　サブロウ

男 ・ 女
Ｔ
Ｓ
Ｈ

○○年○○月○○日

〒　７６０　－　００１９

　　　財務　三郎 高松市サンポート○番○号

男 ・ 女
Ｔ
Ｓ
Ｈ

　　　年　　　月　　　日

〒　　　　　－

男 ・ 女
Ｔ
Ｓ
Ｈ

　　　年　　　月　　　日

〒　　　　　－

男 ・ 女
Ｔ
Ｓ
Ｈ

　　　年　　　月　　　日

〒　　　　　－

男 ・ 女
Ｔ
Ｓ
Ｈ

　　　年　　　月　　　日

〒　　　　　－

男 ・ 女
Ｔ
Ｓ
Ｈ

　　　年　　　月　　　日

〒　　　　　－

　予備の用紙を巻末に添付していますので、ご利用ください。

(注）　本様式には、法人の登記事項証明書に記載されている役員（支配人が契約を締結
     する場合には、その者も含む）全員を記入してください。

男 ・ 女
Ｔ
Ｓ
Ｈ

　　　年　　　月　　　日

〒　　　　　－

○本様式に記載すべき役員とは、法人の場合は登記事項証明
書に記載されている役員又は営業所の代表者、団体である場
合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者
をいいます。

- 33 -



　入札書及び入札保証金提出書の記入にあたり、持分の比率を忘れずに記入してください。

　なお、入札書等に記入された持分比率を売買契約締結の際に変更することはできません。

　入札保証金提出にあたっては共有者のうちのどなたが代表されても構いませんが、入札保証金

提出書の返還先欄の「口座名義人氏名」と振込依頼書の依頼人欄の「個人名又は法人名」が同一

人となるようにしてください。

　入札書等の記載にあたっては、ボールペン・万年筆等消えない筆記用具（鉛筆不可）をご使用

のうえ、必ずこの記載例に基づいて作成してください。

　なお、記載方法等についてご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。

 　　　　　　　【お問い合わせ先】　四国財務局 管財部 統括国有財産管理官

 　　　　　　　　　　　　　　　　　電話（０８７）８１１－７７８０

①　入札書　･･･････････････････････････････････････････････　Ｐ３５

②　入札保証金提出書　･････････････････････････････････････　Ｐ３６

③　振込依頼書　･･･････････････････････････････････････････　Ｐ３７

（共有で入札される場合）

入 札 書 等 記 載 例
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殿

入札者 住　所 高松市サンポート３番３３号

氏　名 財 務 太 郎（持分1/2）

共有者 住　所 高松市サンポート３番３３号

代理人 氏　名 財 務 花 子（持分1/2）

数字の前に必ず￥マークを記載してください。

 国有財産の一般競争入札案内書を承知の上、上記のとおり入札します。

（注）

１．入札書は、物件ごとに別の用紙を使用してください。

２．回次・物件番号欄には、今回実施される入札の回次と、国有財産の一般競争入札案内書の

　物件番号欄に記載された番号を記載してください。

３．入札者欄には、入札者本人の住所、氏名（法人にあっては、法人名及び代表者名）を記入

　してください。また、共有者がいる場合は共有者欄にも記入してください。

４．代理人によって入札するときは、本人の住所、氏名のほか、代理人欄に代理人の住所、氏

　名を記載してください。

５．入札金額は算用数字ではっきりと右詰めで記載し、数字の前に必ず「￥」を記載してくだ

　さい。

６．入札金額を書き損じたときは、新たな用紙を請求して書き直してください。

７．一度提出した入札書の変更又は取消しはできません。

８．上記必要事項の記入がない場合、又は入札金額が訂正されている場合は、入札が「無効」

　となります。

○

住所・氏名を記入（押印は不要）

○ ○

円

予備用紙は、巻末に添付

千

○ ○
，

○

 入　　　札　　　書

財務省四国財務局長

 入札保証金の２０倍を超える金額を記入したものは無効となるので注意してください

回 次

・

○○

物 件 番 号

１ ―○○

金 額

十億 百万

，

０

○ ○￥
，

○
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（１片）

四 国 財 務 局 第 回 件 番 号

殿

〒 7 6 0 － 5 5 0 共有者・代理人 ℡ 000-000-0000

〒 7 6 0 - 8 5 5 0 携帯電話 000-0000-0000

実
印

実
印

男・女 男・女

大・昭・平○○年○○月○○日 大・昭・平○○年○○月○○日

※２枚目にも押印願います。

 　下記の金額を国有財産入札保証金として提出します。

￥

 　落札とならなかったとき、その他返還事由が生じた場合には、提出した入札保証金を下記

 口座に振り込んでください。

　銀行　・　信用金庫　・　その他

　本店　・　本店営業部　・　支店

(注)①１枚目及び２枚目の｢入札者住所氏名｣欄には、必ず押印してください。

　　②｢金融機関名｣｢預金の種類｣欄の該当する項目を○で囲んだうえで、必要事項を記入してください。

　　　ただし、ゆうちょ銀行の場合、｢支店等名｣及び｢預金の種類｣欄への記入は不要です。

　　　なお、ゆうちょ銀行の場合、通常貯金総合口座以外は振込みできません。

　　③返還先の「口座名義人氏名」欄は、必ず金融機関への届出名義で記入してください。

　　④２枚目の入札保証金振込証明書には、入札保証金を振り込んだ際に受領した保管金受入手続添付書

　　　（取扱店領収印のあるもの）を貼り付けてください。

○ 番号を右詰めで記入してください。
記 号 ・ 番 号 ○ ○

（ﾌﾘｶﾞﾅ） 　ザイ  　 ム  　　タ　 　ロウ口 座 名 義 人

  財 　務   太   郎氏 名

○ ○ ○○ ○

預 金 の 種 類 普通　・　当座　・　通知　・　別段

○ ○
ゆ う ち ょ 銀 行

―

口 座 番 号

○ ○ ○

※ゆうちょ銀行の場合は記入不要です。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 右詰めで記入してください。
(ゆうちょ銀行は下欄に記入してください)

※法人による入札の場合は、性別、生年月日の記入は不要です。別紙「役員一覧」を提出してください。

（ 振　込　金　額 ）

返

還

先

金 融 機 関 名

銀行等名 ○  　○

支店等名 ○  　○　　○

氏 名 ・ 印 財　務　太　郎 財　務　花　子

性 別

生 年 月 日

高松市サンポート３番３３

（持分1/2) （持分1/2)

（ふりがな） ざい　 む 　 た　 ろう ざい　 む 　 はな 　こ

○ ○物件番号歳入歳出外現金出納官吏

入

札

者

8 ℡ 　000-000-0000

携帯電話  000-0000-0000

住 所 高松市サンポート３番３３号

令和○年○○月○○日

入　札　保　証　金　提　出　書

回 次 ・ 物

契 約 担 当 官
０ １ － ○ ○

必ず記載してください

入札保証金額を記入
（入札金額ではありません）

氏名・ふりがなを記入
（押印は不要）
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（ﾌﾘｶﾞﾅ）

（漢字）

（注）入札保証金は、各自入札金額の１００分の５以上（円未満切上）の金額が必要です。
　　　 　

国有財産入札保証金

振 込 先

金額の頭に必ず￥マークをつけてください

０

香 川 銀 行 本 店

当 座

金 融 機 関

―

受

取

人

シ コ ク ザ イ ム

取扱店へ
のお願い 振込依頼書（兼入金伝票）

預　金

種　目

○
振
込
依
頼
番
号
の
空
欄
は
、
詰
め
て
打
電
し
て
く
だ
さ
い
。

○
依
頼
人
の
名
の
前
に
、
必
ず
振
込
依
頼
番
号
を
入
れ
て
打
電
し
て
く
だ
さ
い
。

依　頼　日

 　　また回数欄は「０１」と記入してください

○

電 信 扱
千

令和○年○○月○○日

科 目

手 数 料

金 額

十
億

１ ０ １ ２ １ ７ ６

円

￥ ○ ○ ○ ○

百
万

○○

現 金

 　物件番号を記入してください

 ※　入札保証金提出書の返還先欄にある「口座

 　名義人」と同一になります

内

訳

備
　
考

 ※　入札案内書の入札物件一覧表に記載されている収
納
印
ま
た
は
振
替
印

号

法人名

又　は
財 務 太 郎

○○ ○ ○

ザイ   ム   タ   ロウ 

１依

頼

人

振　込

依　頼

番　号

個人名

番

（ﾌﾘｶﾞﾅ）

住　所

口

座

名

〒760-8550

高松市サンポート３番３３号

(電話) 000-000-0000

様

回 物

四 国 財 務

件第
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　入札書等を入札者本人名義で作成できない場合には、代理人により入札することができます

が、代理人による入札の場合には、「委任状」、「入札者（委任者）の印鑑証明書」の提出が

必要となります。

　なお、以下のような場合には代理人をたてる（委任状を持参する）必要はありません。

〔委任状を必要としない場合の例示〕

　②入札者が法人の場合で、その社員が入札書等を持参したり開札会場へ参加する場合

　③共有で入札する場合で、共有者のうちの一人が入札書を持参したり開札会場へ参加する場合

　入札書等の記載にあたっては、ボールペン・万年筆等消えない筆記用具（鉛筆不可）をご使用

のうえ、必ずこの記載例に基づいて作成してください。

　なお、記載方法等についてご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。

 　　　　　　　【お問い合わせ先】　四国財務局 管財部 統括国有財産管理官

 　　　　　　　　　　　　　　　　　電話（０８７）８１１－７７８０

 　　　　　　　　　　　　　　　　　内線４３７・４４５①　入札書　･･･････････････････････････････････････････････　Ｐ３９

②　入札保証金提出書　･････････････････････････････････････　Ｐ４０

③　振込依頼書　･･･････････････････････････････････････････　Ｐ４１

④　委任状　･･･････････････････････････････････････････････　Ｐ４２

（代理人が入札される場合）

　①入札者本人に代わって入札者本人名義の入札書等を持参したり開札会場へ参加する場合

入 札 書 等 記 載 例
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殿

入札者 住　所 千代田区霞が関３丁目１番１号

氏　名 財　　務　　太　　一

共有者 住　所 高松市サンポート３番３３号

代理人 氏　名 財　　務　　太　　郎

数字の前に必ず￥マークを記載してください。

 国有財産の一般競争入札案内書を承知の上、上記のとおり入札します。
（注）

１．入札書は、物件ごとに別の用紙を使用してください。

２．回次・物件番号欄には、今回実施される入札の回次と、国有財産の一般競争入札案内書の

　物件番号欄に記載された番号を記載してください。

３．入札者欄には、入札者本人の住所、氏名（法人にあっては、法人名及び代表者名）を記入

　してください。また、共有者がいる場合は共有者欄にも記入してください。

４．代理人によって入札するときは、本人の住所、氏名のほか、代理人欄に代理人の住所、氏

　名を記載してください。

５．入札金額は算用数字ではっきりと右詰めで記載し、数字の前に必ず「￥」を記載してくだ

　さい。

６．入札金額を書き損じたときは、新たな用紙を請求して書き直してください。

７．一度提出した入札書の変更又は取消しはできません。

８．上記必要事項の記入がない場合、又は入札金額が訂正されている場合は、入札が「無効」

　となります。

予備用紙は、巻末に添付

・

百万

，
○

，
○○ ○

０１

金 額

，
○ ○

○○

○￥ ○

十億

○

 入　　　札　　　書

財務省四国財務局長

入札保証金の２０倍を超える金額を記入したものは無効となるので注意してください

住所・氏名を記入（押印は不要）

回 次

千

○

物 件 番 号

―○

円

物件番号(４ケタ)を記入
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（１片）

四 国 財 務 局 第 回 件 番 号

殿

〒 7 6 0 － 5 5 0 共有者・代理人 ℡ 000-000-0000

〒 7 6 0 - 8 5 5 0 携帯電話 000-0000-0000

実
印

実
印

男・女 男・女

大・昭・平○○年○○月○○日 大・昭・平　　年　　月　　日

※２枚目にも押印願います。

 　下記の金額を国有財産入札保証金として提出します。

￥

 　落札とならなかったとき、その他返還事由が生じた場合には、提出した入札保証金を下記

 口座に振り込んでください。

　銀行　・　信用金庫　・　その他

　本店　・　本店営業部　・　支店

(注)①１枚目及び２枚目の｢入札者住所氏名｣欄には、必ず押印してください。

　　②｢金融機関名｣｢預金の種類｣欄の該当する項目を○で囲んだうえで、必要事項を記入してください。

　　　ただし、ゆうちょ銀行の場合、｢支店等名｣及び｢預金の種類｣欄への記入は不要です。

　　　なお、ゆうちょ銀行の場合、通常貯金総合口座以外は振込みできません。

　　③返還先の「口座名義人氏名」欄は、必ず金融機関への届出名義で記入してください。

　　④２枚目の入札保証金振込証明書には、入札保証金を振り込んだ際に受領した保管金受入手続添付書

　　　（取扱店領収印のあるもの）を貼り付けてください。

令和○年○○月○○日

入　札　保　証　金　提　出　書

回 次 ・ 物

契 約 担 当 官
０ １ － ○ ○ ○ ○物件番号歳入歳出外現金出納官吏

入

札

者

8 ℡ 　000-000-0000

携帯電話  000-0000-0000

住 所 千代田区霞が関３丁目１番１号

財　務　太　郎

性 別

生 年 月 日

高松市サンポート３番３３号

（ふりがな） ざい　 む 　 た　 いち ざい　 む 　 た　 ろう

銀行等名 ○  　○

支店等名 ○  　○　　○

氏 名 ・ 印 財　務　太　一

○ ○ ○ 右詰めで記入してください。
(ゆうちょ銀行は下欄に記入してください)

※法人による入札の場合は、性別、生年月日の記入は不要です。別紙「役員一覧」を提出してください。

（ 振　込　金　額 ）

返

還

先

金 融 機 関 名

―

口 座 番 号

○ ○ ○

※ゆうちょ銀行の場合は記入不要です。

○ ○ ○ ○

○ ○ ○○ ○

預 金 の 種 類 普通　・　当座　・　通知　・　別段

○ ○
ゆ う ち ょ 銀 行

○ 番号を右詰めで記入してください。
記 号 ・ 番 号 ○ ○

（ﾌﾘｶﾞﾅ） 　ザイ  　ム  　　タ　 　イチ口 座 名 義 人

  財 　務   太   一氏 名

必ず記載してください

入札保証金額を記入
（入札金額ではありません）

氏名・ふりがなを記入（押印は不要）
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（ﾌﾘｶﾞﾅ）

（漢字）

取扱店へ
のお願い 振込依頼書（兼入金伝票）

○ ○
預　金

種　目
○

電 信 扱令和○年○○月○○日

科 目

○

千 円

￥ ○ ○ ○

財 務 太 一

１ ○ ○ ○０ ―

（ﾌﾘｶﾞﾅ）

備
　
考

収
納
印
ま
た
は
振
替
印

○

様

口

座

名

香 川 銀 行 本 店

当 座

振 込 先

金 融 機 関

１ ０ １ ２ １ ７ ６

法人名

又　は

現 金

 　物件番号を記入してください

住　所

〒100-8940

千代田区霞が関３丁目１番１号

(電話) 00-0000-0000

ザイ　ム    タ   イチ 

依　頼　日

金 額

手 数 料

十
億

百
万

内

訳

四 国 財 務

○
振
込
依
頼
番
号
の
空
欄
は
、
詰
め
て
打
電
し
て
く
だ
さ
い
。

○
依
頼
人
の
名
の
前
に
、
必
ず
振
込
依
頼
番
号
を
入
れ
て
打
電
し
て
く
だ
さ
い
。

国有財産入札保証金

受

取

人

依

頼

人

振　込

依　頼

番　号

個人名

シ コ ク ザ イ ム

（注）入札保証金は、各自入札金額の１００分の５以上（円未満切上）の金額が必要です。

 　　また回数欄は「０１」と記入してください

番 号第 回 物 件

 ※　入札案内書の入札物件一覧表に記載されている

金額の頭に必ず￥マークをつけてください
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代理人　　住　　所 高松市サンポート３番３３号

　　　　　氏　　名 財　務　太　郎

　　　　（電話番号） ０００－０００－００００

　　　　（携帯電話） ０００－００００－００００

 ○○県○○市○○町○丁目○○○番○○

・ ． ㎡

・ ㎡

・ 本

・ 式

令和○年○○月○○日

委任者 住　　所  千代田区霞が関３丁目１番１号

氏　　名  財　務　太　一

職　　業  会社員

電話番号  ００－００００－００００

（注）委任者の印鑑証明書を必ず添付すること。

実印

委　　任　　状

私は、上記の者を代理人と定め、下記の権限を委任します。

次の国有財産の一般競争入札及びこれに付帯する一切の権限

記

委任者の実印を押印してください

○○　○○，○○○

建○○．○○㎡/延○○．○○

工作物 一

立木竹 ○○

物 件 番 号

財産所在地

区分・数量

○ ○ ○ ○

土　地

建　物

太財
一務

※　予備の用紙を巻末に添付していますので、ご利用ください。
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  落札された方には、以下の書類を提出していただきます。

①普通財産売払申請書

②誓約書

③【個人の場合】住民票（マイナンバーの記載がないもの）

　【法人の場合】法人登記の現在事項全部証明書

※提出する住民票等は、発行後３か月以内のものに限ります。

①普通財産売払申請書 　②誓約書

落 札 後 の 提 出 書 類
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１．所在地は、物件の不動産登記簿に表示されている所在地番を記載しています。

　　土地区画整理事業による仮換地指定がなされている場合には、仮換地の街区及び画地を記載

　したうえで、「（仮換地済）」と表示しています。

２．物件が２筆以上ある場合には、代表地番を記載し、それ以外は「外○筆」と記載しています。

１．住居表示は、住居表示に関する法律（昭和３７年法律第１１９号）に基づく住居地番を記載

　しています。

２．建物等がない物件については、住居表示が「号」まで付されていないため、「○○街区」と

　記載しています。

３．住居表示に関する法律に基づく住居表示制度が実施されていない地区については、「―」と

　記載しています。

１．現況地目は、登記簿地目ではなくその物件の現況の地目を記載しています。

２．面積については、物件の実測面積を記載しており、土地区画整理事業による仮換地指定がな

　されている場合には、仮換地面積を記載しています。

１．本物件調書においては、物件に接面する通行の用に供されているもののうち、道路法又は建

　築基準法上の道路、里道及び公共団体管理道路を接面道路として記載しています。

２．本物件調書における「建築基準法上の道路」とは、建築基準法（第３章　都市計画区域等に

　おける建築物の敷地、構造、建築設備及び用途）第４２条第１項各号に該当する幅員４ｍ（特

　定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県

　都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては６ｍ。第２項及び第３項において同じ）

　以上のものをいいます。

　　なお、都市計画区域内で建築物を建築する場合は、物件が建築基準法第４２条に規定する道

　路に２ｍ以上接しなければなりません。

　　本物件調書における建築基準法上の道路には、以下のものがあります。

（１）建築基準法第４２条第１項第１号道路

　　　道路法による道路。

接 面 道 路 の 状 況

物 件 調 書 補 足 説 明

所 在 地

現 況 地 目 及 び 面 積 等

住 居 表 示
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（２）建築基準法第４２条第１項第２号道路

　　　都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律、都市再開発法、新都市基

　　盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市

　　街地整備法による道路。

（３）建築基準法第４２条第１項第３号道路

　　　建築基準法第３章の規定が適用されるに至った際、現に存在する道。

（４）建築基準法第４２条第１項第４号道路

　　　道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域に

　　おける住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法による新設又

　　は変更の事業計画のある道路で、２年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行

　　政庁が指定したもの。

（５）建築基準法第４２条第１項第５号道路（位置指定道路）

　　　土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再

　　開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別

　　措置法又は密集市街地整備法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これ

　　を築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの。

（６）建築基準法第４２条第２項道路（みなし道路）

　　　建築基準法第３章が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員４ｍ未満の

　　道で、特定行政庁の指定したものは、本条第１項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、

　　その中心線からの水平距離２ｍ（第１項の規定により指定された区域内においては、３ｍ

　　（特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、２ｍ）

　　以下この項及び３項において同じ。）の線をその道路の境界線とみなします。

　　　ただし、当該道がその中心線からの水平距離２ｍ未満でがけ地、川、線路敷地その他これ

　　らに類するものに沿う場合においては、当該がけ地等の道の側の境界線及びその境界線から

　　道の側に水平距離４ｍの線をその道路の境界線とみなします。

（７）建築基準法第４２条第３項道路

　　　特定行政庁は、土地の状況に因りやむを得ない場合においては、本条第２項の規定にかか

　　満２．７ｍ以上の範囲内において、別にその水平距離を指定することができます。

（８）建築基準法第４２条第４項第１号道路

　　　本条第１項の区域内の幅員６ｍ未満の道（第１号又は第２号に該当する道にあっては、幅

　　員４ｍ以上のものに限る。）で、特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障

　　がないと認めて指定したものは、本条第１項の道路とみなします。

（９）建築基準法外道路

　　　建築基準法第４２条に規定する道路以外の道路。

　　　物件がこの道路にのみ接している場合、原則として建物建築はできません。

　　わらず、本条第２項に規定する中心線からの水平距離については２ｍ未満１．３５ｍ以上の

　　範囲内において、本条第２項に規定するがけ地等の境界線からの水平距離については４ｍ未
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１．都市計画法・建築基準法

（１）市街化区域・市街化調整区域・都市計画区域内（非線引）・都市計画区域外

　　　都市計画法で定められた物件の区域を記載しています。

　　　都市計画法では、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画区域を

　　指定し、必要に応じてその区域を区分して、市街化区域及び市街化調整区域を定めています。

　　①　「市街化区域」とは、すでに市街地を形成している区域及び概ね１０年以内に優先的か

　　　つ計画的に市街化を図るべき区域をいいます。　　

　　②　「市街化調整区域」とは、市街化を抑制すべき区域をいいます。

　　③　「都市計画区域内（非線引）」とは、都市計画区域内において、市街化区域・市街化調

　　　整区域の区分が定められていない区域をいいます。

　　④　「都市計画区域外」とは、都市計画区域が定められていない区域をいいます。

（２）用途地域

　　　物件が都市計画法で定められた用途地域内に所在する場合に記載しています。

　　　用途地域は大きく分けて「住居系」「商業系」「工業系」の３つに分けられ、これらの中

　　から、その地域にふさわしいものが定められています。 （都市計画法第８条第１項）

　　①　用途規制

　　　　建築基準法では、それぞれの用途地域で建築できる建築物を制限しています。

　　　　各用途地域において建築してはならない建築物については、別表１として６０ページに

　　　掲載してありますので、そちらを参考にしてください。 （建築基準法第４８条）

　　②　第一種・第二種低層住居専用地域及び田園住居地域における制限

　　（ア）建築物の高さの制限

　　　　　第一種・第二種低層住居専用地域及び田園住居地域においては、原則として、建築物

　　　　の高さが１０ｍ又は１２ｍまでに制限されています（いずれかについては都市計画で定

　　　　められます）。

　　（イ）外壁の後退距離

　　　　　第一種・第二種低層住居専用地域及び田園住居地域においては、必要に応じて、建築

　　　　物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離の限度（１．５ｍ又は１ｍ）

　　　　が定められる場合があります（いずれかについては都市計画で定められます）。

　　③　建築物の敷地面積

　　　　用途地域においては、必要に応じて、建築物の敷地面積の最低限度が２００㎡以内の範

　　　囲で定められる場合があります（最低限度の数値については都市計画で定められます）。

法 令 に 基 づ く 制 限

（都市計画法第８条第３項、建築基準法第５３条の２）

（都市計画法第８条第３項、建築基準法第５５条）

（都市計画法第８条第３項、建築基準法第５４条）

（都市計画法第５条・第７条）
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　　④　建築物の各部分の高さ

　　（ア）道路斜線制限

　　　　　都市計画区域内の全ての地域において、建築物の建築にあたっては、前面道路の反対

　　　　側の境界線から、建築物の敷地の上空に向かって用途地域別に定められた勾配の斜線で

　　　　引かれた範囲内で建築しなければなりません。 （建築基準法第５６条）

　　（イ）隣地斜線制限

　　　　　第一種・第二種低層住居専用地域及び田園住居地域以外の都市計画区域内においては、

　　　　同様に、上方の空間を確保するため、隣地境界線における一定の斜線の範囲内で建築

　　　　しなければなりません。 （建築基準法第５６条）

　　（ウ）北側斜線制限

　　　　　第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域及び第一種・第二種中高層住居専用

　　　　地域（第一種・第二種中高層住居専用地域においては日影規制の対象地を除く）におい

　　　　ては、同様に、北側の隣地の日照・採光・通風等を保護するため、敷地北側境界線にお

　　　　ける一定の斜線の範囲内で建築しなければなりません。 （建築基準法第５６条）

　　⑤　日影による中高層の建築物の高さの制限（日影規制）

　　　　商業地域・工業地域・工業専用地域を除く都市計画区域のうち、地方公共団体が条例で

　　　定める一定の区域においては、一定規模以上の建築物の建築にあたって、周辺敷地の日照

　　　を保護するため、建築物の高さが制限されます。

　　　　なお、日影規制の適用対象区域外においても、一定規模以上の建築物で、冬至日におい

　　　て日影規制の適用対象区域内に日影を生じさせるものは、適用対象区域内にある建築物と

　　　みなされ、規制の対象となります。 （建築基準法第５６条の２）

（３）地域・地区

　　　物件が都市計画法及び建築基準法で定められた地域・地区等に所在する場合に記載してい

　　ます。 （都市計画法第８条第１項・第１２条の４、建築基準法第６８条の２）

（４）建蔽率・容積率

　　　建築基準法で定められた建蔽率及び容積率（地方公共団体の条例等で別に定められている

　　場合はその建蔽率及び容積率）を記載しています。 （建築基準法第５２条・第５３条）

　　①　地区計画等による制限

　　　　物件が都市計画法等で定められた地区計画（地域・地区・区域）等に所在することによ

　　　り制限される建蔽率・容積率と、建築基準法で定められた建蔽率・容積率（物件調書の

　　　「建蔽率」「容積率」欄に記載している建蔽率・容積率）をそれぞれ比較し、小さい方の

　　　数値がその物件の建蔽率・容積率の上限となります。

　　　　なお、地区計画等の詳細については、関係各機関にご照会してください。

　　②　道路幅員による制限

　　　　物件の前面道路の幅員が１２ｍ未満の場合、次に掲げる数値（（ア）又は（イ））を物

　　　件の指定容積率（物件調書の「容積率」欄に記載している容積率）と比較し、小さい方の

　　　数値が物件の基準容積率（容積率の上限）となります。
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　　　　また、物件が複数の道路に接している場合は、最も幅員の広い道路を前面道路として計

　　　算し、前面道路の幅員が４ｍ未満の場合は、幅員４ｍとして計算します。

　　　　なお、前面道路の幅員が１２ｍ未満の場合でも、接道の状況等により、上記容積率の制

　　　限が緩和される場合がありますので、関係各機関にご照会してください。

　　（ア）用途地域が第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種・第二種中高層

　　　　住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域及び特定行政庁が都市計画地方審

　　　　議会の議を経て指定する区域のいずれかの場合

　　　　　⇒　前面道路の幅員（単位：ｍ）に４／１０を乗じたもの

　　（イ）用途地域が上記以外の場合及び都市計画区域で用途地域の指定のない区域の場合

　　　　　⇒　前面道路の幅員（単位：ｍ）に６／１０を乗じたもの

 第一種住居地域で指定容積率が２００％、前面道路の幅員が４ｍの場合

 ４ｍ（前面道路の幅員）×４／１０＝１６０％＜２００％　⇒　基準容積率は１６０％となる

（５）高度制限

　　①　第○種高度地区、最高限度高度地区、最低限度高度地区

　　　　高度地区とは、都市計画で定められた用途地域内において市街地の環境を維持し、又は

　　　土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度が定められる地区です。

　　②　最低限度高度地区（○ｍ以上）

　　　　最低限度高度地区で建築物の高さを○ｍ以上にしなければならない場合に記載していま

（６）防火指定

　　　市街化区域の防災を図るため防火地域及び準防火地域が定められ、建築物の構造や規模に

　　ついて規制がなされています。別表２として６０ページに掲載してありますので、そちらを

　　参考にしてください。

（都市計画法第８条第１項第５号、建築基準法第６１条・第６３条）

２．その他

　　この欄では、各物件の造成・開発・建築物の建築等に制限が課される場合、その適用法令等

　を記載しています。

　　なお、詳細については、関係各機関にご照会してください。

（１）都市計画法第８条（駐車場整備地区）

　　　駐車場整備地区とは、商業地域、近隣商業地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住

　　居地域若しくは準工業地域内において自動車交通が著しく集中する地域で、道路の効用を保

　　持し、円滑な道路交通を確保する必要があると認められた地区であり、その整備内容は市町

　　村のそれぞれの整備地区で定められています。 （駐車場法第３条第１項）

（建築基準法第５２条）

計 算 例

　　　す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　（都市計画法第８条、建築基準法第５８条）
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（２）都市計画法第２９条・第３４条（開発行為の許可及び基準）

　　　都市計画区域内において開発行為をしようとする場合は、物件の規模に応じて、あらかじ

　　め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければなりません。

　　　なお、市街化調整区域における開発行為については、併せて法第３４条の基準を満たさな

　　ければなりません。

　　　ただし、許可の事前手続きとして、市町村の定めた開発のための指導要綱の適用を受けな

　　ければならない場合があります。

（３）都市計画法第４３条（開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限）

　　　市街化調整区域は、都市化を抑制するため開発や建築が制限されている地域です。

　　　その為、開発や開発行為がなく建築だけを行う場合でも、都道府県知事の許可を受けなけ

　　ればなりません。なお、前述の許可の基準は都市計画法第３３条及び第３４条に規定する許

　　可基準の例に準じて、政令で定められています。

（４）都市計画法第５２条（田園住居地域内における建築等の規制）

　　　田園住居地域内の農地の区域内において、土地の形質の変更、建築物の建築その他工作物

　　の建設又は土石その他の政令で定める物件の堆積を行おうとする者は、市町村長の許可を受

　　けなければなりません。

（５）都市計画法第５３条（都市計画施設・市街地開発事業）

　　　都市計画施設（法第１１条第１項各号に掲げる施設）の区域又は市街地開発事業（一定の

　　区域を総合的な計画に基づいて新たに開発し、あるいは再開発する事業）の施行区域内にお

　　いて建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事

　　の許可を受けなければなりません。

（６）都市計画法第５８条（風致地区）

　　　風致地区（都市の風致を維持するために定められた地区）内における建築物の建築、宅地

　　の造成、木竹の伐採その他の行為については、地方公共団体の条例で規制がなされます。

（７）都市計画法第５８条の２・３（地区計画等）

　　　地区計画とは、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体として

　　それぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、保全するた

　　めの計画です。

　　　地区整備計画が定められている区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築、

　　その他政令で定める行為を行おうとする者は、着手する日の３０日前までに、国土交通省令

　　で定めるところにより、市町村長に届け出なければなりません。

　　　また、防災街区整備地区計画、沿道地区計画及び集落地区計画については、それぞれの密

　　集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律、幹線道路の沿道の整備に関する法律

　　及び集落地域整備法によって建築等の制限がなされます。
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（８）都市計画法第６５条（建築等の制限）

　　　都市計画事業の認可等の告示があった後においては、当事業地内において、都市計画事業

　　の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物の建築その他工作物の建

　　設を行うことや、移動の容易でない物件の設置等を行う場合は都道府県知事の許可を受けな

　　ければなりません。

（９）建築基準法第２２条・第２３条（屋根の構造等）

　　　防火地域及び準防火地域以外の市街地で、特定行政庁が指定する法第２２条指定区域内

　　（いわゆる屋根不燃区域）にある建築物の屋根の構造は、建築物の火災による類焼を防止す

　　るため、原則として不燃材料等で造らなければなりません。また、同区域内にある木造建築

　　物等の外壁は、延焼のおそれのある部分を準防火構造（土塗壁等）とする必要があります。

（10）建築基準法第３９条（災害危険区域）

　　　津波、高潮、出水等による危険の著しい区域として、地方公共団体が条例で指定するもの

　　で、建築物の建築の禁止その他の制限がなされます。

（11）建築基準法第４３条第１項・第２項（敷地等と道路との関係）

　　　建築基準法第４２条に定める道路に２ｍ以上接していない敷地には、原則として建築物は

　　建築できません。

　　　ただし、その敷地が避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合する幅

　　員４ｍ以上の道（道路に該当するものを除く。）に２ｍ以上接道する建築物のうち、利用者

　　が少数であるものとしてその用途及び規模に関し、国土交通省令で定める基準に適合するも

　　ので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めた場合及びその敷

　　地の周囲に広い空地を有する建築物など、国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、

　　特定行政庁が、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を

　　得て許可した場合は、例外として建築することができます。

（12）建築基準法第４９条（特別用途地区）

　　　特別用途地区内では、都市計画法で定められた用途地域内での規制のほか、地方公共団体

　　の条例により、建築物及び工作物の建築が制限されることがあります。

　　　また、この地区内では、地方公共団体の条例により、国土交通大臣の承認を得て用途地域

　　内での建築物及び工作物の建築制限が緩和されることがあります。

　　　特別用途地区は、用途地域内において定めることができます。

（13）建築基準法第５９条（高度利用地区）

　　　高度利用地区内においては、容積率の最高限度及び最低限度、建蔽率の最高限度、建築面

　　積の最低限度並びに壁面の位置の制限が定められます。

　　　ただし、主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造
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　　であって、２階建以下でかつ地階を有しない建築物（容易に移転、除去することができるも

　　の）は、この制限を受けません。

（14）建築基準法第６９条・第７５条（建築協定）

　　　建築協定は、一定区域の土地の所有者、地上権者、賃借権者が、その地域を住宅地などと

　　して環境を改善するために行う建築基準についての協定で、市町村の条例により定められた

　　区域において、特定行政庁の認可を受けて効力が発生します。

　　　認可の公告がなされた建築協定は、公告の日以後土地の所有者等になった者に対してもそ

　　の効力が及ぶもので、建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備について

　　制限がなされます。

（15）宅地造成及び特定盛土等規制法第１２条（宅地造成等に関する工事の許可）・第２７条

　　　（特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の届出等）・第３０条（特定盛土等又は土石

　　　の堆積に関する工事の許可）

　　　都道府県知事（指定都市、中核市又は特例市の長、以下同じ。）は、宅地造成、特定盛土

　　等又は土石の堆積（以下「宅地造成等」という。）に伴い災害が生じるおそれが大きい市街

　　地等区域及び市街地となろうとする土地の区域又は集落の区域を宅地造成等工事規制区域と

　　して指定することができます。

　　　宅地造成等工事規制区域内において、宅地造成等に関する工事を行おうとする工事主は、

　　工事着手前に都道府県知事の許可を受けなければなりません。

　　　また、都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域以外の土地の区域で、特定盛土等又は土

　　石の堆積が行われた場合には、これに伴う災害により生命又は身体に危害を生ずるおそれが

　　特に大きいと認められる区域を、特定盛土等規制区域として指定することができます。

　　　特定盛土等規制区域内において、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事を行おうとする

　　工事主は、工事着手前に当該工事の計画を都道府県知事に届け出なければなりません。また、

　　大規模な崖崩れ又は土砂の流出を生じさせるおそれが大きい工事の場合は、工事着手前に都

　　道府県知事の許可を受けなければなりません。

（16）土地区画整理法第７６条・第９９条（土地区画整理事業）

　　　土地区画整理事業の施行認可の公告日以後、換地処分があった旨の公告がある日までは、

　　施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更

　　や建築物、その他の工作物の新築、改築、増築、政令で定める移動の容易でない物件の設置

　　や堆積を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければなりません。

　　　また、仮換地が指定された場合には、従前の宅地について、所有者、賃借権等を有してい

　　た者は仮換地指定の効力発生の日から換地処分の公告の日まで、仮換地について従前の宅地

　　に存する権利と同じ内容の使用収益権を取得する代わりに、従前の土地に存した使用収益権

　　を停止されます。
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（17）都市再生特別措置法第８８条（居住誘導区域外の開発行為等の届出）

　　　市町村長は、住民の健康で快適な生活や持続可能な都市経営のために立地適正化計画で居

　　住誘導区域を定めることができます。

　　  立地適正化計画の居住誘導区域外において、一定規模の開発行為や建築行為を行う場合は、

　　当該行為に着手する日の３０日前までに市町村長に届け出なければなりません。

（18）都市再生特別措置法第１０８条（都市機能誘導区域外の開発行為等の届出）

　　　市町村長は、住民の健康で快適な生活や持続可能な都市経営のために立地適正化計画で都

　　市機能誘導区域を定めることができます。

　　  立地適正化計画の都市機能誘導区域外において、都市機能誘導施設を有する建築を目的と

　　する開発行為や建築行為を行う場合は、当該行為に着手する日の３０日前までに市町村長に

　　届け出なければなりません。

（19）農地法第３条（権利移転の許可）

　　　農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権等を設定若しくは移転する場合、

　　当事者は、農業委員会又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。

（20）農地法第５条（転用を伴う権利移転の許可・届出）

　　　農地を農地以外のものにするため、又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの（農地を除く）

　　にするため、これらの土地について所有権を移転し、又は地上権等を設定若しくは移転する

　　場合、当事者は、都道府県知事又は農林水産大臣の許可を受けなければなりません。

　　　ただし、市街化区域内にある農地又は採草放牧地をあらかじめ農業委員会に届け出て、農

　　地又は採草放牧地以外のものにする場合には、許可は必要ありません。

（21）文化財保護法第９３条（埋蔵文化財包蔵地の発掘）

　　　土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、貝塚、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する

　　土地として周知されている土地（周知の埋蔵文化財包蔵地）を発掘しようとする場合には、

　　文部科学省令で定める事項を記載した書面をもって、発掘に着手しようとする日の６０日前

　　までに文化庁長官（各地方公共団体等）に届け出なければなりません。

　　　また、周知の埋蔵文化財包蔵地に近接する土地、又はその予定区域内に所在する土地につ

　　いても、事前に各地方公共団体等に照会又は協議が必要となる場合があります。

（22）文化財保護法第１２５条（史跡名勝天然記念物の現状変更の制限）

　　　史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をする場

　　合、あらかじめ文化庁長官（各地方公共団体等）の許可を受けなければなりません。

　　　ただし、現状変更については、維持をするための措置又は非常災害のために必要な応急措

　　置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については、影響が軽微である場合はこの限りでは

　　ありませんが、事前に文化庁長官（各地方公共団体等）にご照会してください。
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（23）河川法第２６条（河川区域）

　　　河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は、河川管

　　理者の許可を受けなければなりません。

（24）河川法第５５条（河川保全区域）

　　　河川保全区域とは、河川管理者が河岸又は河川管理施設を保全するため河川区域の境界か

　　ら５０ｍを越えない範囲で指定した区域をいいます。

　　　河川保全区域において土地の掘削等、土地の形状を変更する行為、又は工作物の新築・改

　　築をしようとする者は、河川管理者の許可を受けなければなりません。

（25）道路法第４条（私権の制限）

　　　道路を構成する敷地、支壁その他の物件については、私権により、通行を妨げる行為や工

　　作物等を設置することはできません。ただし、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若し

　　くは移転することを妨げるものではありません。

（26）道路法第２４条（道路管理者以外の者の行う工事）

　　　道路管理者以外の者は、他の規定による場合のほか、道路に関する工事又は道路の維持を

　　行う場合は、道路管理者の承認を受けなければなりません。

（27）海岸法第８条（海岸保全区域）

　　　海岸保全区域とは、津波、高潮、波浪、その他海水又は地盤の変動による被害から海岸を

　　防護するため、海岸管理者が指定する、防護すべき海岸にかかる一定の区域であり、陸地に

　　おいては春分の日の満潮時の水際線から５０ｍ以内、水面においては春分の日の干潮時の水

　　際線から５０ｍ以内に指定されます。

　　　海岸保全区域内において土石の採取、施設等の新設又は改築をしようとする者は、海岸管

　　理者の許可を受けなければなりません。

（28）砂防法第４条（土地の制限）

　　　砂防指定地に指定されている土地においては、都道府県知事は治水上砂防の為に一定の行

　　為を禁止もしくは制限することができます。

（29）航空法第４９条（高さ制限）

　　　公共の用に供する飛行場の進入表面、転移表面又は水平表面（法第２条第８項、第９項及

　　び第１０項で規定される表面）の上に出る高さの建造物、植物その他の物件を設置し、植栽

　　し、又は留置してはなりません。

（30）自然公園法第２０条（特別地域）

　　　環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の風致を維持

　　するため、公園計画に基づいて、その区域（海域を除く。）内に、特別地域を指定すること

　　ができます。

　　　特別地域内においては、次の①～⑱の行為は、国立公園にあっては環境大臣の、国定公園

　　にあっては都道府県知事の許可を受けなければ、してはなりません。
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　　　また、特別地域内において木竹を植栽し、又は家畜を放牧しようとする者は、あらかじめ、

　　国立公園にあっては環境大臣に、国定公園にあっては都道府県知事にその旨を届け出なけれ

　　ばなりません。

　　①　工作物を新築し、改築し、又は増築すること。

　　②　木竹を伐採すること。

　　③　環境大臣が指定する区域内において木竹を損傷すること。

　　④　鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

　　⑤　河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

　　⑥　環境大臣が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺１kmの区域内において当該湖沼若し

　　　くは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設け

　　　て排出すること。

　　⑦　広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類する

　　　ものを工作物等に表示すること。

　　⑧　屋外において土石その他の環境大臣が指定する物を集積し、又は貯蔵すること。

　　⑨　水面を埋め立て、又は干拓すること。

　　⑩　土地を開墾しその他土地の形状を変更すること。

　　⑪　高山植物その他の植物で環境大臣が指定するものを採取し、又は損傷すること。

　　⑫　環境大臣が指定する区域内において当該区域が本来の生育地でない植物で、当該区域に

　　　おける風致の維持に影響を及ぼすおそれがあるものとして環境大臣が指定するものを植栽

　　　し、又は当該植物の種子をまくこと。

　　⑬　山岳に生息する動物その他の動物で環境大臣が指定するものを捕獲し、若しくは殺傷し、

　　　又は当該動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。

　　⑭　環境大臣が指定する区域内において当該区域が本来の生息地でない動物で、当該区域に

　　　おける風致の維持に影響を及ぼすおそれがあるものとして環境大臣が指定するものを放つ

　　　こと（当該指定する動物が家畜である場合における当該家畜である動物の放牧を含む。）。

　　⑮　屋根、壁面、塀、橋、鉄塔、送水管その他これらに類するものの色彩を変更すること。

　　⑯　湿原その他これに類する地域のうち環境大臣が指定する区域内へ当該区域ごとに指定す

　　　る期間内に立ち入ること。

　　⑰　道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち環境大臣が指定する区域内におい

　　　て車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

　　⑱　前各号に掲げるもののほか、特別地域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがある

　　　行為で政令で定めるもの。

（31）自然公園法第３３条（普通地域）

　　　普通地域とは、国立公園又は国定公園の区域のうち、特別地域及び海域公園地区に含まれ

　　ない地域をいいます。普通地域内において、次の①～⑦の行為をしようとする場合、国立公

　　園にあっては環境大臣に、国定公園にあっては都道府県知事に届け出なければなりません。

　　①　その規模が環境省令で定める基準を超える工作物を新築し、改築し、又は増築すること

　　　(改築又は増築後に、その規模が環境省令で定める基準を超えることとなる場合も含む｡)｡
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　　②　特別地域内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

　　③　広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類する

　　　ものを工作物等に表示すること。

　　④　水面を埋め立て、又は干拓すること。

　　⑤　鉱物を掘採し、又は土石を採取すること（海域内においては、海域公園地区の周辺１km

　　　の当該海域公園地区に接続する海域内においてする場合に限る。）。

　　⑥　土地の形状を変更すること。

　　⑦　海底の形状を変更すること（海域公園地区の周辺１kmの当該海域公園地区に接続する海

　　　域内においてする場合に限る。）。

（32）急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第７条（急傾斜地崩壊危険区域）

　　　都道府県知事は、崩壊するおそれのある急傾斜地で、その崩壊により相当数の居住者その

　　他の者に危害が生ずるおそれのあるもの、及びこれに隣接する土地のうち、当該急傾斜地の

　　崩壊が助長され又は誘発されるおそれがないようにするために一定の行為を制限する必要の

　　あるものを、急傾斜地崩壊危険区域として指定することができます。

　　　急傾斜地崩壊危険区域内においては、次の①～⑦の行為は、都道府県知事の許可を受けな

　　ければなりません。

　　①　水を放流し、又は停滞させる行為その他水の浸透を助長する行為

　　②　ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造

　　③　のり切、切土、掘削又は盛土

　　④　立木竹の伐採

　　⑤　木竹の滑下又は地引による搬出

　　⑥　土石の採取又は集積

　　⑦　上記①～⑥のほか、急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのある行為で政令で

　　　　定めるもの

（33）地すべり等防止法第１８条（地すべり防止区域）

　　　主務大臣は、地すべり区域（地すべりしている区域又は地すべりするおそれの極めて大き

　　い区域）及びこれに隣接する地域のうち地すべり区域の地すべりを助長し、若しくは誘発し、

　　又は助長し、若しくは誘発するおそれの極めて大きいものであって、公共の利害に密接な関

　　連を有するものを地すべり防止区域として指定することができます。

　　　地すべり防止区域内においては、次の①～⑤の行為をしようとする者は、都道府県知事の

　　許可を受けなければなりません。

　　①　地下水を誘致し、又は停滞させる行為で地下水を増加させるもの、地下水の排水施設の

　　　機能を阻害する行為その他地下水の排除を阻害する行為

　　②　地表水を放流し、又は停滞させる行為その他地表水の浸透を助長する行為

　　③　のり切又は切土で政令で定めるもの

　　④　ため池、用排水路その他の地すべり防止施設以外の施設又は工作物で政令で定めるもの

　　　の新築又は改良
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　　⑤　上記①～④のほか、地すべりの防止を阻害し、又は地すべりを助長し、若しくは誘発す

　　　る行為で政令で定めるもの

（34）土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律

　　　第７条・第９条・第１０条（土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域） 

　　　都道府県知事は、土砂災害によって住民等に危害が生ずるおそれがある土地の区域で、土

　　砂災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域として「土砂災害警戒区

　　域」を、「土砂災害警戒区域」のうち、著しい危害が生ずるおそれがある土地の区域で、一

　　定の開発行為の制限及び居室（建築基準法第２条第４号に規定する居室）を有する建築物の

　　構造の規制をすべき土地の区域として「土砂災害特別警戒区域」を指定することができます。

　　「土砂災害特別警戒区域」における都市計画法第４条第１２項に規定する開発行為は、予定

　　建築物の用途等によって、都道府県知事の許可が必要となる場合があります。

（35）森林法第１０条の２（開発行為の許可）・第１０条の７の２（所有者となった旨の届出）

　　　第１０条の８（伐採の届出）

　　　農林水産大臣は、全国の森林につき、良好な自然環境の保全及び形成その他森林の有する

　　公益的機能の維持増進を図るため、全国森林計画をたてなければならず、森林の地勢その他

　　の条件を勘案し、全国の森林をいくつかの区域に分けて、森林計画区を定める必要があり、

　　都道府県知事は、その森林計画区別に、地域森林計画をたてなければなりません。

　　　法第１０条の２においては、地域森林計画の対象になっている民有林における開発行為

　　（土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をいう）で面積が１haを超

　　える場合は、農林水産省令で定める手続きに従い、都道府県知事の許可を受けなければなり

　　ません。

　　　法第１０条の７の２においては、地域森林計画の対象となっている民有林について、新た

　　に当該森林の土地の所有者となった者は、農林水産省令で定める手続に従い、市町村の長に

　　その旨を届け出なければなりません。

　　　法第１０条の８においては、地域森林計画の対象となっている民有林の立木を伐採するに

　　は、森林所有者等は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、市町村の長に森林

　　の所在場所、伐採面積、伐採方法、伐採齢その他農林水産省令で定める事項を記載した伐採

　　の届出書を提出しなければなりません。

（36）森林法第３４条（保安林における制限）

　　　農林水産大臣は、水源のかん養・土砂の流出又は崩壊の防備等、特定の公共目的を達成す

　　るため必要があるときは、森林を保安林として指定することができます。

　　　保安林においては、政令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければ立木

　　を伐採してはなりません。また、都道府県知事の許可を受けなければ、立木を伐採し、立木

　　を損傷し、家畜を放牧し、下草、落葉若しくは落枝を採取し、又は土石若しくは樹根の採掘、

　　開墾その他の土地の形質を変更する行為をしてはなりません。

　　　ただし、指定施業要件（立木の伐採の方法及び限度並びに立木を伐採した後において当該

　　伐採跡地について行う必要のある植栽の方法、期間及び樹種をいう）に定める立木の伐採の

　　方法に適合し、かつ当該指定施業要件に定める伐採の限度を越えない範囲内において間伐の
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　　ため立木を伐採しようとする場合は、農林水産省令で定める手続きに従い、あらかじめ、都

　　道府県知事に森林の所在場所、間伐立木材積、間伐方法その他農林水産省令で定める事項を

　　記載した間伐の届出書を提出することとなっています。

　　　また、指定施業要件に従い、伐採跡地について植栽をしなければならない場合があります。

（37）景観法第１６条（景観計画区域）

　　　景観計画区域とは、景観行政団体が、良好な景観の形成を図るため、その方針、行為の制

　　限に関する事項等を定めた計画の区域をいいます。

　　　景観計画区域内において、次の①～④の行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通

　　省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土

　　交通省令で定める事項を景観行政団体の長に届け出なければなりません。

　　　①　建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模

　　　　様替又は色彩の変更

　　　②　工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模

　　　　様替又は色彩の変更

　　　③　開発行為及びその他政令で定める行為

　　　④　上記①～③のほか、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれのある行為として景観行

　　　　政団体の条例で定める行為

（38）津波防災地域づくりに関する法律第５３条

　　　都道府県知事は、国土交通大臣の定める基本指針に基づき、かつ、津波浸水想定を踏まえ、

　　津波が発生した場合には住民その他の者の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認め

　　られる土地の区域で、当該区域における津波による人的災害を防止するために警戒避難体制

　　を特に整備すべき土地の区域を、津波災害警戒区域として指定することができます。

（39）水防法第１５条

　　（浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防止のための措置）

　　　水防法第１４条に定める「洪水浸水想定区域」、同法１４の２に定めるに定める「雨水

　　出水浸水想定区域」及び同法１４条の３に定める「高潮浸水想定区域」をその区域に含む

　　市町村の長は、国土交通省令で定めるところにより、市町村地域防災計画において定めら

　　れた洪水浸水想定区域図に洪水予報等の伝達方法、避難場所その他洪水時の円滑且つ迅速

　　な避難の確保を図るために必要な事項等を住民に周知させるため、これらの事項を記載し

　　た印刷物（ハザードマップ）の配布その他の必要な措置を講じなければならないとされて

　　います。

（40）条例（がけ）

　　　一定以上の高さと勾配のあるがけに近接して建築物の建築、敷地の造成等を行う際には、

　　建築物の位置、規模、構造等に制限を受ける場合や、安全な擁壁の構築が必要になる場合が

　　あります。

　　　なお、対象となるがけの高さと勾配、制限の内容等は、各地方公共団体の条例によって異

　　なります。

（41）条例（路地状敷地）

　　　建築物の敷地が路地状部分のみによって道路に接する場合には、その敷地の路地状部分の

　　幅員は、建築物の構造や用途、或いは路地状部分の長さに応じて、各地方公共団体の条例で
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　　定める一定の数値以上でなければなりません。

（42）条例（土壌汚染対策）

　　　土地の切り盛り、掘削その他土地の造成、及び建築物その他の工作物の建設等、土地の形

　　質変更をする際に、その土地における過去の有害物資の取扱事業所の設置状況その他の土地

　　利用の履歴等を調査し、その結果を地方公共団体の長に届け出なければならない場合があり

　　ます。

　　　なお、対象となる土地の規模、変更行為、調査事項の内容等は、各地方公共団体の条例に

　　よって異なります。

（43）条例・指導要綱等

　　　開発等（建築を含む）にあたっては、上記以外で「その他」欄に記載されているものにつ

　　いても、各地方公共団体の条例・指導要綱等により制限・指導がなされる場合もありますの

　　で、各地方公共団体にご照会してください。

１．私道負担

　　物件内に宅地部分と区分され、現に私道として使用されている土地（持分で所有する場合を

　含む）がある場合は、私道負担「有」と記載しています。

２．道路後退

　　建築基準法第４２条第２項に基づく道路及びその他法令等によりセットバックが必要な場合

　は「有」と記載しています。

１．配管等の状況

　　接面道路に使用可能な配線・配管がある場合に「有」と記載しています。

　　なお、電気については、接面道路に配線がない場合でも、引込可能である場合には「有」と

　記載しています。

　　配管の位置・深さ等の詳細については、関係各事業所・各地方公共団体等にご照会してくだ

　さい。

２．施設整備状況

　　「配管等の状況」欄で「無」と記載したもののうち、近隣地域における施設の整備状況等が

　把握できているものについては「下記参考事項欄のとおり」とし、「参考事項」欄にその内容

　を記載しています。

３．施設整備の特別負担の有無

　　通常の加入金以外に特別な負担金が必要な場合について「有」とし、「参考事項」欄にその

　内容を記載しています。

供 給 処 理 施 設 の 概 要

私 道 の 負 担 等 に 関 す る 事 項
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１．鉄道・バス等、物件からの最寄り駅・バス停を記載しています。

２．物件の周辺に複数の駅等が存在する場合は、最も利便性の高い駅等を記載しています。

３．物件から最寄り駅までの「徒歩による時間」は、「道路距離８０ｍ＝所要時間１分」として

　算出しています。

１．市町村役場は、住所変更手続きが可能な役場名を記載しています。

２．小学校・中学校は、物件が属する学区の公立校名を記載しています。

　　なお、各地方公共団体によっては「公立学校自由選択制」等を導入している場合があります

　ので、詳細については各地方公共団体にご照会してください。

１．上記各説明欄の事項について、特記すべき事項がある場合にその内容等を記載しています。

交 通 機 関

公 共 施 設

参 考 事 項
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【別表１】

住宅・共同住宅・一定の店舗兼用住宅・小学校・中学校・高等学校・図書館

・公衆浴場・診療所・老人ホーム・その他公益上必要な建築物等以外のもの

第二種低層住居専用地域適格建築物・大学・病院・老人福祉センター・一定

の店舗及び自動車車庫等以外のもの

個室付浴場等・一定の第一種中高層住居専用地域不適格建築物

一定の工場及び作業場・一定の危険物の貯蔵又は処理施設・劇場・映画館・

以上の自動車車庫等

又は処理施設等

要な一定の店舗及び飲食店等以外のもの

一定の危険物の貯蔵又は処理施設・一定の工場（騒音、火災、危険等のおそ

れがやや多いもの）等

一定の危険物の貯蔵又は処理施設・一定の工場（騒音、火災、危険等の著し

いもの）・個室付浴場等

病院等

工業地域不適格建築物・住宅・店舗・飲食店・図書館・ボーリング場・パチ

ンコ屋・麻雀屋・スケート場・老人ホーム等

【別表２】

耐火又は準耐火建築物

階数３以上又は延面積１００㎡を超える建築物

要 求 さ れ る 構 造

耐火又は準耐火建築物

階数３(除く地階)の建築物

耐火又は準耐火建築物
政令で定める技術的基
準に適合する建築物
(延面積５００㎡以下)

耐火建築物

耐火建築物

準防火地域

防火構造又は不燃材料
で造るか覆う

木造建築物等

地 域 建 築 物 の 用 途 、 規 模 、 構 造

第 二 種 低 層

工 業 専 用 地 域

防 火 地 域

工 業 地 域

＊詳細については、各市町村にお問い合わせください。

近 隣 商 業 地 域

住 居 専 用 地 域

住 居 専 用 地 域

商業地域不適格建築物・料理店・キャバレー・個室付浴場等

第 二 種 中 高 層

商

業

系

第一種住居地域

第二種住居地域

＊詳細については、各市町村にお問い合わせください。

階数４以上(除く地階)又は延面積１，５００㎡を超える建築物

延面積が５００㎡を超え、１，５００㎡以下の建築物

準 工 業 地 域

第一種低層住居専用地域適格建築物・一定の店舗等以外のもの

その他の建築物

商 業 地 域

料理店・キャバレー・ナイトクラブ・個室付浴場・倉庫業用倉庫・一定規模

工

業

系

準 住 居 地 域

建　築　し　て　は　な　ら　な　い　建　築　物

第 一 種 低 層

用 途 地 域

第 一 種 中 高 層

住 居 専 用 地 域

第二種住居地域不適格建築物・パチンコ屋・麻雀屋・カラオケボックス等

ホテル・旅館・料理店・キャバレー・個室付浴場・劇場・映画館・学校・

工場・倉庫業用倉庫・劇場・映画館・料理店・キャバレー・パチンコ屋・

近隣商業地域不適格建築物・一定の工場及び作業場・一定の危険物の貯蔵

田 園 住 居 地 域

住

居

系

第二種低層住居専用地域適格建築物・農産物の生産、出荷、処理又は貯蔵に

供するもの・農業の生産資材の貯蔵に供するもの・地域で生産された農産物

の販売を主たる目的とする一定の店舗その他の農業の利便を増進するため必

麻雀屋・ホテル・旅館・ボーリング場・自動車教習所・カラオケボックス・

住 居 専 用 地 域
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【香川県】

建蔽率

容積率

60%
200%

60%
200%

60%
100%

50%
80%

60%
200%

60%
200%

70%
200%

70%
200%

70%
200%

70%
200%

70%
200%

70%
200%

なし

（用途白地）

¥3,480,000- 
（用途白地）

1112 坂出市府中町字西福寺５９６２番４ 土　地 宅　地 199.64㎡
非線引都市計画区域

¥2,880,000- 

1111 丸亀市垂水町字中代６３３番　外５筆 土　地 田 6,802.39㎡
非線引都市計画区域

宅　地 564.53㎡

土　地 宅　地 324.76㎡

工作物 一　式

入　札　物　件　一　覧　表

物件
番号

所 在 地 区　分 登記地目 数　量

都市計画上の制限等

最 低 売 却 価 格
価格形成上
の減価要因用途地域

高松市新田町字東原甲１２６番７
非線引都市計画区域

1110 丸亀市垂水町字中代６３６番　外１筆 土　地 宅　地 652.76㎡
非線引都市計画区域

（用途白地）

土　地

¥7,230,000- 
（一種中高層）

1102 高松市西山崎町字川向上４０５番１ 外１筆
非線引都市計画区域

¥6,380,000- 地下埋設物
（用途白地）

1101

¥5,050,000- 

1103
高松市十川東町
　字中下所１０８５番２　外１筆

土　地 宅地　外 393.80㎡
非線引都市計画区域

（用途白地）

1104 高松市牟礼町牟礼字反熊６７８番５
土　地 宅　地 1,490.08㎡ 非線引都市計画区域

工作物 一　式 （一種低層）

1105 丸亀市塩屋町二丁目２０６番４ 土　地 宅　地 182.43㎡
非線引都市計画区域

（一種住居）

1106 丸亀市塩屋町四丁目３３８番９ 土　地 宅　地 166.64㎡
非線引都市計画区域

（一種住居）

（用途白地）

1107 丸亀市中津町字大道下９４番１ 土　地 田 957.41㎡
非線引都市計画区域

（用途白地）

田　外 1,528.93㎡
非線引都市計画区域

（用途白地）

1108 丸亀市垂水町字荒井７２９番１ 土　地 田 885.04㎡
非線引都市計画区域

¥4,480,000- 

¥13,500,000- 地下埋設物

¥2,660,000- 

¥2,560,000- 

¥1,620,000- 

¥1,760,000- 

¥1,480,000- 1109 丸亀市垂水町字荒井７３１番　外２筆 土　地

1113 仲多度郡まんのう町中通字野口９６５番 土　地 宅　地 1,228.02㎡
都市計画区域外

¥2,000,000- 擁壁
（指定なし）
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【徳島県】

建蔽率

容積率

70%
200%

70%
200%

60%
200%

60%
200%

60%
200%

60%
200%

60%
200%

【愛媛県】

建蔽率

容積率

60%
200%

70%
200%

【高知県】

建蔽率

容積率

60%
200%

60%
200%

70%
200%

70%
300%

70%
200%

※　建物がある場合は、登記地目欄に登記簿上の種類を表示している。

土　地 畑 2,032.52㎡

なし

工作物 一　式

物件
番号

所 在 地 区　分 登記地目 数    量

都市計画上の制限等

最 低 売 却 価 格
価格形成上
の減価要因用途地域

1201 徳島市川内町宮島錦野４２番９
土　地 宅　地 163.97㎡

（指定なし）

1202 鳴門市里浦町里浦字平松５０９番
（指定なし）

市街化調整区域

¥4,060,000- 

1203 鳴門市里浦町里浦字花面１４４番１０ ¥2,544,200- 
（一種住居）

¥1,020,000- 土壌の状態
市街化調整区域

阿南市那賀川町中島６７４番１ 土　地 畑 176.06㎡
市街化区域

市街化区域

一　式

¥3,000,000- 
（準工業）

物件
番号

所 在 地 区　分 登記地目 数    量

都市計画上の制限等

1204

最 低 売 却 価 格
価格形成上
の減価要因用途地域

1301 八幡浜市大谷口二丁目９６番２ 土　地 宅　地 110.67㎡
非線引都市計画区域

¥1,560,000- 
（一種住居）

1302 伊予市上吾川字十合甲１６８２番１ 土　地 宅　地 1,091.29㎡
市街化調整区域

¥6,420,000- 樹木伐採
（指定なし）

価格形成上
の減価要因用途地域

最 低 売 却 価 格

1401 南国市下島字新田乙１５５番１
市街化調整区域

物件
番号

所 在 地 区　分 登記地目 数    量

都市計画上の制限等

工作物

¥3,800,000- 
（指定なし）

¥7,520,000- 
（指定なし）

市街化調整区域
1402 南国市久枝字開田乙３１１番１

1205 阿南市那賀川町中島６９２番　外１筆 土　地 宅　地 629.67㎡

工作物 一　式

市街化区域

（準工業）

1206 阿波市阿波町下原７４番１ 土　地 原　野 352.68㎡
都市計画区域外

1208 三好市池田町シンマチ１５２９番６
非線引都市計画区域

なし
（指定なし）

1207 三好市池田町ウヱノ２８５８番４
土　地 宅　地 112.99㎡

¥742,000- 地下埋設物

¥1,540,000- 

¥2,260,000- 

194.64㎡

一　式

一　式

（一種住居）

¥9,490,000- 

（一種中高層）

非線引都市計画区域

1404 土佐清水市浜町２番２
土　地 宅　地 449.12㎡

工作物
1403 須崎市西町一丁目２５１番８

土　地 宅　地

370.56㎡ 非線引都市計画区域

¥2,290,000- 
工作物 一　式 （用途白地）

一　式

1406 香南市吉川町吉原字東島堤添２６２４番１
土　地 宅　地 2,259.96㎡

1405 土佐清水市竜串７４番４
土　地 宅　地

都市計画区域外

¥6,270,000- 
工作物 一　式 （指定なし）

1407 吾川郡いの町長澤字筋川１４番１
土　地 宅　地 328.60㎡ 都市計画区域外

¥688,000- 
工作物 一　式 （指定なし）

（用途白地）

非線引都市計画区域

（用途白地）
¥2,470,000- 

土　地 雑種地 1,887.49㎡

¥1,030,000- 
工作物

土　地 雑種地 3,703.96㎡

土　地 宅　地 193.61㎡

工作物

一　式

工作物

なし

土　地 宅　地 162.02㎡

工作物 一　式

非線引都市計画区域
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有

有

有
有

※　物件調書は、入札参加者が物件の概要を把握するための参考資料ですので、必ず入札参加者ご自身において、

　現地及び諸規制についての調査確認を行ってください。

参
 
 
考
 
 
事
 
 
項

別紙（次頁）を参照してください。

バ　ス ことでんバス　古高松小学校前バス停の　北西方　約0.3km　徒歩4分

公共施設 高松市役所古高松出張所 古高松南小学校 古高松中学校

都市ガス 接面道路配管 無

交通機関 鉄道等 ＪＲ高徳線　屋島駅の　南西方　約0.7km　徒歩9分

施設の概要 公共下水道 接面道路配管 無

電     気 接面道路配線 ― ―

公営水道 接面道路配管 無

供給処理施設 配管等の状況 施 設 整 備 状 況
施 設 整 備 の

供 給 処 理 特別負担の有無

に関する事項 道路後退 無 負担の内容

私道の負担等 私道負担 無 負担の内容

法
令
に
基
づ
く
制
限

建
築
基
準
法

都
市
計
画
法

都市計画区域内（非線引）

用途地域 第一種中高層住居専用地域

地域・地区 指定なし

建 蔽 率 ６０％

防火指定 指定なし

そ
の
他

建築基準法第２２条　都市再生特別措置法第１０８条　宅地造成及び特定盛土等規制法第１２条

容 積 率 ２００％

高度制限 指定なし

の 状 況

南東側 舗装私道(位置指定道路) 幅員約　4.2 ｍ （法第４２条第１項第５号道路）

接面道路

及び面積等 ――――― 立木竹 ─

登 記 簿
記載事項

地番 甲１２６番７

地目 宅地

数量 324.76㎡

現 況 地 目 宅地        324.76 ㎡ 工作物 一式

物 件 調 書

物件番号 1101

所  在  地 香川県高松市新田町字東原甲１２６番７

住 居 表 示 ―――――
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物件番号 1101

◎本物件は、現状有姿による売払いです。

◎敷地の水道配管が南東側隣接地（126番1、126番2・法第42条第1項第5号道路）に越境しており、当事者間

で確認書を交わしています。（詳しくは、四国財務局管財部統括国有財産管理官備付の参考資料を閲覧して

ください。）

◎敷地は南東側接面私道より約0～0.2メートル高く、南西側隣接地より約0.2メートル高くなっています。

◎本地は、都市機能誘導区域外に存するため、都市機能誘導施設の建築等や一定規模の開発行為等を行う場

合、都市再生特別措置法第108条の届出が必要です。（問い合わせ先：高松市都市計画課）

◎本地は、宅地造成等工事規制区域に指定されており、一定規模以上の盛土・切土等を行う場合は、宅地造

成及び特定盛土等規制法第12条の許可が必要です。（問い合わせ先：高松市建築指導課盛土規制係）

◎本地は以前、国の宿舎敷地でした。

◎南東側隣接地（126番1、126番2・法第42条第1項第5号道路）については、本地所有者が、上下水道・ガス

管を敷設し、または道路として無償で使用することの承諾を当該隣接地所有者から受けています。

◎工作物一式の内訳は、水道・下水（溜枡）・土留です。

◎敷地南東側のブロック塀基礎及び南西側のコンクリート擁壁については、売却対象の工作物です。

◎本地を含む周辺地域は、高松市により水防法に基づき水害ハザードマップが作成されております。詳細に

ついては、高松市危機管理課にご照会ください。

◎「接面道路の状況」欄の「法」とは「建築基準法」を指しています。
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Ｎ

※案内図は、現在の周辺状況と異なる場合があります。

案 内 図

売払物件
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物件番号 1101
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Ｎ

単 位 ： ｍ

明 細 図
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有

有

無
無

参
 
 
考
 
 
事
 
 
項

別紙（次頁）を参照してください。

※　物件調書は、入札参加者が物件の概要を把握するための参考資料ですので、必ず入札参加者ご自身において、
　現地及び諸規制についての調査確認を行ってください。

バ　ス ことでんバス　ことでん円座駅前バス停の　南西方　約1.6km　徒歩20分

公共施設 高松市役所円座出張所 円座小学校 香東中学校

都市ガス 接面道路配管 未定 未定

交通機関 鉄道等 琴平電鉄琴平線　円座駅の　南西方　約1.4km　徒歩18分

施設の概要 公共下水道 接面道路配管 未定 未定

電     気 接面道路配線 ― ―

公営水道 接面道路配管 無

供給処理施設 配管等の状況 施 設 整 備 状 況
施 設 整 備 の

供 給 処 理 特別負担の有無

に関する事項 道路後退 無 負担の内容

私道の負担等 私道負担 無 負担の内容

法
令
に
基
づ
く
制
限

建
築
基
準
法

都
市
計
画
法

都市計画区域内（非線引）

用途地域 指定なし

地域・地区 特定用途制限地域（幹線沿道Ⅱ型及び一般・環境保全型）

建 蔽 率 幹線沿道Ⅱ型：60％　　一般・環境保全型：60％

防火指定 指定なし

そ
の
他

建築基準法第２２条　都市再生特別措置法第８８条、第１０８条
宅地造成及び特定盛土等規制法第１２条

容 積 率 幹線沿道Ⅱ型：200％　  一般・環境保全型：100％

高度制限 指定なし

の 状 況

南東側 舗装県道 幅員約　8.1 ｍ （法第４２条第１項第１号道路）

接面道路 西側 未舗装農道 幅員約　0.9 ｍ （法外道路）

及び面積等 ――――― 立木竹 ─

登 記 簿
記載事項

地番 ４０５番１ ４０８番２

地目 宅地 宅地

数量 374.54㎡ 189.99㎡

現 況 地 目 宅地        564.53 ㎡ 工作物 ─

物 件 調 書

物件番号 1102

所  在  地 香川県高松市西山崎町字川向上４０５番１　外１筆

住 居 表 示 ―――――
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物件番号 1102

◎本物件は、現状有姿による売払いです。

◎敷地の境界標について、一部未設置箇所（明細図Ａ～Ｈ）があります。（詳しくは、四国財務局管財部統

括国有財産管理官備付の参考資料を閲覧してください。）

◎敷地西側の農道は、建築基準法上の道路に該当しません。（問い合わせ先：高松市建築指導課）

◎敷地は南東側県道より約1.2メートル低くなっており、進入路としてスロープ（未舗装）が設置されていま

す。

◎本地は、南東側接面県道から北西側に30メートル以内は、特定用途制限地域（幹線沿道Ⅱ型）、30メート

ルを超えると特定用途制限地域（一般・環境保全型）に指定されています。（問い合わせ先：高松市都市計

画課）

◎本地は、都市機能誘導区域外、居住誘導区域外に存するため、都市機能誘導施設の建築等や一定規模の開

発行為等を行う場合、都市再生特別措置法第88条又は第108条の届出が必要です。（問い合わせ先：高松市都

市計画課）

◎本地は、宅地造成等工事規制区域に指定されており、一定規模以上の盛土・切土等を行う場合は、宅地造

成及び特定盛土等規制法第12条の許可が必要です。（問い合わせ先：高松市建築指導課盛土規制係）

◎本地は以前、戸建住宅兼店舗敷地でした。

◎敷地南東側県道との境界付近のスロープ周辺の地中に隣接地土地（404番1）所有者が引いた給水管（仮設

管）が埋設されており、当事者間で確認書を取り交わしています。（詳しくは、四国財務局管財部統括国有

財産管理官備付の参考資料を閲覧してください。）

◎敷地（405番1）地中に井戸が2基埋設されています。（詳しくは、四国財務局管財部統括国有財産管理官備

付の参考資料を閲覧してください。）

◎敷地南東側角（県道との境界）付近に量水器と止水栓が設置されています。

◎敷地内に、コンクリート擁壁、コンクリート基礎、ブロック基礎、ブロック塀基礎、コンクリート支柱、

ブロック塀（2段）、側溝、橋渡しがあります。

◎敷地西側のコンクリート基礎、側溝、コンクリート擁壁が隣接地（農道及び407番3）に一部越境しており

ますが、隣接地の境界が不明確なため確認書等は取り交わしておりません。（詳しくは、四国財務局管財部

統括国有財産管理官備付の参考資料を閲覧してください。）

◎敷地南側のコンクリート基礎、側溝が隣接地（404番1、405番2、405番6、407番3）に一部越境しており、

当事者間で確認書を取り交わしています。（詳しくは、四国財務局管財部統括国有財産管理官備付の参考資

料を閲覧してください。）

◎敷地南東側の県道との境界付近に空中線（四国電力・ＮＴＴ）が通っています。

◎敷地内に段差があり、408番2（側溝、コンクリート擁壁あり）は405番1より約0.3メートル高くなっていま

す。

◎本地を含む周辺地域は、高松市により水防法に基づき水害ハザードマップが作成されております。詳細に

ついては、高松市危機管理課にご照会ください。

◎「接面道路の状況」欄の「法」とは「建築基準法」を指しています。
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Ｎ

※案内図は、現在の周辺状況と異なる場合があります。

案 内 図
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明 細 図
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有

有

無

無都市ガス 接面道路配管 未定 未定

交通機関 鉄道等 琴平電鉄長尾線　農学部前駅の　南西方　約2.3km　徒歩29分

施設の概要 公共下水道 接面道路配管 未定 未定

参
 
 
考
 
 
事
 
 
項

別紙（次頁）を参照してください。

※　物件調書は、入札参加者が物件の概要を把握するための参考資料ですので、必ず入札参加者ご自身において、

　現地及び諸規制についての調査確認を行ってください。

バ　ス ことでんバス　フジグラン十川バス停の　南東方　約1.0km　徒歩13分

公共施設 高松市山田総合センター 十河小学校 山田中学校

電     気 接面道路配線 ― ―

公営水道 接面道路配管 無

供給処理施設 配管等の状況 施 設 整 備 状 況
施 設 整 備 の

供 給 処 理 特別負担の有無

に関する事項 道路後退 無 負担の内容

私道の負担等 私道負担 無 負担の内容

法
令
に
基
づ
く
制
限

建
築
基
準
法

都
市
計
画
法

都市計画区域内（非線引）

用途地域 指定なし

地域・地区 特定用途制限地域（一般・環境保全型）

建 蔽 率 ６０％

防火指定 指定なし

そ
の
他

建築基準法第２２条　都市再生特別措置法第８８条、１０８条
宅地造成及び特定盛土等規制法第１２条

容 積 率 １００％

高度制限 指定なし

北側 舗装市道 幅員約　4.5 ｍ （法第４２条第１項第３号道路）

接面道路 南側 未舗装道路 幅員約　3.2 ｍ （法外道路）
の 状 況 東側の一部 未舗装道路 幅員約　3.2 ｍ （法外道路）

登 記 簿
記載事項

地番 １０８５番２ １０８５番１

地目 宅地 田

数量 235.61㎡ 155㎡

現 況 地 目 宅地        235.81㎡ 工作物 ─

物 件 調 書

物件番号 1103

◎本物件は、
現状有姿によ 香川県高松市十川東町字中下所１０８５番２　外１筆

住 居 表 示 ―――――

計　393.80㎡
及び面積等 雑種地 立木竹 ─       157.99㎡
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物件番号 1103

◎本物件は、現状有姿による売払いです。

◎敷地（1085番2）の北側境界付近にコンクリート基礎と排水パイプ（北西角）、東側隣接地（1086番2）と

の境界付近にコンクリート舗装と雨水桝がありますが、排水パイプ（北西角）は、市道側に越境しており、

また、コンクリート舗装、雨水桝については、市道工作物との境界が不明確であり、共有している状況と

なっていますが、何れも当事者間で確認書等は取り交わしておりません。補修等を行う場合は、道路管理者

と協議してください。（詳しくは、四国財務局管財部統括国有財産管理官備付の参考資料を閲覧してくださ

い。）

◎敷地北側接面市道は、高松市道路管理課の保管する道路台帳では幅員1.8メートルと記載されていますが、

現況の幅員は約4.5メートルです。

◎敷地南側及び東側で接面する未舗装道路は、東側隣接地（1086番2）への進入路となっているため、当該道

路を利用する場合は、隣接地所有者の承諾が必要になります。（問い合わせ先：高松市建築指導課）

◎敷地は、東側隣接地及び接面未舗装道路とは概ね等高から約0.5メートル低く、それぞれ接しています。

◎本地は、都市機能誘導区域外、居住誘導区域外に存するため、都市機能誘導施設の建築等や一定規模の開

発行為等を行う場合、都市再生特別措置法第88条又は第108条の届出が必要です。（問い合わせ先：高松市都

市計画課）

◎本地は、宅地造成等工事規制区域に指定されており、一定規模以上の盛土・切土等を行う場合は、宅地造

成及び特定盛土等規制法第12条の許可が必要です。（問い合わせ先：高松市建築指導課盛土規制係）

◎所有権移転にあたっては、農地法第3条又は第5条の許可が必要です。（問い合わせ先：高松市農業委員

会）

◎農地法第3条の許可により、敷地（1085番1）を農地（地目「田」）で利用する場合は、10アール（1,000平

方メートル）あたり年額700円程度の賦課金を要します。（問い合わせ先：高松市東南部土地改良区）

◎敷地（1085番1）を農地以外で利用する場合は、地域計画の変更手続き（高松市農業委員会にて農地転用許

可見込みの確認後、地域計画変更等申出書を高松市農林水産課へ提出期限（偶数月の20日、締切日が土曜、

日曜、祝日の場合は次の平日）までに提出した後、協議から変更許可等までに2ヶ月程度かかります。）を

行ってから、農地転用の手続きを行う必要があります。（問い合わせ先：高松市農林水産課、高松市農業委

員会）

◎敷地（1085番1）を農地以外で利用する場合は、高松市東南部土地改良区に1平方メートルあたり50円の転

用決済金及び押印料5,000円と香川用水土地改良区に1平方メートルあたり28円の転用決済金を要します。

（問い合わせ先：高松市東南部土地改良区、香川用水土地改良区）

◎本地は、地籍調査の成果による実測数量が登記簿に反映されていないため、実測数量（393.80平方メート

ル）と登記数量（390.61平方メートル）に差異がありますが、実測数量で売買します。

◎本地は以前、 住宅等の敷地でした。

◎敷地（1085番2）北側付近と敷地（1085番1）北西角から南東角付近にかけて空中線（四国電力・ＮＴＴ）

が通っています。

◎本地を含む周辺地域は、高松市により水防法に基づき水害ハザードマップが作成されております。詳細に

ついては、高松市危機管理課にご照会ください。

◎「接面道路の状況」欄の「法」とは「建築基準法」を指しています。
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Ｎ

※案内図は、現在の周辺状況と異なる場合があります。

案 内 図

売払物件
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物件番号 1103
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Ｎ

単 位 ： ｍ

明 細 図
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有

有

有

無

現 況 地 目 宅地        1,490.08㎡ 工作物 一式

物 件 調 書

物件番号 1104

所  在  地 香川県高松市牟礼町牟礼字反熊６７８番５

住 居 表 示 ―――――

及び面積等 ――――― 立木竹 ─

登 記 簿
記載事項

地番 ６７８番５

地目 宅地

接面道路 東側 舗装市道 幅員約　5.0～5.1 ｍ （法第４２条第１項第１号道路）

数量 1,490.08㎡

北側 舗装市道 幅員約　4.0 ｍ （法第４２条第１項第１号道路）

西側 舗装市道 幅員約　5.7 ｍ （法第４２条第１項第１号道路）

法
令
に
基
づ
く
制
限

建
築
基
準
法

都
市
計
画
法

都市計画区域内（非線引）

用途地域 第一種低層住居専用地域

地域・地区 指定なし

建 蔽 率 ５０％

防火指定 指定なし

そ
の
他

建築基準法第２２条　都市再生特別措置法第８８条、第１０８条
都市計画法第２９条　宅地造成及び特定盛土等規制法第１２条、第１５条

容 積 率 ８０％

高度制限 指定なし

供給処理施設 配管等の状況 施 設 整 備 状 況
施 設 整 備 の

供 給 処 理 特別負担の有無

に関する事項 道路後退 無 負担の内容

私道の負担等 私道負担 無 負担の内容

電     気 接面道路配線 ― ―

公営水道 接面道路配管 無

交通機関 鉄道等 ＪＲ高徳線　古高松南駅の　南東方　約0.5km　徒歩6分

施設の概要 公共下水道 接面道路配管 無

の 状 況 南側 舗装市道 幅員約　5.0 ｍ （法第４２条第１項第１号道路）

参
 
 
考
 
 
事
 
 
項

別紙（次頁）を参照してください。

※　物件調書は、入札参加者が物件の概要を把握するための参考資料ですので、必ず入札参加者ご自身において、

　現地及び諸規制についての調査確認を行ってください。

南東側 舗装市道 幅員約　5.0 ｍ （法第４２条第１項第１号道路）

バ　ス ことでんバス　角屋前バス停の　南東方　約0.9km　徒歩11分

公共施設 高松市古高松出張所 牟礼北小学校 牟礼中学校

都市ガス 接面道路配管 未定 未定
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物件番号 1104

◎本物件は、現状有姿による売払いです。

◎敷地南側のスロープ付近にある段差解消スロープ（コンクリート造）、西側スロープの一部（明細図Ａ付

近）、南西側フェンス基礎の一部（明細図Ｂ付近）が市道側に越境しており、また、本地北西角付近、南東

角の一部（明細図Ｃ付近）については、市道工作物と本地擁壁の縁切りが不明確であり、共有している状況

となっていますが、当事者間で確認書等は取り交わしておりません。補修等を行う場合は、道路管理者と協

議してください。（詳しくは、四国財務局管財部統括国有財産管理官備付の参考資料を閲覧してください。）

◎敷地は、丘陵地に盛土造成された土地で、西側、東側市道は北方に向って下り傾斜、北側、南側市道は東

方に向って下り傾斜、南東側市道は北東方に向って下り傾斜で、西側市道とは概ね等高から約2メートル高

く、東側市道とは約2メートルから4メートル高く、北側市道とは約2メートルから4メートル高く、南側市道

とは概ね等高から約1メートル高く、南東側市道とは約1メートルから2メートル高く、それぞれ接しており、

本地南側と西側に進入路としてスロープ（コンクリート舗装）が設置されています。

◎本地は、都市機能誘導区域外、一部居住誘導区域外に存するため、都市機能誘導施設の建築等や一定規模

の開発行為等を行う場合、都市再生特別措置法第88条又は第108条の届出が必要です。（問い合わせ先：高松

市都市計画課）

◎本地は、都市計画区域内の用途地域が定められてる土地の区域1,000平方メートル以上に該当するため、開

発行為等を行う場合は都市計画法第29条の許可が必要です。（問い合わせ先：高松市建築指導課）

◎本地は、宅地造成等工事規制区域に指定されており、一定規模以上の盛土・切土等を行う場合は宅地造成

及び特定盛土等規制法第12条の許可が必要です。但し、都市計画法第29条に規定する開発行為の許可を受け

たときは、宅地造成及び特定盛土等規制法第15条により、一定規模以上の盛土・切土等を行う場合の宅地造

成及び特定盛土等規制法第12条の許可を受けたものとみなされます。（問い合わせ先：高松市建築指導課盛

土規制係）

◎本地は以前、国の研修所敷地でした。

◎工作物一式の内訳は、門・囲障・水道・下水・土留です。

◎敷地北西角付近と南東角付近に空中線（四国電力・ＮＴＴ）が通っています。

◎敷地北東部付近には、従前に立っていた建物の基礎杭8本が建物解体時に地盤面から約1.5メートルまでの

部分が撤去された状態で埋設されています。（詳しくは、四国財務局管財部統括国有財産管理官備付の参考

資料を閲覧してください。）

◎本地は、令和6年1月に専門家による擁壁の調査を行っており、調査報告書によると北側、北東角側の擁壁

においては、安全基準を満たさない結果となったため、今後建物建築や造成等で擁壁に負荷がかかる場合は

補強等の対策を講じる必要があります。（詳しくは、四国財務局管財部統括国有財産管理官備付の参考資料

を閲覧してください。）

◎本地は、地質調査を実施した結果、地盤の緩い層が確認されています。（詳しくは、四国財務局管財部統

括国有財産管理官備付の参考資料を閲覧してください。）

◎本地を含む周辺地域は、高松市により水防法に基づき水害ハザードマップが作成されております。詳細に

ついては、高松市危機管理課にご照会ください。

◎「接面道路の状況」欄の「法」とは「建築基準法」を指しています。
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Ｎ

※案内図は、現在の周辺状況と異なる場合があります。

案 内 図
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物件番号 1104
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Ｎ

単 位 ： ｍ

明 細 図

物件番号 1104
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有

有

有

有

現 況 地 目 宅地        182.43㎡ 工作物 ─

物 件 調 書

物件番号 1105

所  在  地 香川県丸亀市塩屋町二丁目２０６番４

住 居 表 示 香川県丸亀市塩屋町二丁目７街区

及び面積等 ――――― 立木竹 ─

登 記 簿
記載事項

地番 ２０６番４

地目 宅地

数量 182.43㎡

の 状 況

北側 舗装市道 幅員約　1.8 ｍ （法第４２条第２項道路）
接面道路 西側 舗装市道 幅員約　2.0 ｍ （法第４２条第２項道路）

法
令
に
基
づ
く
制
限

建
築
基
準
法

都
市
計
画
法

都市計画区域内（非線引）

用途地域 第一種住居地域

地域・地区 指定なし

建 蔽 率 ６０％

防火指定 指定なし

そ
の
他

建築基準法第２２条　都市再生特別措置法第８８条、１０８条
宅地造成及び特定盛土等規制法第１２条

容 積 率 ２００％

高度制限 指定なし

供給処理施設 配管等の状況 施 設 整 備 状 況
施 設 整 備 の

供 給 処 理 特別負担の有無

に関する事項 道路後退 有 負担の内容 下記参考事項欄のとおり

私道の負担等 私道負担 無 負担の内容

電     気 接面道路配線 ― ―

公営水道 接面道路配管 無

都市ガス 接面道路配管 無

交通機関 鉄道等 ＪＲ予讃線　讃岐塩屋駅の　北東方　約0.7km　徒歩9分

施設の概要 公共下水道 接面道路配管 無

参
 
 
考
 
 
事
 
 
項

別紙（次頁）を参照してください。

※　物件調書は、入札参加者が物件の概要を把握するための参考資料ですので、必ず入札参加者ご自身において、

　現地及び諸規制についての調査確認を行ってください。

バ　ス 丸亀コミュニティバス　塩屋橋バス停の　北西方　約0.5km　徒歩7分

公共施設 丸亀市役所 城坤小学校 西中学校
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物件番号 1105

◎本物件は、現状有姿による売払いです。

◎本物件は、平成28年12月9日付「国土調査による成果」により地積及び境界が確定しています。

◎敷地の境界標について、一部欠落箇所（明細図Ａ）があります。（詳しくは、四国財務局管財部統括国有

財産管理官備付の参考資料を閲覧してください。）

◎敷地北側及び西側市道については、建築基準法第42条第2項道路であるため、道路中心線確定後、道路中心

線から2メートルの部分は道路後退が必要となります。（問い合わせ先：中讃土木事務所総務課建築指導担

当）

◎本地は、都市機能誘導区域外、居住誘導区域外に存するため、都市機能誘導施設の建築等や一定規模の開

発行為等を行う場合、都市再生特別措置法第88条又は第108条の届出が必要です。（問い合わせ先：丸亀市都

市計画課）

◎本地は、宅地造成等工事規制区域に指定されており、一定規模以上の盛土・切土等を行う場合は、宅地造

成及び特定盛土等規制法第12条の許可が必要です。（問い合わせ先：香川県建築指導課開発・盛土規制室）

◎北側にあるＬ型側溝は国有地に含まれます。（詳しくは、四国財務局管財部統括国有財産管理官備付の参

考資料を閲覧してください。）

◎敷地の南西角付近及び北側から南側に空中線（四国電力・ＮＴＴ）が通っています。

◎本地を含む周辺地域は、丸亀市により水防法に基づき水害ハザードマップが作成されております。詳細に

ついては、丸亀市危機管理課にご照会ください。

◎「接面道路の状況」欄の「法」とは「建築基準法」を指しています。
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Ｎ

※案内図は、現在の周辺状況と異なる場合があります。

案 内 図

物件番号 1105
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Ｎ

単 位 ： ｍ

明 細 図

物件番号 1105
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有

有

有

有

現 況 地 目 宅地        166.64㎡ 工作物 ─

物 件 調 書

物件番号 1106

所  在  地 香川県丸亀市塩屋町四丁目３３８番９

住 居 表 示 香川県丸亀市塩屋町四丁目１街区

及び面積等 ――――― 立木竹 ─

登 記 簿
記載事項

地番 ３３８番９

地目 宅地

数量 166.64㎡

の 状 況

北側 舗装市道 幅員約　2.0～2.4 ｍ （法第４２条第２項道路）
接面道路 南側 舗装農道 幅員約　2.0～2.7 ｍ （法外道路）

法
令
に
基
づ
く
制
限

建
築
基
準
法

都
市
計
画
法

都市計画区域内（非線引）

用途地域 第一種住居地域

地域・地区 指定なし

建 蔽 率 ６０％

防火指定 指定なし

そ
の
他

建築基準法第２２条　都市再生特別措置法第８８条、１０８条
宅地造成及び特定盛土等規制法第１２条

容 積 率 ２００％

高度制限 指定なし

供給処理施設 配管等の状況 施 設 整 備 状 況
施 設 整 備 の

供 給 処 理 特別負担の有無

に関する事項 道路後退 有 負担の内容 下記参考事項欄のとおり

私道の負担等 私道負担 無 負担の内容

電     気 接面道路配線 ― ―

公営水道 接面道路配管 無

都市ガス 接面道路配管 無

交通機関 鉄道等 ＪＲ予讃線　讃岐塩屋駅の　北東方　約0.7km　徒歩9分

施設の概要 公共下水道 接面道路配管 無

参
 
 
考
 
 
事
 
 
項

別紙（次頁）を参照してください。

※　物件調書は、入札参加者が物件の概要を把握するための参考資料ですので、必ず入札参加者ご自身において、

　現地及び諸規制についての調査確認を行ってください。

バ　ス 丸亀コミュニティバス　塩屋別院バス停の　北方　約0.6km　徒歩8分

公共施設 丸亀市役所 城坤小学校 西中学校
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物件番号 1106

◎本物件は、現状有姿による売払いです。

◎本物件は、平成28年12月9日付「国土調査による成果」により地積及び境界が確定しています。

◎敷地の境界標について、一部欠落箇所（明細図Ａ・Ｂ・Ｃ）があります。（詳しくは、四国財務局管財部

統括国有財産管理官備付の参考資料を閲覧してください。）

◎敷地北側市道については、建築基準法第42条第2項道路であるため、道路中心線確定後、道路中心線から2

メートルの部分は道路後退が必要となります。（問い合わせ先：中讃土木事務所総務課建築指導担当）

◎敷地南側の農道（338番10）は、建築基準法上の道路に該当しません。（問い合わせ先：中讃土木事務所総

務課建築指導担当）

◎本地は、都市機能誘導区域外、居住誘導区域外に存するため、都市機能誘導施設の建築等や一定規模の開

発行為等を行う場合、都市再生特別措置法第88条又は第108条の届出が必要です。（問い合わせ先：丸亀市都

市計画課）

◎本地は、宅地造成等工事規制区域に指定されており、一定規模以上の盛土・切土等を行う場合は、宅地造

成及び特定盛土等規制法第12条の許可が必要です。（問い合わせ先：香川県建築指導課開発・盛土規制室）

◎敷地南東部分に量水器、敷地南西部分に桝が設置されています。

◎敷地の北側に空中線（四国電力・ＮＴＴ）が通っています。

◎本地を含む周辺地域は、丸亀市により水防法に基づき水害ハザードマップが作成されております。詳細に

ついては、丸亀市危機管理課にご照会ください。

◎「接面道路の状況」欄の「法」とは「建築基準法」を指しています。
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Ｎ

※案内図は、現在の周辺状況と異なる場合があります。

案 内 図

売払物件
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会
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相
寺

卍
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物件番号 1106

本　願　寺
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Ｎ

単 位 ： ｍ

物件番号 1106

明 細 図
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無

無

無

無

現 況 地 目 田        957.41㎡ 工作物 ─

物 件 調 書

物件番号 1107

所  在  地 香川県丸亀市中津町字大道下９４番１

住 居 表 示 ―――――

及び面積等 ――――― 立木竹 ─

登 記 簿
記載事項

地番 ９４番１

地目 田

数量 957㎡

の 状 況

北側 未舗装農道 幅員約　0.9 ｍ （法外道路）
接面道路

法
令
に
基
づ
く
制
限

建
築
基
準
法

都
市
計
画
法

都市計画区域内（非線引）

用途地域 指定なし

地域・地区 特定用途制限地域（幹線沿道一般型）

建 蔽 率 ７０％

防火指定 指定なし

そ
の
他

農地法第３条又は第５条　都市再生特別措置法第８８条、１０８条
宅地造成及び特定盛土等規制法第１２条

容 積 率 ２００％

高度制限 指定なし

供給処理施設 配管等の状況 施 設 整 備 状 況
施 設 整 備 の

供 給 処 理 特別負担の有無

に関する事項 道路後退 無 負担の内容

私道の負担等 私道負担 無 負担の内容

電     気 接面道路配線 ― ―

公営水道 接面道路配管 未定 未定

都市ガス 接面道路配管 未定 未定

交通機関 鉄道等 ＪＲ予讃線　讃岐塩屋駅の　西方　約1.3km　徒歩17分

施設の概要 公共下水道 接面道路配管 未定 未定

参
 
 
考
 
 
事
 
 
項

別紙（次頁）を参照してください。

※　物件調書は、入札参加者が物件の概要を把握するための参考資料ですので、必ず入札参加者ご自身において、

　現地及び諸規制についての調査確認を行ってください。

バ　ス 琴参バス　中讃テレビバス停の　西方　約1.6km　徒歩20分

公共施設 丸亀市役所 城坤小学校 西中学校
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物件番号 1107

◎本物件は、現状有姿による売払いです。

◎南側隣接地（95番）との筆界は、筆界特定制度に基づき特定しています。（詳しくは、四国財務局管財部

統括国有財産管理官備付の参考資料を閲覧してください。）

◎敷地北側の農道及び南側隣接地（95番）との境界線について、確認書等は取り交わしておりません。（明

細図ＡからＦ、ＧからＩの部分）

◎敷地北側の農道は、建築基準法上の道路に該当しません。（問い合わせ先：中讃土木事務所総務課建築指

導担当）

◎本地は、都市機能誘導区域外、居住誘導区域外に存するため、都市機能誘導施設の建築等や一定規模の開

発行為等を行う場合、都市再生特別措置法第88条又は第108条の届出が必要です。（問い合わせ先：丸亀市都

市計画課）

◎本地は、宅地造成等工事規制区域に指定されており、一定規模以上の盛土・切土等を行う場合は、宅地造

成及び特定盛土等規制法第12条の許可が必要です。（問い合わせ先：香川県建築指導課開発・盛土規制室）

◎所有権移転にあたっては、農地法第3条又は第5条の許可が必要です。土地の利用状況によっては、その他

の手続きも必要になる可能性があるため、詳細については必ず確認してください。（問い合わせ先：丸亀市

農林水産課、丸亀市農業委員会）

◎農地法第3条の許可により、敷地を農地（地目「田」）で利用する場合は、一反（約990平方メートル）あ

たり年額3,000円程度の経常賦課金と年額570円程度の農道費を要します。（問い合わせ先：丸亀市土地改良

区中津支部）

◎本地を含む周辺地域は、丸亀市により水防法に基づき水害ハザードマップが作成されております。詳細に

ついては、丸亀市危機管理課にご照会ください。

◎「接面道路の状況」欄の「法」とは「建築基準法」を指しています。
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Ｎ

※案内図は、現在の周辺状況と異なる場合があります。

案 内 図

売払物件

丸亀少女の家
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味処懐風亭

中津運動公園

県道
丸亀
詫間
豊浜
線（
さぬ
き浜
街道
）

物件番号 1107

㈱
光
輝

㈱濱田創建
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- 89 -



Ｎ

単 位 ： ｍ

明 細 図

物件番号 1107
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有

有

無

無

現 況 地 目 田        885.04㎡ 工作物 ─

物 件 調 書

物件番号 1108

◎本物件は、
現状有姿によ 香川県丸亀市垂水町字荒井７２９番１

住 居 表 示 ―――――

及び面積等 ――――― 立木竹 ─

登 記 簿
記載事項

地番 ７２９番１

地目 田

数量 885㎡

の 状 況

東側 舗装県道 幅員約　12.2 ｍ （法第４２条第１項第１号道路）

接面道路 西側の一部 舗装市道 幅員約　 2.6 ｍ （法第４２条第２項道路）

法
令
に
基
づ
く
制
限

建
築
基
準
法

都
市
計
画
法

都市計画区域内（非線引）

用途地域 指定なし

地域・地区 特定用途制限地域（幹線沿道一般型）

建 蔽 率 ７０％

防火指定 指定なし

そ
の
他

農地法第３条又は第５条　都市再生特別措置法第８８条、１０８条
宅地造成及び特定盛土等規制法第１２条

容 積 率 ２００％

高度制限 指定なし

供給処理施設 配管等の状況 施 設 整 備 状 況
施 設 整 備 の

供 給 処 理 特別負担の有無

に関する事項 道路後退 有 負担の内容 下記参考事項欄のとおり

私道の負担等 私道負担 無 負担の内容

電     気 接面道路配線 ― ―

公営水道 接面道路配管 無

都市ガス 接面道路配管 未定 未定

交通機関 鉄道等 琴平電鉄琴平線　羽間駅の　北西方　約3.7km　徒歩46分

施設の概要 公共下水道 接面道路配管 未定 未定

参
 
 
考
 
 
事
 
 
項

別紙（次頁）を参照してください。

※　物件調書は、入札参加者が物件の概要を把握するための参考資料ですので、必ず入札参加者ご自身において、

　現地及び諸規制についての調査確認を行ってください。

バ　ス 琴参バス　垂水団地バス停の　南方　約0.2km　徒歩3分

公共施設 丸亀市役所 垂水小学校 南中学校
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物件番号 1108

◎本物件は、現状有姿による売払いです。

◎敷地の境界標について、一部未設置箇所（明細図Ａ～Ｏ）があります。（詳しくは、四国財務局管財部統

括国有財産管理官備付の参考資料を閲覧してください。）

◎公図の位置関係では、敷地北西側で隣接する丸亀市所管水路の表示がありますが、現況埋まっており、確

認できません。

◎敷地南東角付近のスロープ（コンクリート舗装）の一部が県道側に、北側隣接地（729番5）のスロープ基

礎の一部が本地にそれぞれ越境しており、また、本地北東角付近については、本地、県道擁壁基礎、隣接地

（729番5）のスロープ基礎の縁切りが不明確であり、共有している状況となっていますが、当事者間で確認

書等は取り交わしておりません。補修等を行う場合は、隣接地所有者及び道路管理者と協議してください。

（詳しくは、四国財務局管財部統括国有財産管理官備付の参考資料を閲覧してください。）

◎敷地北側隣接地（729番5）より約0.3～1.0メートル低く、東側県道より約1.0～1.4メートル低く、西側市

道より水路を介して約0.8メートル低く、南側舗装道路より約0.4～1.0メートル低く、それぞれ接していま

す。

◎西側市道は幅員が4.0メートル未満で、建築基準法第42条第2項道路に該当するため、道路中心線から2メー

トル道路後退する必要があります。（問い合わせ先：中讃土木事務所総務課建築指導担当）

◎本地は、都市機能誘導区域外、居住誘導区域外に存するため、都市機能誘導施設の建築等や一定規模の開

発行為等を行う場合、都市再生特別措置法第88条又は第108条の届出が必要です。（問い合わせ先：丸亀市都

市計画課）

◎本地は、宅地造成等工事規制区域に指定されており、一定規模以上の盛土・切土等を行う場合は、宅地造

成及び特定盛土等規制法第12条の許可が必要です。（問い合わせ先：香川県建築指導課開発・盛土規制室）

◎所有権移転にあたっては、農地法第3条又は第5条の許可が必要です。土地の利用状況によっては、その他

の手続きも必要になる可能性があるため、詳細については必ず確認してください。（問い合わせ先：丸亀市

農林水産課、丸亀市農業委員会）

◎農地法第3条の許可により、敷地を農地（地目「田」）で利用する場合は、丸亀市土地改良区に一反（約

990平方メートル）あたり年額700円程度、まんのう町土地改良区に一反（約990平方メートル）あたり年額

3,500円程度の経常賦課金を要します。（問い合わせ先：丸亀市土地改良区垂水支部）

◎敷地東側及び北側に空中線（ＮＴＴ・四国電力）が通っています。又、北東側電柱から西側に向って空中

線が通っています。

◎敷地北西角付近に西側建物から北側建物に向って空中線（引込線）が通っています。

◎本地を含む周辺地域は、丸亀市により水防法に基づき水害ハザードマップが作成されております。詳細に

ついては、丸亀市危機管理課にご照会ください。

◎「接面道路の状況」欄の「法」とは「建築基準法」を指しています。
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Ｎ

※案内図は、現在の周辺状況と異なる場合があります。

案 内 図

売払物件
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丸亀垂水町店
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うどん明水亭
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中村地蔵堂

垂水倉庫

河邊繊維工業

物件番号 1108

県道長尾丸亀線

㈲大三スチール
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Ｎ

単 位 ： ｍ

明 細 図
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物件番号 1108
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有

有

無

無

参
 
 
考
 
 
事
 
 
項

別紙（次頁）を参照してください。

※　物件調書は、入札参加者が物件の概要を把握するための参考資料ですので、必ず入札参加者ご自身において、

　現地及び諸規制についての調査確認を行ってください。

バ　ス 琴参バス　垂水団地バス停の　南方　約0.2km　徒歩3分

公共施設 丸亀市役所 垂水小学校 南中学校

都市ガス 接面道路配管 未定 未定

交通機関 鉄道等 琴平電鉄琴平線　羽間駅の　北西方　約3.7km　徒歩46分

施設の概要 公共下水道 接面道路配管 未定 未定

電     気 接面道路配線 ― ―

公営水道 接面道路配管 無

供給処理施設 配管等の状況 施 設 整 備 状 況
施 設 整 備 の

供 給 処 理 特別負担の有無

に関する事項 道路後退 有 負担の内容 下記参考事項欄のとおり

私道の負担等 私道負担 無 負担の内容

法
令
に
基
づ
く
制
限

建
築
基
準
法

都
市
計
画
法

都市計画区域内（非線引）

用途地域 指定なし

地域・地区 特定用途制限地域（幹線沿道一般型）

建 蔽 率 ７０％

防火指定 指定なし

そ
の
他

農地法第３条又は第５条　都市再生特別措置法第８８条、１０８条
都市計画法第２９条　宅地造成及び特定盛土等規制法第１２条、第１５条

容 積 率 ２００％

高度制限 指定なし

442㎡

の 状 況 西側 舗装市道 幅員約　 2.6 ｍ （法第４２条第２項道路）

東側 舗装県道 幅員約　11.9 ｍ （法第４２条第１項第１号道路）

接面道路 北側 舗装道路 幅員約　 4.0 ｍ （法第４２条第１項第３号道路）

及び面積等 ――――― 立木竹 ─

登 記 簿
記載事項

地番 ７３１番 ７２７番４ ７３４番１

地目 田 山林 畑

数量 657㎡ 428㎡

現 況 地 目 田、畑、雑種地       1,528.93㎡ 工作物 ─

物 件 調 書

物件番号 1109

所  在  地 香川県丸亀市垂水町字荒井７３１番　外２筆

住 居 表 示 ―――――
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物件番号 1109

◎本物件は、現状有姿による売払いです。

◎敷地の境界標について、一部未設置又は欠落箇所（明細図Ａ～Ｓ）があります。（詳しくは、四国財務局

管財部統括国有財産管理官備付の参考資料を閲覧してください。）

◎公図の位置関係では、731番と734番1の間に丸亀市所管水路がありますが、現況埋まっており、確認できま

せん。

◎敷地内に高低差があります。

◎敷地東側で隣接する丸亀市所管水路構造物の一部が本地に越境していますが、隣接者との間で確認書を取

り交わしておりません。（詳しくは、四国財務局管財部統括国有財産管理官備付の参考資料を閲覧してくだ

さい。）

◎敷地中央付近から南側にかけて樹木、竹林等が存在しており、樹木の一部が東側丸亀市所管水路に越境し

ていますが、隣接者との間で確認書を取り交わしておりません。（詳しくは、四国財務局管財部統括国有財

産管理官備付の参考資料を閲覧してください。）

◎敷地北側舗装道路とは概ね等高から約0.8メートル低く、東側県道より約0.6メートル低く、西側市道とは

概ね等高から約0.8メートル低く、それぞれ接しています。

◎西側市道は幅員が4.0メートル未満で、建築基準法第42条第2項道路に該当するため、道路中心線から2メー

トルの部分は道路後退が必要となります。（問い合わせ先：中讃土木事務所総務課建築指導担当）

◎本地は、都市機能誘導区域外、居住誘導区域外に存するため、都市機能誘導施設の建築等や一定規模の開

発行為等を行う場合、都市再生特別措置法第88条又は第108条の届出が必要です。（問い合わせ先：丸亀市都

市計画課）

◎本地は、都市計画区域内の1,000平方メートル以上の土地に該当するため、開発行為等を行う場合は都市計

画法第29条の許可が必要です。（問い合わせ先：丸亀市建築指導課）

◎本地は、宅地造成等工事規制区域に指定されており、一定規模以上の盛土・切土等を行う場合は、宅地造

成及び特定盛土等規制法第12条の許可が必要です。但し、都市計画法第29条に規定する開発行為の許可を受

けたときは、宅地造成及び特定盛土等規制法第15条により、一定規模以上の盛土・切土等を行う場合の宅地

造成及び特定盛土等規制法第12条の許可を受けたものとみなされます。（問い合わせ先：香川県建築指導課

開発・盛土規制室）

 ◎所有権移転にあたっては、農地法第3条又は第5条の許可が必要です。土地の利用状況によっては、その他

の手続きも必要になる可能性があるため、詳細については必ず確認してください。（問い合わせ先：丸亀市

農林水産課、丸亀市農業委員会）

◎本物件3筆のうち、731番、734番1については、農地法第3条の許可により、敷地を農地（地目「田」

「畑」）で利用する場合は、丸亀市土地改良区に一反（約990平方メートル）あたり年額700円程度、まんの

う町土地改良区に一反（約990平方メートル）あたり年額3,500円程度の経常賦課金を要します。（問い合わ

せ先：丸亀市土地改良区垂水支部）

◎敷地（727番4）内に電柱支線1本（ＮＴＴ）があり、国との間で貸付契約が締結されています。このため本

物件の売買契約書には、引き続き当該契約期間満了日（令和8年3月31日）まで使用を承諾する旨の特約を付

します。購入後の電柱支線の取扱いについては同社との協議が必要です。

◎本地を含む周辺地域は、丸亀市により水防法に基づき水害ハザードマップが作成されております。詳細に

ついては、丸亀市危機管理課にご照会ください。

◎「接面道路の状況」欄の「法」とは「建築基準法」を指しています。
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Ｎ

※案内図は、現在の周辺状況と異なる場合があります。

案 内 図

売払物件

ファミリーマート

丸亀垂水町店

丸亀垂水団地

うどん明水亭

垂水団地バス停 メリー犬ねこクリニック

中村地蔵堂

垂水倉庫

河邊繊維工業

物件番号 1109

県道長尾丸亀線

㈲大三スチール
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Ｎ

単 位 ： ｍ

明 細 図
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物件番号 1109
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有

有

無

無

参
 
 
考
 
 
事
 
 
項

別紙（次頁）を参照してください。

※　物件調書は、入札参加者が物件の概要を把握するための参考資料ですので、必ず入札参加者ご自身において、

　現地及び諸規制についての調査確認を行ってください。

バ　ス 琴参バス　垂水団地バス停の　南西方　約0.2km　徒歩3分

公共施設 丸亀市役所 垂水小学校 南中学校

都市ガス 接面道路配管 未定 未定

交通機関 鉄道等 琴平電鉄琴平線　羽間駅の　北西方　約3.8km　徒歩48分

施設の概要 公共下水道 接面道路配管 未定 未定

電     気 接面道路配線 ― ―

公営水道 接面道路配管 無

供給処理施設 配管等の状況 施 設 整 備 状 況
施 設 整 備 の

供 給 処 理 特別負担の有無

に関する事項 道路後退 無 負担の内容 下記参考事項欄のとおり

私道の負担等 私道負担 無 負担の内容

法
令
に
基
づ
く
制
限

建
築
基
準
法

都
市
計
画
法

都市計画区域内（非線引）

用途地域 指定なし

地域・地区 特定用途制限地域（幹線沿道一般型）

建 蔽 率 ７０％

防火指定 指定なし

そ
の
他

都市再生特別措置法第８８条、１０８条
宅地造成及び特定盛土等規制法第１２条

容 積 率 ２００％

高度制限 指定なし

の 状 況

東側 舗装市道 幅員約　2.6～4.5 ｍ （法第４２条第２項道路）
接面道路

及び面積等 ――――― 立木竹 ─

登 記 簿
記載事項

地番 ６３６番 ６３５番２

地目 宅地 宅地

数量 560.26㎡ 92.50㎡

現 況 地 目 宅地       652.76㎡ 工作物 ─

物 件 調 書

物件番号 1110

所  在  地 香川県丸亀市垂水町字中代６３６番　外１筆

住 居 表 示 ―――――
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物件番号 1110

◎本物件は、現状有姿による売払いです。

◎敷地の境界標について、一部箇所（明細図Ａ・Ｂ）は境界標がありますが、それ以外の箇所については未設

置又は欠落しております。（詳しくは、四国財務局管財部統括国有財産管理官備付の参考資料を閲覧してくだ

さい。）

◎公図の位置関係では、636番と635番2の間に丸亀市所管農道がありますが、現況各敷地と一体となってお

り、確認できません。

◎敷地東側市道とは水路上に一部架けられたコンクリート床版を介して概ね等高に接しています。

◎敷地（636番）北東角付近に設置されている止水栓が東側丸亀市所管水路に越境していますが、管理者との

間で確認書等を取り交わしておりません。（詳しくは、四国財務局管財部統括国有財産管理官備付の参考資料

を閲覧してください。）

◎敷地（636番）東側境界付近に存在する土留、コンクリートスロープ、コンクリート塀、コンクリートブ

ロック塀、コンクリート基礎については、売却対象ですが、東側丸亀市所管水路に越境しており、管理者との

間で確認書を取り交わしておりません。当該工作物について、補修や引き続き利用する場合は、水路の使用に

ついて許可申請が必要になります。詳細については、丸亀市農林水産課にご照会ください。（詳しくは、四国

財務局管財部統括国有財産管理官備付の参考資料を閲覧してください。）

◎敷地（636番）北側隣接地（638番2）のコンクリート基礎が本地及び東側丸亀市所管水路に越境しています

が、隣接者及び管理者との間で確認書を取り交わしておりません。補修等を行う場合は、隣接地所有者及び管

理者と協議してください。（詳しくは、四国財務局管財部統括国有財産管理官備付の参考資料を閲覧してくだ

さい。）

◎敷地（636番）北東側境界付近のコンクリート床版については、丸亀市道の認定範囲に入っているので、コ

ンクリート床版が架かっている箇所は、道路台帳上の幅員が4.5メートルになります。敷地（635番2）東側境

界付近のコンクリート床版については、丸亀市道の認定範囲には入っておりません。（問い合わせ先：丸亀市

建設課）

◎敷地（636番）は市道認定範囲のコンクリート床版を介して市道に接しているので、建築基準法の接道要件

は満たしておりますが、敷地（635番2）は市道との間に現況幅員約2メートルの開渠水路が介在するため、建

築基準法上の接道は不可となります。（問い合わせ先：中讃土木事務所総務課建築指導担当）

◎東側市道は幅員が4.0メートル未満であるため、建築基準法第42条第2項道路に該当しますが、現況幅員約2

メートルの開渠水路が介在するため、道路後退の必要はありません（敷地の減歩はありません）。（問い合わ

せ先：中讃土木事務所総務課建築指導担当）

◎本地は、都市機能誘導区域外、居住誘導区域外に存するため、都市機能誘導施設の建築等や一定規模の開発

行為等を行う場合、都市再生特別措置法第88条又は第108条の届出が必要です。（問い合わせ先：丸亀市都市

計画課）

◎本地は、宅地造成等工事規制区域に指定されており、一定規模以上の盛土・切土等を行う場合は、宅地造成

及び特定盛土等規制法第12条の許可が必要です。（問い合わせ先：香川県建築指導課開発・盛土規制室）

◎本地は以前、住宅の敷地でした。

◎本地を含む周辺地域は、丸亀市により水防法に基づき水害ハザードマップが作成されております。詳細につ

いては、丸亀市危機管理課にご照会ください。

◎「接面道路の状況」欄の「法」とは「建築基準法」を指しています。
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Ｎ

※案内図は、現在の周辺状況と異なる場合があります。

案 内 図

売払物件

ファミリーマート

丸亀垂水町店

丸亀垂水団地

うどん明水亭

垂水団地バス停 メリー犬ねこクリニック

中村地蔵堂

垂水倉庫

河邊繊維工業

物件番号 1110

県道長尾丸亀線

㈲大三スチール
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Ｎ

単 位 ： ｍ

明 細 図

物件番号 1110

未舗装農道（幅員約1.0
ｍ）

635-2

635-1

637

638-2

水
路

水
路

42

コンクリート床版

コンクリート塀

コンクリート基礎

636

土留

止水栓

16.
99

4.78 14.81

2
.
6
0

4
.
7
5

1.05

18.
66

24.11

11.8
3

16.2
3

3.58
3
.2
0コンクリートスロープ

3.
1
5

2
.
2
7

10
.94

Ｂ

Ａ

空
中
線

市
道
垂
水
　
号
線（

幅
員
約
　
 ～

　
ｍ）

4.5

2.6

コンクリート床版

コンクリート基礎（隣接地638番2から越境）

ブロック塀（1～2段）

コンクリート

水路への構造物越境部分
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有

無

無

無

現 況 地 目 田       6,802.39㎡ 工作物 ─

物 件 調 書

物件番号 1111

所  在  地 香川県丸亀市垂水町字中代６３３番　外５筆

住 居 表 示 ―――――

及び面積等 ――――― 立木竹 ─

登 記 簿
記載事項

地番 ６３３番 ６３４番 ６３５番１ ６３７番 ６４１番 ６４２番

地目 田 田 田 田 田 田

2,236㎡数量 465㎡ 337㎡ 989㎡ 1,771㎡ 998㎡

の 状 況 637番南東側 舗装農道 幅員約　1.7 ｍ （法外道路）
東側 舗装市道 幅員約　2.6 ｍ （法第４２条第２項道路）

642番北西側 舗装農道 幅員約　1.1 ｍ （法外道路）
接面道路 637番南西側 舗装農道 幅員約　1.7 ｍ （法外道路）

法
令
に
基
づ
く
制
限

建
築
基
準
法

都
市
計
画
法

都市計画区域内（非線引）

用途地域 指定なし

地域・地区 特定用途制限地域（幹線沿道一般型及び一般環境保全型）

建 蔽 率 幹線沿道一般型：７０％　　一般環境保全型：７０％

防火指定 指定なし

そ
の
他

農地法第３条　都市再生特別措置法第８８条、１０８条
　

容 積 率 幹線沿道一般型：２００％　　一般環境保全型：２００％

高度制限 指定なし

供給処理施設 配管等の状況 施 設 整 備 状 況
施 設 整 備 の

供 給 処 理 特別負担の有無

に関する事項 道路後退 無 負担の内容 下記参考事項欄のとおり

私道の負担等 私道負担 無 負担の内容

電     気 接面道路配線 ― ―

公営水道 接面道路配管 未定 未定

都市ガス 接面道路配管 未定 未定

交通機関 鉄道等 琴平電鉄琴平線　羽間駅の　北西方　約3.8km　徒歩46分

施設の概要 公共下水道 接面道路配管 未定 未定

参
 
 
考
 
 
事
 
 
項

◎本物件は、現状有姿による売払いです。

◎敷地の境界標について、一部未設置又は欠落箇所（明細図Ａ～Ｚ・ａ～ｃ）があります。（詳しくは、

四国財務局管財部統括国有財産管理官備付の参考資料を閲覧してください。）

◎敷地内には、未舗装農道と水路が介在しています。

◎敷地（642番）は北西側舗装農道より約0.6メートル高くなっており、コンクリート擁壁があります。北

東側舗装農道とは水路上に一部架けられたコンクリート床版を介して概ね等高に接しています。

◎敷地（637番）は南西及び南東側舗装農道と概ね等高に接しています。

◎敷地（634番・635番1）は北西側舗装農道と概ね等高に接しています。

◎公図の位置関係では、634番北東側から南西側にかけて丸亀市所管水路がありますが、現況埋まってお

り確認できません。

◎敷地（637番）南西側と敷地（634番・635番1）北西側に舗装農道の一部が越境していますが、隣接者と

の間で確認書を取り交わしておりません。（詳しくは、四国財務局管財部統括国有財産管理官備付の参考

資料を閲覧してください。）

※　物件調書は、入札参加者が物件の概要を把握するための参考資料ですので、必ず入札参加者ご自身において、

　現地及び諸規制についての調査確認を行ってください。

バ　ス 琴参バス　垂水団地バス停の　南西方　約0.2km　徒歩3分

公共施設 丸亀市役所 垂水小学校 南中学校
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物件番号 1111

◎敷地（637番）東側隣接地（638番2）の土留が本地に越境していますが、隣接者との間で確認書を取り交わ

しておりません。補修等を行う場合は、隣接地所有者と協議してください。（詳しくは、四国財務局管財部統

括国有財産管理官備付の参考資料を閲覧してください。）

◎敷地（637番）東側境界付近の樹木の一部が隣接地（638番2）に、北東側境界付近の樹木の一部が水路にそ

れぞれ越境しています。敷地（635番1）東側境界付近の樹木の一部が水路に越境していますが、何れも隣接者

との間で確認書を取り交わしておりません。（詳しくは、四国財務局管財部統括国有財産管理官備付の参考資

料を閲覧してください。）

◎敷地（637番）北側及び東側隣接地（638番2、639番1）の樹木の一部が本地に越境していますが、隣接者と

の間で確認書を取り交わしておりません。（詳しくは、四国財務局管財部統括国有財産管理官備付の参考資料

を閲覧してください。）

◎敷地（635番1）東側境界付近のコンクリート床版については、丸亀市道の認定範囲には入っておりません。

（問い合わせ先：丸亀市建設課）

◎敷地と市道との間には、現況幅員約2メートルの開渠水路が介在するため、建築基準法上の接道は不可とな

ります。（問い合わせ先：中讃土木事務所総務課建築指導担当）

◎東側市道は幅員が4.0メートル未満であるため、建築基準法第42条第2項道路に該当しますが、現況幅員約2

メートルの開渠水路が介在するため、道路後退の必要はありません（敷地の減歩はありません）。（問い合わ

せ先：中讃土木事務所総務課建築指導担当）

◎本地は、都市機能誘導区域外、居住誘導区域外に存するため、都市機能誘導施設の建築等や一定規模の開発

行為等を行う場合、都市再生特別措置法第88条又は第108条の届出が必要です。（問い合わせ先：丸亀市都市

計画課）

◎本地は、農業振興地域内の農用地区域内農地に指定されており、概ね10年以上は農業利用されるべき土地と

して、農業以外の目的で土地を利用する行為は厳しく制限されています。（問い合わせ先：丸亀市農林水産

課、丸亀市農業委員会）

◎所有権移転にあたっては、農地法第3条の許可が必要です。土地の利用状況によっては、その他の手続きも

必要になる可能性があるため、詳細については必ず確認してください。（問い合わせ先：丸亀市農林水産課、

丸亀市農業委員会）

◎農地法第3条の許可により、敷地を農地（地目「田」）で利用する場合は、丸亀市土地改良区に一反（約990

平方メートル）あたり年額700円程度、まんのう町土地改良区に一反（約990平方メートル）あたり年額3,500

円程度の経常賦課金を要します。（問い合わせ先：丸亀市土地改良区垂水支部）

◎敷地（637番）北東角付近に土留、南東側に使用されていない木製の電柱、敷地（635番1）南東側に石積擁

壁があります。

◎敷地（635番1）東側境界付近に電柱1本（ＮＴＴ）、北東側境界付近に電柱1本及び支線1本（四国電力）が

あり、国との間で貸付契約が締結されています。このため本物件の売買契約書には、引き続き当該契約期間満

了日（令和8年3月31日）まで使用を承諾する旨の特約を付します。購入後の電柱及び支線の取扱いについて

は、各社との協議が必要です。

◎本地南東側を空中線（四国電力）が通っています。

◎本地を含む周辺地域は、丸亀市により水防法に基づき水害ハザードマップが作成されております。詳細につ

いては、丸亀市危機管理課にご照会ください。

◎「接面道路の状況」欄の「法」とは「建築基準法」を指しています。
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Ｎ

※案内図は、現在の周辺状況と異なる場合があります。

案 内 図

売払物件

ファミリーマート

丸亀垂水町店

丸亀垂水団地

うどん明水亭

垂水団地バス停 メリー犬ねこクリニック

中村地蔵堂

垂水倉庫

河邊繊維工業

物件番号 1111

県道長尾丸亀線

㈲大三スチール
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Ｎ

単 位 ： ｍ

明 細 図
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有

有

無
無

住 居 表 示 ―――――

現 況 地 目 宅地        199.64 ㎡ 工作物 ─

物 件 調 書

物件番号 1112

所  在  地 香川県坂出市府中町字西福寺５９６２番４

及び面積等 ――――― 立木竹 ─

地番 ５９６２番４

地目 宅地

数量 199.64㎡

西側 舗装市管理道路 幅員約　3.9 ｍ （法第４２条第２項道路）
接面道路
の 状 況

容 積 率 ２００％

高度制限 指定なし

法
令
に
基
づ
く
制
限

建
築
基
準
法

都
市
計
画
法

都市計画区域内（非線引）

用途地域 指定なし

地域・地区 特定用途制限地域（一般環境保全型）

建 蔽 率 ７０％

防火指定 指定なし

そ
の
他

都市再生特別措置法第８８条、１０８条　宅地造成及び特定盛土等規制法第１２条
文化財保護法第９２条（埋蔵文化財包蔵地区域）

私道の負担等 私道負担 無 負担の内容

供給処理施設 配管等の状況 施 設 整 備 状 況
施 設 整 備 の

供 給 処 理 特別負担の有無

に関する事項 道路後退 有 負担の内容 下記参考事項欄のとおり

電     気 接面道路配線 ― ―

公営水道 接面道路配管 無

参
 
 
考
 
 
事
 
 
項

別紙（次頁）を参照してください。

※　物件調書は、入札参加者が物件の概要を把握するための参考資料ですので、必ず入札参加者ご自身において、
　現地及び諸規制についての調査確認を行ってください。

登 記 簿
記載事項

バ　ス 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　―

公共施設 坂出市役所府中出張所 府中小学校 白峰中学校

都市ガス 接面道路配管 未定 未定

交通機関 鉄道等 ＪＲ予讃線　鴨川駅の　北西方　約0.5km　徒歩7分

施設の概要 公共下水道 接面道路配管 未定 未定
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物件番号 1112

◎本物件は、現状有姿による売払いです。

◎敷地西側坂出市管理道路については、建築基準法第42条第2項道路であるため、道路中心線確定後、道路中

心線から2メートルの部分は道路後退が必要となります。（問い合わせ先：中讃土木事務所総務課建築指導担

当）

◎本地は、都市機能誘導区域外、居住誘導区域外に存するため、都市機能誘導施設の建築等や一定規模の開

発行為等を行う場合、都市再生特別措置法第88条又は第108条の届出が必要です。（問い合わせ先：坂出市都

市整備課）

◎本地は、宅地造成等工事規制区域に指定されており、一定規模以上の盛土・切土等を行う場合は、宅地造

成及び特定盛土等規制法第12条の許可が必要です。（問い合わせ先：香川県建築指導課開発・盛土規制室）

◎本地は以前、戸建住宅敷地でした。

◎敷地と坂出市管理道路の間には約0.25メートルの開渠水路があります。開渠水路上に複数のコンクリート

床版を設置しており、占用料は発生しておりませんが、新たに床版を設置する場合は占用許可が必要です。

（問い合わせ先：坂出市建設課）

◎敷地は東側農道（側溝あり）より約3.3メートル高くなっており、石積擁壁があります。

◎敷地東側の石積擁壁が東側隣接地（農道）と北側隣接地（5963番10）に一部越境しています。また、敷地

北側のコンクリート基礎の一部が開渠水路に越境しています。いずれも隣接者または管理者との間で確認書

を取り交わしておりません。（詳しくは、四国財務局管財部統括国有財産管理官備付の参考資料を閲覧して

ください。）

◎敷地東側の石積擁壁については、東側隣接地（農道）と南側隣接地（5962番5）と繋がっていることから、

将来、当該擁壁の改修・撤去等を実施する際には、農道管理者及び隣接土地所有者と協議を要します。（問

い合わせ先：坂出市建設課）

◎敷地南側隣接地（5962番5）のコンクリート擁壁が本地に一部越境していますが、隣接者と確認書は取り交

わしておりません。（詳しくは、四国財務局管財部統括国有財産管理官備付の参考資料を閲覧してくださ

い。）

◎敷地北西部分に量水器が設置されています。

◎本地は、文化財保護法による周知の埋蔵文化財包蔵地「西福寺遺跡」内に所在しているため、土地の掘

削、建物の新設等を行う場合には、坂出市教育委員会へ文化財保護法に基づく届出が必要となります。（問

い合わせ先：坂出市文化振興課）

◎本地を含む周辺地域は、坂出市により水防法に基づき水害ハザードマップが作成されております。詳細に

ついては、坂出市危機管理課にご照会ください。

◎「接面道路の状況」欄の「法」とは「建築基準法」を指しています。
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Ｎ

※案内図は、現在の周辺状況と異なる場合があります。

案 内 図

売払物件
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県
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城
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鴨
川
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予
讃
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鴨
川
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県
　
道
　
３
　
３
　
号
　
線

福宮神社

かもがわマンション

至　讃岐府中駅

至　八十場駅

物件番号 1112
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Ｎ

単 位 ： ｍ

明 細 図
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２．９９

コンクリート床版

コンクリート床版

物件番号 1112
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有

有

無
無

参
 
 
考
 
 
事
 
 
項

別紙（次頁）を参照してください。

※　物件調書は、入札参加者が物件の概要を把握するための参考資料ですので、必ず入札参加者ご自身において、
　現地及び諸規制についての調査確認を行ってください。

指定なし

指定なし

バ　ス 琴参バス　野口バス停の　南方　約0.2㎞　徒歩3分

公共施設 琴南公民館 琴南小学校 満濃中学校

都市ガス 接面道路配管 未定 未定

交通機関 鉄道等 ―

施設の概要 公共下水道 接面道路配管 未定 未定

電     気 接面道路配線 下記参考事項欄のとおり 無

公営水道 接面道路配管 無

供給処理施設 配管等の状況 施 設 整 備 状 況
施 設 整 備 の

供 給 処 理 特別負担の有無

に関する事項 道路後退 無 負担の内容

私道の負担等 私道負担 無 負担の内容

法
令
に
基
づ
く
制
限

建
築
基
準
法

都
市
計
画
法

都市計画区域外

用途地域 指定なし

地域・地区 指定なし

建 蔽 率

防火指定 指定なし

そ
の
他

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第７条

容 積 率

高度制限 指定なし

宅地造成及び特定盛土等規制法第１２条

の 状 況
接面道路

南側 舗装町道 幅員約　2.4～3.3 ｍ
北西側 未舗装農道 幅員約　1.1 ｍ

及び面積等 ――――― 立木竹 ─

登 記 簿
記載事項

地番 ９６５番

地目 宅地

数量 1,228.02㎡

住 居 表 示 ―――――

現 況 地 目 宅地        1,228.02 ㎡ 工作物 ─

物 件 調 書

物件番号 1113

◎本物件は、
現状有姿によ 香川県仲多度郡まんのう町中通字野口９６５番
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物件番号 1113

◎本物件は、現状有姿による売払いです。

◎敷地の境界標について、一部欠落箇所（明細図Ａ～Ｃ）があります。（詳しくは、四国財務局管財部統括

国有財産管理官備付の参考資料を閲覧してください。）

◎敷地は、丘陵地に造成された土地で、南側町道は東方に向って下り傾斜のため、南側町道とは最大約1.1

メートル高く接しており、進入路としてスロープ（アスファルト舗装）が設置されています。北西側の未舗

装農道とは概ね等高に接しています。

◎敷地は東側及び北東側隣接地（956番、958番）より約2メートル高くなっており、石積擁壁があります。南

西側隣接地（972番）とは概ね等高です。南側町道との境界付近に一部石積擁壁があります。

◎敷地は概ね平坦ですが、南西側境界付近及び南側の一部の土地が高くなっております。

◎敷地西側及び北西側の樹木等が隣接地（972番、未舗装農道）に越境していますが、当事者間で確認書等は

取り交わしておりません。（詳しくは、四国財務局管財部統括国有財産管理官備付の参考資料を閲覧してく

ださい。）

◎敷地南東角付近及び北東側（明細図Ａ付近）の石積擁壁の一部が水路、未舗装農道に越境しています。ま

た、南側町道との境界付近にある石積擁壁が町道及び隣接地（972番）と共有状態にありますが、何れも当事

者間で確認書等は取り交わしておりません。（詳しくは、四国財務局管財部統括国有財産管理官備付の参考

資料を閲覧してください。）

◎本地は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づき土砂災害警戒区域

（土石流）に指定されています。（問い合わせ先：香川県土木部河川砂防課）

◎本地は、宅地造成等工事規制区域に指定されており、一定規模以上の盛土・切土等を行う場合は、宅地造

成及び特定盛土等規制法第12条の許可が必要です。（問い合わせ先：香川県建築指導課開発・盛土規制室）

◎本地は以前、住宅の敷地でした。

◎敷地中央部に電柱1本及び支線1本（四国電力）があり、国との間で貸付契約が締結されています。このた

め本物件の売買契約書には、引き続き当該契約期間満了日（令和9年3月31日）まで使用を承諾する旨の特約

を付します。購入後の電柱及び支線の取扱いについては、同社と協議が必要です。また、当該電柱から空中

を北東及び南西側に引き込み線が通過しており、近隣宅地へ配電されています。本地についても、当該電柱

から電気引き込みが可能です。

◎本地を含む周辺地域は、まんのう町により水防法に基づき水害ハザードマップが作成されております。詳

細については、まんのう町総務課にご照会ください。
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Ｎ

※案内図は、現在の周辺状況と異なる場合があります。

案 内 図

売払物件

土
器
川

まんのう町

琴南公民館

琴南地域活性化センター
ことなみ未来館

琴南ふるさと資料館

中通八幡神社

三嶋製麺所

隠岐設備

国道４３８号

ＪＡ琴南支店

物件番号 1113

野口川

野
口
橋

野口バス停

矢渡橋
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Ｎ

単 位 ： ｍ

明 細 図

物件番号 1113

電柱

電
柱
支
線

未
舗
装
農
道
（
幅
員
約
1.
1ｍ

）

水
路

4.85

4.62

5.08

4.53

9.76

4.39

3.55

6.07

2.24

3.56

12
.7
3

0.85

20.76

4.88

4.32

2
.13

26.
14

965

972

958

956

8.90

Ｂ

Ａ

スロープ

（アスファルト舗装）

水路への構造物

越境部分

コンクリート床版

2.14
水路

5.18

2.30 0.85 2.32

4.58 水路

1.05

空中線

空中線

隣接地への構造物越境部分

石
積
擁
壁

石
積
擁
壁

石積擁壁

石積擁壁

石
積
擁
壁

Ｃ

石
積
擁
壁

石
積
擁
壁

町道野口1号線（幅員約2.4～3.3ｍ）
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有

有

無
無

※　物件調書は、入札参加者が物件の概要を把握するための参考資料ですので、必ず入札参加者ご自身において、
　現地及び諸規制についての調査確認を行ってください。

バ　ス 徳島バス　錦野団地前バス停の　北西方　約0.2km　徒歩3分

公共施設 徳島市役所川内支所 川内南小学校 川内中学校

都市ガス 接面道路配管 未定 未定

交通機関 鉄道等 ―

参
 
 
考
 
 
事
 
 
項

別紙（次頁）を参照してください。

公営水道 接面道路配管 下記参考事項欄記載のとおり 未定

施設の概要 公共下水道 接面道路配管 未定 未定

供給処理施設 配管等の状況 施 設 整 備 状 況
施 設 整 備 の

供 給 処 理 特別負担の有無

電     気 接面道路配線 － ―

私道の負担等 私道負担 無 負担の内容

に関する事項 道路後退 無 負担の内容

法
令
に
基
づ
く
制
限

建
築
基
準
法

都
市
計
画
法

市街化調整区域

用途地域 指定なし

地域・地区 指定なし

建 蔽 率 ７０％

容 積 率 ２００％

高度制限 指定なし

防火指定 指定なし

そ
の
他

建築基準法第２２条　都市計画法第３４条又は第４３条
宅地造成及び特定盛土等規制法第１２条　津波防災地域づくりに関する法律第５３条第１項
都市再生特別措置法第８８条、第１０８条

の 状 況

北側 舗装市道 幅員約4.0ｍ （法第４２条第１項第１号道路）

接面道路

及び面積等 ――――― 立木竹 ―

登 記 簿
記載事項

地番 ４２番９

地目 宅地

数量 163.97㎡

物 件 調 書

物件番号 1201

所  在  地 徳島県徳島市川内町宮島錦野４２番９

住 居 表 示 ―――――

現 況 地 目 宅地 　　163.97㎡ 工作物 一式
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物件番号 1201

◎本物件は、現状有姿による売払いです。

◎本地は、市街化調整区域内に存するため、建物の建築等に際しては、都市計画法第34条又は第43条の許可

が必要です。（問い合わせ先：徳島市都市建設部建築指導課）

◎本地は都市機能誘導区域外、居住促進区域外に存するため、都市機能誘導施設の建築や一定規模の開発行

為等を行う場合は、都市再生特別措置法第88条又は第108条の届出が必要になります。（問い合わせ先：徳

島市都市建設部都市建設政策課）

◎本地は、宅地造成等工事規制区域に指定されており、一定規模以上の盛土・切土等を行う場合は、宅地造

成及び特定盛土等規制法第12条の許可が必要です。（問い合わせ先：徳島県東部県土整備局徳島庁舎建築指

導担当）

◎本地は以前、国の宿舎敷地でした。

◎本地の上水道の引込みにあたっては、徳島市上下水道局と協議が必要なほか、前面道路埋設管所有者の同

意が必要です。（問い合わせ先：徳島市上下水道局お客さまセンター給水装置係）

◎南側道路は水路にコンクリートブロック暗渠をしたものであり、敷地から当該水路への排水については、

土地改良区の同意が必要となります。（問い合わせ先：川内土地改良区）

◎工作物一式の内訳は、囲障です。

◎敷地西側、南側の境界部にコンクリートブロック塀が設置されています。

◎東側隣接地（42番8）は更地（屋外駐車場）ですが、本地との間に囲障は設置されていません。

◎西側隣接地（42番10）の樹木の枝葉が本地上に越境していますが、当事者間で確認書は交わしていませ

ん。

◎敷地西側のブロック塀の一部が北側市道に越境しているほか、西側隣接地（42番10）のブロック塀の基礎

が本地に越境しており、当事者間で確認書を交わしています。詳しくは、徳島財務事務所管財課備付資料を

閲覧してください。

◎本地を含む周辺地域は、津波防災地域づくりに関する法律第53条第1項の規定により、津波災害警戒区域

に指定されています。（問い合わせ先：徳島県危機管理部防災対策推進課事前復興担当）

◎本地を含む周辺地域は、徳島市により水防法に基づき、水害ハザードマップが作成されています。詳細に

ついては、徳島市危機管理局危機管理課にご照会ください。

◎「接面道路の状況」欄の「法」とは「建築基準法」を指しています。
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※案内図は、現在の周辺状況と異なる場合があります。

１２０１物件番号

売 払 物 件

案 内 図

Ｎ

川内わかば

認定こども園

医療法人若草会

松村病院

吉野川大橋北詰

吉 野 川

宝福寺

徳島森林

管理署

荒神社

対象地
川内ゴルフセンター

徳島バス

錦野団地前

バス停

宮島江湖川

げんき家族

ＫＡＷＡＵＣＨＩ

徳島市川内南

小学校

室生寺
金刀比羅

神社 宮島会館

阿波十郎兵衛

屋敷

四国大学

しらさぎ球技場

鶴島排水機場
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単 位 ： ｍ

物件番号 １２０１

明 細 図

Ｎ

４２－１０
４２－９ ４２－８
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無

無

無
無

物 件 調 書

物件番号 1202

所  在  地 徳島県鳴門市里浦町里浦字平松５０９番

住 居 表 示 ―――――

現 況 地 目 畑 　　2,032.52㎡ 工作物 ―

及び面積等 ――――― 立木竹 ―

登 記 簿
記載事項

地番 ５０９番

地目 畑

数量 2,032㎡
南側 舗装（一部未舗装）市道 幅員約 2.5ｍ （法外道路）

接面道路 西側 舗装市道 幅員約 2.5ｍ （法外道路）

の 状 況

建 蔽 率 ７０％

そ
の
他

容 積 率 ２００％

高度制限 指定なし

無 負担の内容

防火指定 指定なし

に関する事項 道路後退 無 負担の内容

私道の負担等 私道負担

法
令
に
基
づ
く
制
限

建
築
基
準
法

都
市
計
画
法

市街化調整区域

用途地域 指定なし

地域・地区 指定なし

施設の概要 公共下水道 接面道路配管 未定 未定

供給処理施設 配管等の状況 施 設 整 備 状 況
施 設 整 備 の

供 給 処 理 特別負担の有無

電     気 接面道路配線 ― ―

　現地及び諸規制についての調査確認を行ってください。

都市計画法第３４条又は第４３条　宅地造成及び特定盛土等規制法第２７条、３０条
都市再生特別措置法第８８条、第１０８条　津波防災地域づくりに関する法律第５３条第１項
農地法第３条又は第５条

バ　ス 鳴門市地域バス　里浦口バス停の　東方　約1.3km　徒歩17分

公共施設 鳴門市役所 里浦小学校 鳴門市第二中学校

都市ガス 接面道路配管 未定 未定

参
 
 
考
 
 
事
 
 
項

別紙（次頁）を参照してください。

※　物件調書は、入札参加者が物件の概要を把握するための参考資料ですので、必ず入札参加者ご自身において、

公営水道 接面道路配管 未定 未定

交通機関 鉄道等 ＪＲ鳴門線　鳴門駅の　東方　約3.0km　徒歩38分
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物件番号 1202

◎本物件は、現状有姿による売払いです。

◎本地は周囲の農地と同じ砂地ですが、南側道路より0.3メートル低くなっています。

◎本地の南側接面道路の東側は行き止まりになっています。

◎本地は、市街化調整区域内に存するため、建物の建築等に際しては、都市計画法第34条又は第43条の許可

が必要です。（問い合わせ先：徳島県東部県土整備局徳島庁舎建築指導担当）

◎本地は都市機能誘導区域外、居住誘導区域外に存するため、都市機能誘導施設の建築や一定規模の開発行

為等を行う場合は、都市再生特別措置法第88条又は第108条の届出が必要になります。（問い合わせ先：鳴

門市都市建設部まちづくり課）

◎本地は、特定盛土等規制区域に指定されており、一定規模以上の盛土・切土等を行う場合は、宅地造成及

び特定盛土等規制法第27条の届出、又は第30条の許可が必要です。（問い合わせ先：徳島県鳴門総合サービ

スセンター東部県土整備局鳴門担当）

◎本地は農業振興地域の整備に関する法律第2条の農業振興地域内に位置しますが、現在、同法第3条の農用

地区域からは除外されているその他農用地（白地）であり、農用地区域（青地）への指定には手続きが必要

です。（問い合わせ先：鳴門市産業振興部農林水産課）

◎本地は農地法及びそれに関する命令・規則等により規定される転用許可基準の第1種農地に該当するた

め、原則として農地転用は許可されません。農地以外で利用する場合は、事前に鳴門市農業委員会にご相談

ください。

◎所有権移転にあたっては、農地法第3条又は第5条の許可が必要です。（問い合わせ先：鳴門市農業委員

会）

◎本地の東側は大手海岸で、大手海岸との間に堤防があります。

◎農業用排水の利用にあたっては地元土地改良区に入会する必要があります。（問い合わせ先：里浦土地改

良区）

◎本地を含む周辺地域は、津波防災地域づくりに関する法律第53条第1項の規定により、津波災害警戒区域

に指定されています。（問い合わせ先：徳島県危機管理部防災対策推進課事前復興担当）

◎本地を含む周辺地域は、鳴門市により水防法に基づき、水害ハザードマップが作成されています。詳細に

ついては、鳴門市危機管理局にご照会ください。

◎「接面道路の状況」欄の「法」とは「建築基準法」を指しています。
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※案内図は、現在の周辺状況と異なる場合があります。

１２０２物件番号

売 払 物 件

案 内 図

Ｎ

共和ライフテクノ(株)

鳴門市

第二中学校

地域バス

鳴門二中前バス停

ＪＡ里浦

地域バス

里浦口バス停
不動遊園地

対象地
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楕円

sk000752
折れ線



単 位 ： ｍ

物件番号 １２０２

明 細 図

Ｎ

市道里浦平松東５号線（幅員約２．５ｍ）

堤

509

11.74

3.83
0.74

3.49

500-1

507-2
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有

有

無
無

物 件 調 書

物件番号 1203

所  在  地 徳島県鳴門市里浦町里浦字花面１４４番１０

住 居 表 示 ―――――

現 況 地 目 宅地 　　193.61㎡ 工作物 一式

及び面積等 ――――― 立木竹 ―

登 記 簿
記載事項

地番 １４４番１０

地目 宅地

数量 193.61㎡
南側 舗装市道 幅員約 3.1 ｍ （法第４２条第２項道路）

接面道路

の 状 況

建 蔽 率 ６０％

そ
の
他

容 積 率 ２００％

高度制限 指定なし

無 負担の内容

防火指定 指定なし

に関する事項 道路後退 有 負担の内容 下記参考事項欄のとおり

私道の負担等 私道負担

法
令
に
基
づ
く
制
限

建
築
基
準
法

都
市
計
画
法

市街化区域

用途地域 第一種住居地域

地域・地区 指定なし

施設の概要 公共下水道 接面道路配管 未定 未定

供給処理施設 配管等の状況 施 設 整 備 状 況
施 設 整 備 の

供 給 処 理 特別負担の有無

電     気 接面道路配線 ― ―

　現地及び諸規制についての調査確認を行ってください。

建築基準法第２２条　宅地造成及び特定盛土等規制法第１２条
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第７条
都市再生特別措置法第８８条、第１０８条

バ　ス 鳴門市地域バス　里浦口バス停の　北東方　約0.5km　徒歩6分

公共施設 鳴門市役所 里浦小学校 鳴門市第二中学校

都市ガス 接面道路配管 未定 未定

参
 
 
考
 
 
事
 
 
項

別紙（次頁）を参照してください。

※　物件調書は、入札参加者が物件の概要を把握するための参考資料ですので、必ず入札参加者ご自身において、

公営水道 接面道路配管 無

交通機関 鉄道等 ＪＲ鳴門線　鳴門駅の　東方　約1.8km　徒歩23分
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物件番号 1203

◎本物件は、現状有姿による売払いです。

◎敷地は南側道路より0.6メートル高くなっています。東側及び西側の隣接地とは等高です。

◎敷地南側道路が建築基準法第42条第2項道路のため、道路中心線確定後、道路中心線から2メートルの部分

は後退が必要となります。（問い合わせ先：徳島県東部県土整備局徳島庁舎建築指導担当）

◎本地は都市機能誘導区域外、居住誘導区域外に存するため、都市機能誘導施設の建築や一定規模の開発行

為等を行う場合は、都市再生特別措置法第88条又は第108条の届出が必要になります。（問い合わせ先：鳴

門市都市建設部まちづくり課）

◎本地は、宅地造成等工事規制区域に指定されており、一定規模以上の盛土・切土等を行う場合は、宅地造

成及び特定盛土等規制法第12条の許可が必要です。（問い合わせ先：徳島県東部県土整備局徳島庁舎建築指

導担当）

◎本地は土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づき土砂災害警戒区域に指

定されています。（問い合わせ先：徳島県鳴門総合サービスセンター東部県土整備局鳴門担当）

◎北側隣接地は山林で斜面となっていますが、境界上に土留のコンクリート擁壁が設置されています。全高

2メートル超の工作物ですが、建築確認は受けていません。（問い合わせ先：徳島県東部県土整備局徳島庁

舎建築指導担当）また、北側及び東側隣接地から樹木の枝葉が本地上に越境していますが、当事者間で確認

書は交わしていません。

◎敷地の東側、南側及び西側にコンクリートブロック塀が設置されています。

◎下水道は未整備であり、通常の生活排水先は市道南側の水路になります。（問い合わせ先：鳴門市都市建

設部土木課）

◎工作物一式の内訳は、土留です。

◎土地の上空4.5～5.0メートルに電柱（四国電力）の支線が通過しています。

◎本地内に量水器が1個設置されています。

◎本地を含む周辺地域は、鳴門市により水防法に基づき、水害ハザードマップが作成されています。詳細に

ついては、鳴門市危機管理局にご照会ください。

◎「接面道路の状況」欄の「法」とは「建築基準法」を指しています。
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※案内図は、現在の周辺状況と異なる場合があります。

１２０３物件番号

売 払 物 件

案 内 図

Ｎ

市道里浦花面坂田線

市道里浦花面北１２号線

市道粟津岡崎線
市道妙見山線

市道里浦花面北６号線

市道里浦花面北１１号線

市道里浦花面北５号線

市道里浦花面平松線

ＪＡ里浦

共和ライフテクノ(株)

地域バス

里浦口バス停

対象地
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sk000752
楕円

sk000752
折れ線



単 位 ： ｍ

物件番号 １２０３

明 細 図

Ｎ

１５３－１＋１５３－２＋１５３－３＋６９６

コンクリート基礎

１４４－２
１４４－１０

水路

市道里浦花面

北６号線

（幅員約６．０ｍ）

８５－２０
８５－３２

水路

８
．
６
１

３．８８

１
１
．
３
９

量水器

カーブミラー
電柱

１４４－３

０．４２
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有

有

無
無

現 況 地 目 雑種地 　　176.06㎡ 工作物 ―

物 件 調 書

物件番号 1204

所  在  地 徳島県阿南市那賀川町中島６７４番１

住 居 表 示 ―――――

及び面積等 ――――― 立木竹 ―

登 記 簿
記載事項

地番 ６７４番１

地目 畑

数量 176㎡

の 状 況

北側 舗装市道 幅員約 3.5 ｍ （法第４２条第２項道路）

接面道路

容 積 率 ２００％

高度制限 指定なし

法
令
に
基
づ
く
制
限

建
築
基
準
法

都
市
計
画
法

市街化区域

用途地域 準工業地域

地域・地区 指定なし

建 蔽 率 ６０％

防火指定 指定なし

そ
の
他

建築基準法第２２条　宅地造成及び特定盛土等規制法第１２条
津波防災地域づくりに関する法律第５３条第１項　都市再生特別措置法第８８条、第１０８条
農地法第３条又は第５条

私道の負担等 私道負担 無 負担の内容

供給処理施設 配管等の状況 施 設 整 備 状 況
施 設 整 備 の

供 給 処 理 特別負担の有無

に関する事項 道路後退 有 負担の内容 下記参考事項欄のとおり

電     気 接面道路配線 ― ―

公営水道 接面道路配管 無

都市ガス 接面道路配管 未定 未定

交通機関 鉄道等 ＪＲ牟岐線　阿波中島駅の　東方　約0.8km　徒歩10分

施設の概要 公共下水道 接面道路配管 未定 未定

参
 
 
考
 
 
事
 
 
項

別紙（次頁）を参照してください。

※　物件調書は、入札参加者が物件の概要を把握するための参考資料ですので、必ず入札参加者ご自身において、
　現地及び諸規制についての調査確認を行ってください。

バ　ス 徳島バス　村上内科外科医院前バス停の　南東方　約0.4km　徒歩5分

公共施設 阿南市役所那賀川支所 平島小学校 那賀川中学校
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物件番号 1204

◎本物件は、現状有姿による売払いです。

◎敷地北側道路が建築基準法第42条第2項道路のため、道路中心線確定後、道路中心線から2メートルの部分

は後退が必要となります。（問い合わせ先：徳島県南部総合県民局県土整備部企画担当）

◎本地は都市機能誘導区域外、居住誘導区域外に存するため、都市機能誘導施設の建築や一定規模の開発行

為等を行う場合は、都市再生特別措置法第88条又は第108条の届出が必要になります。（問い合わせ先：阿

南市都市整備部都市政策課）

◎本地は、宅地造成等工事規制区域に指定されており、一定規模以上の盛土・切土等を行う場合は、宅地造

成及び特定盛土等規制法第12条の許可が必要です。（問い合わせ先：徳島県南部総合県民局県土整備部企画

担当）

◎所有権移転にあたっては農地法第3条の許可又は第5条の届出が必要です。（問い合わせ先：阿南市農業委

員会）

◎敷地の北側にブロック塀及びコンクリート舗床があります。ブロック塀の一部が東側隣接地（673番1）に

越境しています。当事者間で確認書を交わしております。詳しくは、徳島財務事務所管財課備付資料を閲覧

してください。

◎敷地の北西端部上空を空中線（ＮＴＴ等）が通過しています。

◎北側道路内に側溝があり排水可能ですが、排水については土地改良区との協議が必要となります。（問い

合わせ先：阿南市建設部土木課、中島土地改良区）

◎本地を含む周辺地域は、津波防災地域づくりに関する法律第53条第1項の規定により、津波災害警戒区域

に指定されています。（問い合わせ先：徳島県危機管理部防災対策推進課事前復興担当）

◎本地を含む周辺地域は、阿南市により水防法に基づき、水害ハザードマップが作成されています。詳細に

ついては、阿南市危機管理部危機管理課にご照会ください。

◎「接面道路の状況」欄の「法」とは「建築基準法」を指しています。
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※案内図は、現在の周辺状況と異なる場合があります。

１２０４物件番号

売 払 物 件

案 内 図

Ｎ

→

→

→
→

→

→
→

→

徳島バス

村上内科外科

医院前バス停

中島郵便局 １２０４ １２０５

蛭子町

コミュニティセンター 那
賀
川
大
橋

那 賀 川
至 ＪＲ阿南駅
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単 位 ： ｍ

物件番号 １２０４

明 細 図

Ｎ

６６２－１１

６７４－２ ６７３－２

６６２－５ ６７４－１ ６７３－１

工作物の隣地への越境部分

９
．
９
０

電柱
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有

有

無
無

　現地及び諸規制についての調査確認を行ってください。

建築基準法第２２条　　宅地造成及び特定盛土等規制法第１２条
津波防災地域づくりに関する法律第５３条第１項
都市再生特別措置法第８８条、第１０８条　　河川法第５５条

バ　ス 徳島バス　村上内科外科医院前バス停の　南東方　約0.6km　徒歩7分

公共施設 阿南市役所那賀川支所 平島小学校 那賀川中学校

都市ガス 接面道路配管 未定 未定

参
 
 
考
 
 
事
 
 
項

別紙（次頁）を参照してください。

※　物件調書は、入札参加者が物件の概要を把握するための参考資料ですので、必ず入札参加者ご自身において、

公営水道 接面道路配管 無

交通機関 鉄道等 ＪＲ牟岐線　阿波中島駅の　東方　約1.0km　徒歩12分

施設の概要 公共下水道 接面道路配管 未定 未定

供給処理施設 配管等の状況 施 設 整 備 状 況
施 設 整 備 の

供 給 処 理 特別負担の有無

電     気 接面道路配線 ― ―

無 負担の内容

防火指定 指定なし

に関する事項 道路後退 有 負担の内容 下記参考事項欄のとおり

私道の負担等 私道負担

法
令
に
基
づ
く
制
限

建
築
基
準
法

都
市
計
画
法

市街化区域

用途地域 準工業地域

地域・地区 指定なし

建 蔽 率 ６０％

そ
の
他

容 積 率 ２００％

高度制限 指定なし

の 状 況

南側 舗装市道 幅員約 5.0 ｍ （下記参考事項欄のとおり）

接面道路 東側 舗装市道 幅員約 1.3～2.3ｍ （下記参考事項欄のとおり）

及び面積等 ――――― 立木竹 ―

登 記 簿
記載事項

地番 ６９２番 ６９３番

地目 宅地 宅地

数量 157.77㎡ 471.90㎡

物 件 調 書

物件番号 1205

所  在  地 徳島県阿南市那賀川町中島６９２番  外１筆

住 居 表 示 ―――――

現 況 地 目 宅地 　　629.67㎡ 工作物 ―
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物件番号 1205

◎本物件は、現状有姿による売払いです。

◎敷地東側道路は現況の幅員が1.8メートル以上の部分は建築基準法第42条第2項道路のため、道路中心線確

定後、道路中心線から2メートルの部分は後退が必要となります。幅員1.8メートル未満の部分は法外道路と

なります。（問い合わせ先：徳島県南部総合県民局県土整備部企画担当）

◎敷地南側道路（法第42条第1項第1号道路）との接面部分の東側部分との間に市道認定部分に含まれない国

有地（河川区域の堤の一部、未舗装部分）が介在しており、当該部分を利用する場合は占用許可が必要で

す。（問い合わせ先：国土交通省四国地方整備局那賀川河川事務所管理課）

◎本地は概ね平坦地ですが、東側市道は北方に向かって下り傾斜のため、東側道路とは最大0.3メートル高

く接しています。

◎本地は都市機能誘導区域外、居住誘導区域外に存するため、都市機能誘導施設の建築や一定規模の開発行

為等を行う場合は、都市再生特別措置法第88条又は第108条の届出が必要になります。（問い合わせ先：阿

南市都市整備部都市政策課）

◎本地は、宅地造成等工事規制区域に指定されており、一定規模以上の盛土・切土等を行う場合は、宅地造

成及び特定盛土等規制法第12条の許可が必要です。（問い合わせ先：徳島県南部総合県民局県土整備部企画

担当）

◎本物件は河川法上の河川保全区域内にあり（堤防との境界から概ね18メートルの範囲内）、掘削等を伴う

行為を行う場合は許可が必要になります。（問い合わせ先：国土交通省四国地方整備局那賀川河川事務所管

理課）

◎敷地の北側（1箇所）、西側（2箇所）にコンクリートブロック塀があります。西側（1箇所）のコンク

リートブロック塀の一部が西側隣接地（694番）に越境しているため、当事者間で確認書を交わしておりま

す。詳しくは、徳島財務事務所管財課備付資料を閲覧してください。

◎敷地の東部分に電柱及び支線（四国電力）が設置されており、国との間で貸付契約が締結されています。

当該契約は令和7年11月30日に契約期間満了となりますが、契約更新予定です。このため本物件の売買契約

には、引き続き更新後の契約期間満了日（令和10年11月30日）まで使用を承諾する旨の特約をします。購入

後の電柱の取扱については、同社との協議が必要です。

◎敷地上空に複数の空中線（ＮＴＴ等）及び支線があります。

◎敷地には上水道の引込があり、692番、693番それぞれに量水器が設置されています。

◎東側道路内に側溝があり排水可能ですが、排水については土地改良区との協議が必要となります。（問い

合わせ先：阿南市建設部土木課、中島土地改良区）

◎本地を含む周辺地域は、津波防災地域づくりに関する法律第53条第1項の規定により、津波災害警戒区域

に指定されています。（問い合わせ先：徳島県危機管理部防災対策推進課事前復興担当）

◎本地を含む周辺地域は、阿南市により水防法に基づき、水害ハザードマップが作成されています。詳細に

ついては、阿南市危機管理部危機管理課にご照会ください。

◎「接面道路の状況」欄の「法」とは「建築基準法」を指しています。
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※案内図は、現在の周辺状況と異なる場合があります。

１２０５物件番号

売 払 物 件

案 内 図

Ｎ

→

→

→
→

→

→
→

→

徳島バス

村上内科外科

医院前バス停

中島郵便局 １２０４ １２０５

蛭子町

コミュニティセンター 那
賀
川
大
橋

那 賀 川
至 ＪＲ阿南駅
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単 位 ： ｍ

物件番号 １２０５

明 細 図

Ｎ

６８８

６８９

６９１
６９２

６９３

６９４

量水器

量水器

電柱

ブロック塀基礎の一部が

隣接地に越境している

未舗装部分は堤の一部で

市道路区域に含まれていない

２．９６

６
．
６
４

２．７２
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有

無

無
無

　現地及び諸規制についての調査確認を行ってください。

砂防法第４条　宅地造成及び特定盛土等規制法第１２条

バ　ス ―

公共施設 阿波市役所阿波支所 久勝小学校 阿波中学校

都市ガス 接面道路配管 未定 未定

参
 
 
考
 
 
事
 
 
項

別紙（次頁）を参照してください。

※　物件調書は、入札参加者が物件の概要を把握するための参考資料ですので、必ず入札参加者ご自身において、

公営水道 接面道路配管 未定 未定

交通機関 鉄道等 ＪＲ徳島線　阿波山川駅の　北方　約5.1km　徒歩64分

施設の概要 公共下水道 接面道路配管 未定 未定

供給処理施設 配管等の状況 施 設 整 備 状 況
施 設 整 備 の

供 給 処 理 特別負担の有無

電     気 接面道路配線 ― ―

無 負担の内容

防火指定 指定なし

に関する事項 道路後退 無 負担の内容

私道の負担等 私道負担

法
令
に
基
づ
く
制
限

建
築
基
準
法

都
市
計
画
法

都市計画区域外

用途地域 指定なし

地域・地区 指定なし

建 蔽 率 指定なし

そ
の
他

容 積 率 指定なし

高度制限 指定なし

の 状 況

西側 舗装市道 幅員約 6.6 ｍ

接面道路 南側 未舗装里道（阿波市管理） 幅員約 1.1 ｍ

及び面積等 ――――― 立木竹 ―

登 記 簿
記載事項

地番 ７４番１

地目 原野

数量 352㎡

物 件 調 書

物件番号 1206

所  在  地 徳島県阿波市阿波町下原７４番１

住 居 表 示 ―――――

現 況 地 目 雑種地 　　352.68㎡ 工作物 ―
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物件番号 1206

◎本物件は現状有姿による売払いです。

◎敷地の境界標について、一部未設置箇所（明細図Ａ～Ｇ）があります。（徳島財務事務所管財課備付の参

考資料を必ず閲覧してください。）

◎敷地は南側里道及び北側（74番10、74番11）、東側（73番2）隣接地とは概ね等高ですが、西側市道より

約0.5メートル高くなっています。また北東側隣接地（75番1）より約1メートル低くなっています。

◎敷地西側市道の幅員は舗装部分の幅員です。敷地と舗装部分との間に側溝及び鉄製のフェンスがあります

が、これらは道路区域に含まれています。

◎敷地はやや起伏があります。

◎本地は、宅地造成等工事規制区域に指定されており、一定規模以上の盛土・切土等を行う場合は、宅地造

成及び特定盛土等規制法第12条の許可が必要です。（問い合わせ先：徳島県東部県土整備局吉野川庁舎総務

担当）

◎本地は砂防法第2条に基づく砂防指定地（大久保谷）内にあるため、一定の行為を行う場合は砂防法第4条

に基づき県知事の許可が必要となります。（問い合わせ先：徳島県東部県土整備局吉野川庁舎施設管理担

当）

◎本地には地下埋設物（コンクリート殻等）が存在しております。（詳しくは、徳島財務事務所管財課備付

の参考資料を必ず閲覧してください。）

◎水道管は西側接面道路には埋設されておらず、北方約130メートル付近に口径25ミリメートルの水道管が

埋設されておりますが、接続可能か協議が必要になります。（問い合わせ先：阿波市水道部業務課）

◎通常の生活排水等は西側側溝が使用できます。（問い合わせ先：阿波市建設部建設課）

◎敷地の西側接道部分及び北側隣接地との境界付近にコンクリート基礎があります。また、同部分のコンク

リート基礎については敷地南側へ越境しており、撤去等する場合の取り扱いについては協議が必要になりま

す。（問い合わせ先：阿波市建設部建設課）

◎本地を含む周辺地域は、阿波市により水防法に基づき水害ハザードマップが作成されております。詳細に

ついては、阿波市企画総務部危機管理局危機管理課にご照会ください。
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※案内図は、現在の周辺状況と異なる場合があります。

１２０６物件番号

売 払 物 件

案 内 図

Ｎ

県道１３９号線（船戸切幡上板線）

阿波中央バス

至　
脇町
ＩＣ

至　土
成Ｉ
Ｃ

対象地

大久保谷川

徳
島
自
動
車
道

県道３号線（志度山川線）

阿波五月園

対象地

阿波中央バス

阿波五月園

県道１３９号線（船戸切幡上板線）

県道３号線（志度山川線）

大久保谷川
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単 位 ： ｍ

物件番号 １２０６

明 細 図

Ｎ

７４－１０

７４－１１

７５－１

７３－２

７４－１

注）Ａ～Ｇの境界点につき、境界標は無し

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

０．２０

- 138 -



有

有

無
無

交通機関 鉄道等 ＪＲ土讃線　阿波池田駅の　北東方　約0.8km　徒歩10分

施設の概要 公共下水道 接面道路配管 未定 未定

※　物件調書は、入札参加者が物件の概要を把握するための参考資料ですので、必ず入札参加者ご自身において、
　現地及び諸規制についての調査確認を行ってください。

建築基準法第２２条　宅地造成及び特定盛土等規制法第１２条
文化財保護法第９２条（埋蔵文化財包蔵地区域）

バ　ス 三好市営バス　池田本町バス停の　北方　約0.3km　徒歩4分

公共施設 三好市役所 池田小学校 池田中学校

都市ガス

接面道路配管 無

参
 
 
考
 
 
事
 
 
項

別紙（次頁）を参照してください。

接面道路配管 未定 未定

無 負担の内容

電     気 接面道路配線 ― ―

公営水道

に関する事項 道路後退 有 負担の内容 下記参考事項欄のとおり

私道の負担等 私道負担

供給処理施設 配管等の状況 施 設 整 備 状 況
施 設 整 備 の

供 給 処 理 特別負担の有無

接面道路

法
令
に
基
づ
く
制
限

建
築
基
準
法

都
市
計
画
法

都市計画区域内（非線引）

用途地域 第一種中高層住居専用地域

地域・地区 指定なし

建 蔽 率 ６０％

防火指定 指定なし

そ
の
他

容 積 率 ２００％

高度制限 指定なし

の 状 況

北側 舗装市道

地目 宅地

幅員約 2.8～3.2ｍ （法第４２条第２項道路）

及び面積等 ――――― 立木竹 ―

登 記 簿
記載事項

地番 ２８５８番４

数量 112.99㎡

物 件 調 書

物件番号 1207

所  在  地 徳島県三好市池田町ウヱノ２８５８番４

住 居 表 示 ―――――

現 況 地 目 宅地 　　112.99㎡ 工作物 一式
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物件番号 1207

◎本物件は、現状有姿による売払いです。

◎本地は北側道路とは最大約0.7メートル高く接しており、接面部分は本地内の全体に石積擁壁があり道路

と等高部分はありません。また西側隣接地とは約0.5メートル低く接しています。

◎本地内は北西端部を除いてコンクリート・アスファルトにより舗床がされています。

◎敷地北側の石積擁壁については、東側隣接地（2858番2）と繋がっていることから、当事者間で確認書を

取り交わしています。将来、当該擁壁の修繕等をする際には、隣接土地所有者と協議を要します。（詳しく

は、徳島財務事務所管財課備付の資料を閲覧してください。）

◎本地は文化財保護法第92条の埋蔵文化財包蔵地の区域に指定されており、土木工事等を行う場合は事前に

三好市教育委員会に届出が必要です。（問い合わせ先：三好市教育委員会社会教育課文化財担当）

◎北側道路が建築基準法第42条第2項道路のため、道路中心線確定後、道路中心線から2メートルの部分は後

退が必要となります。（問い合わせ先：徳島県西部総合県民局県土整備部三好庁舎企画担当）

◎本地は、宅地造成等工事規制区域に指定されており、一定規模以上の盛土・切土等を行う場合は、宅地造

成及び特定盛土等規制法第12条の許可が必要です。（問い合わせ先：徳島県西部総合県民局県土整備部三好

企画担当）

◎本地は以前、南側にある国の庁舎敷地の一部でした。

◎工作物一式の内訳は、舗床、囲障、土留です。

◎本地の道路を挟んで北側は池田中学校グラウンドです。

◎「接面道路の状況」欄の「法」とは「建築基準法」を指しています。
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※案内図は、現在の周辺状況と異なる場合があります。

１２０７物件番号

売 払 物 件

案 内 図

Ｎ

吉 野 川

県立池田

高等学校

市立池田中学校

市立池田

幼稚園

市立池田

小学校

徳島池田簡易裁判所

徳島家庭裁判所池田出張所

対象地
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sk000752
楕円

sk000752
折れ線



単 位 ： ｍ

物件番号 １２０７

明 細 図

Ｎ

池田中学校

グラウンド

２８５３－７

２８５８－２

２８５８－１

フェンス
コンクリート・アスファルト舗床

２８５８－４

舗床なし

0.45

0.45

0.69

18.92
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有

有

無
無

　現地及び諸規制についての調査確認を行ってください。

建築基準法第２２条　宅地造成及び特定盛土等規制法第１２条
文化財保護法第９２条（埋蔵文化財包蔵地区域）

バ　ス 四国交通バス　阿波池田駅前バス停の　南方　約0.7km　徒歩9分

公共施設 三好市役所 池田小学校 池田中学校

都市ガス 接面道路配管 未定 未定

参
 
 
考
 
 
事
 
 
項

別紙（次頁）を参照してください。

※　物件調書は、入札参加者が物件の概要を把握するための参考資料ですので、必ず入札参加者ご自身において、

公営水道 接面道路配管 無

交通機関 鉄道等 ＪＲ土讃線　阿波池田駅の　南方　約0.7km　徒歩9分

施設の概要 公共下水道 接面道路配管 未定 未定

供給処理施設 配管等の状況 施 設 整 備 状 況
施 設 整 備 の

供 給 処 理 特別負担の有無

電     気 接面道路配線 ― ―

無 負担の内容

防火指定 指定なし

に関する事項 道路後退 有 負担の内容 下記参考事項欄のとおり

私道の負担等 私道負担

法
令
に
基
づ
く
制
限

建
築
基
準
法

都
市
計
画
法

都市計画区域内（非線引）

用途地域 第一種住居地域

地域・地区 指定なし

建 蔽 率 ６０％

そ
の
他

容 積 率 ２００％

高度制限 指定なし

の 状 況

西側 舗装市道 幅員約 3.2 ｍ （法第４２条第２項道路）

接面道路

及び面積等 ――――― 立木竹 ―

登 記 簿
記載事項

地番 １５２９番６

地目 宅地

数量 162.02㎡

物 件 調 書

物件番号 1208

所  在  地 徳島県三好市池田町シンマチ１５２９番６

住 居 表 示 ―――――

現 況 地 目 宅地 　　162.02㎡ 工作物 一式
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物件番号 1208

◎本物件は、現状有姿による売払いです。

◎敷地東側水路とは約0.5メートル程度高く接しているほか、水路を介した東側に中層の宿舎があります。

◎本地は文化財保護法第92条の埋蔵文化財包蔵地の区域に指定されており、土木工事等を行う場合は事前に

三好市教育委員会に届出が必要です。（問い合わせ先：三好市教育委員会社会教育課文化財担当）

◎敷地西側道路が建築基準法第42条第2項道路のため、道路中心線確定後、道路中心線から2メートルの部分

は後退が必要となります。（問い合わせ先：徳島県西部総合県民局県土整備部三好庁舎企画担当）

◎本地は、宅地造成等工事規制区域に指定されており、一定規模以上の盛土・切土等を行う場合は、宅地造

成及び特定盛土等規制法第12条の許可が必要です。（問い合わせ先：徳島県西部総合県民局県土整備部三好

企画担当）

◎本地は以前、国の宿舎敷地でした。

◎敷地のブロック塀の一部が北側隣接地（1529番5）に越境しています。また、南側隣接地（1529番7）の目

隠しフェンス及びブロック塀の一部が越境しています。それぞれ当事者間で確認書を交わしております。詳

しくは、徳島財務事務所管財課備付資料を閲覧してください。

◎敷地の南東部分に引込電柱（ＮＴＴ）が設置されており、国との間で貸付契約が締結されています。この

ため本物件の売買契約には、引き続き当該契約期間満了日（令和9年5月11日）まで使用を承諾する旨の特約

をします。購入後の電柱の取扱については、同社との協議が必要です。

◎敷地上空に複数の空中線（ＮＴＴ）があります。

◎工作物一式の内訳は、囲障です。

◎本地を含む周辺地域は、三好市により水防法に基づき、水害ハザードマップが作成されています。詳細に

ついては、三好市総務部危機管理課にご照会ください。

◎「接面道路の状況」欄の「法」とは「建築基準法」を指しています。
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※案内図は、現在の周辺状況と異なる場合があります。

１２０８物件番号

売 払 物 件

案 内 図

Ｎ

四国交通阿波池田

バスターミナル

フレスポ阿波池田

セブンイレブン

三好池田町サラダ店

へそっ子

公園

健
生
虹
の
家

川西ハイツ

内田建具店
待機宿舎

やまびこ
対象地
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単 位 ： ｍ

物件番号 １２０８

明 細 図

Ｎ

１５２９－５

１２９９－２

１５２９－７

ブ
ロ
ッ
ク
塀
の
越
境
部
分

隣接地の目隠しフェンス越境部分

引込電柱

電柱

１５２９－６

ブロック塀の

隣接地への越境部分
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有

有

有

無

※　物件調書は、入札参加者が物件の概要を把握するための参考資料ですので、必ず入札参加者ご自身において、
　現地及び諸規制についての調査確認を行ってください。

バ　ス 宇和島バス　新町角バス停の　南方　約0.3㎞　徒歩4分

公共施設 八幡浜市役所 松蔭小学校 八幡浜中学校

都市ガス 接面道路配管 未定 未定

交通機関 鉄道等 ＪＲ予讃線　八幡浜駅の　南西方　約1.4㎞　徒歩18分

参
 
 
考
 
 
事
 
 
項

別紙（次頁）を参照してください。

公営水道 接面道路配管 下記参考事項欄のとおり 無

施設の概要 公共下水道 接面道路配管 下記参考事項欄のとおり 無

供給処理施設 配管等の状況 施 設 整 備 状 況
施 設 整 備 の

供 給 処 理 特別負担の有無

電     気 接面道路配線 ― ―

に関する事項 道路後退 無 負担の内容

私道の負担等 私道負担 無 負担の内容

法
令
に
基
づ
く
制
限

建
築
基
準
法

都
市
計
画
法

都市計画区域内（非線引）

用途地域 第一種住居地域

そ
の
他

容 積 率 ２００％

高度制限 指定なし

建築基準法第２２条　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第７条
宅地造成及び特定盛土等規制法第１２条　津波防災地域づくりに関する法律第５３条第１項
都市再生特別措置法第１０８条

地域・地区 指定なし

建 蔽 率 ６０％

防火指定 指定なし

及び面積等 ――――― 立木竹 ー

東側 舗装市道 幅員約　5.9ｍ （法第４２条第１項第１号道路）

の 状 況

登 記 簿
記載事項

地番 ９６番２

接面道路

物 件 調 書

物件番号 1301

所  在  地 愛媛県八幡浜市大谷口二丁目９６番２

住 居 表 示 愛媛県八幡浜市大谷口二丁目４番街区

数量 110.67㎡

現 況 地 目 宅地 　　110.67㎡ 工作物 ー

地目 宅地
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物件番号 1301

◎本物件は、現状有姿による売払いです。

◎敷地は東側接面道路から西側隣接地（96番13）にかけて約0.1～0.3メートル低くなっています。

◎本地は土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条に基づき土砂災害警戒区

域（土石流・急傾斜地の崩壊）に指定されています。（問い合わせ先：愛媛県土木部河川港湾局砂防課)

◎本地は、宅地造成等工事規制区域に指定されており、一定規模以上の盛土・切土等を行う場合は、宅地造

成及び特定盛土等規制法第12条の許可が必要です。（問い合わせ先：愛媛県土木部道路都市局都市計画課）

◎本地は津波防災地域づくりに関する法律第53条第1項の規定に基づき津波災害警戒区域に指定されていま

す。（問い合わせ先：愛媛県土木部土木管理課技術企画室企画調整グループ）

◎本地は都市機能誘導区域外に存するため、都市機能誘導施設の建築等を行う場合、都市再生特別措置法第

108条の届出が必要です。（問い合わせ先：八幡浜市建設課）

◎公営水道は、東側接面道路に配管があり、接続が可能です。接続に関して、加入金、設計審査手数料及び

竣工検査手数料が必要です。（問い合わせ先：八幡浜市水道課）

◎公共下水道は、北側隣接地（96番15）の接面道路にあります。建物等を新築する場合、八幡浜市が接続工

事を行います。（問い合わせ先：八幡浜市下水道課）

◎敷地の南側及び西側の一部にブロック塀があります。

◎南側隣接地（94番1）との境界線上から、隣接地所有者が設置した工作物（側溝）の一部が越境してお

り、当事者間で確認書を交わしております。（松山財務事務所管財課備付の参考資料を閲覧してくださ

い。）

◎敷地の南から北東側及び北西側に向けて空中線（四国電力）があります。

◎本地を含む周辺地域は、八幡浜市により水防法に基づき水害ハザードマップが作成されております。詳細

については、八幡浜市総務課にご照会ください。

◎「接面道路の状況」欄の「法」とは「建築基準法」を指しています。
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スーパーホテル

センチュリーホテル
イトー

市民図書館

ローソン

チヨダクリニック

つかさ歯科医院

大谷口
第２市営住宅

大谷口
第３市営住宅

郷土料理
味匠大倉

萬松寺

大谷口
第１市営住宅松吉神社

菊池医院

八幡浜医師会館

イセキ接骨院

対象地

主要地方道八幡浜港線 至　八幡浜駅

至　八幡浜港（フェリーターミナル）

千丈川

千代田町
交差点

バス停
新町銀座

バス停
新町銀座

バス停
新町角

バス停
新町角

マクドナルド

売 払 物 件

案　　　　　　　　内　　　　　　　　図

物件番号

※案内図は、現在の周辺状況と異なる場合があります。

Ｎ

1301
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96-2

94-1

96-13

96-14

96-15

96-30

96-29（市道敷）

市道　大谷口舌間線
(幅員約5.9m)

14.89

11.49

5.16

2.
15

6.
42

0.25

5.
75

空中
線

空
中
線
（
3本
）

空中線
（2本

）

ブ
ロ
ッ
ク
塀

ブロック塀

グレーチング（南側隣接地の側溝越境部分）

明　　　　　　　　細　　　　　　　　図

物件番号

単　位 ： ｍ

Ｎ

1301
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有

無

無

無

参
 
 
考
 
 
事
 
 
項

別紙（次頁）を参照してください。

※　物件調書は、入札参加者が物件の概要を把握するための参考資料ですので、必ず入札参加者ご自身において、
　現地及び諸規制についての調査確認を行ってください。

バ　ス 伊予市コミュニティバス　十合バス停の　南東方　約0.6㎞　徒歩8分

公共施設 伊予市役所 郡中小学校 港南中学校

都市ガス 接面道路配管 未定 未定

交通機関 鉄道等 ＪＲ予讃線　伊予市駅の　南東方　約2.7㎞　徒歩34分

施設の概要 公共下水道 接面道路配管 下記参考事項欄のとおり 未定

電     気 接面道路配線 下記参考事項欄のとおり 未定

公営水道 接面道路配管 下記参考事項欄のとおり 有

私道の負担等 私道負担 無 負担の内容

供給処理施設 配管等の状況 施 設 整 備 状 況
施 設 整 備 の

供 給 処 理 特別負担の有無

に関する事項 道路後退 無 負担の内容

容 積 率 ２００％

高度制限 指定なし

法
令
に
基
づ
く
制
限

建
築
基
準
法

都
市
計
画
法

市街化調整区域

用途地域 指定なし

地域・地区 指定なし

建 蔽 率 ７０％

防火指定 指定なし

そ
の
他

都市計画法第２９条、第４３条　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第
７条　宅地造成及び特定盛土等規制法第１２条　都市再生特別措置法第８８条、第１０８条

の 状 況

北側 舗装市道 幅員約　4.4～4.6ｍ （法第４２条第１項第１号道路）

接面道路 西側 舗装市道 幅員約　4.3～4.6ｍ （法第４２条第１項第１号道路）

及び面積等 ――――― 立木竹 ー

登 記 簿
記載事項

地番 甲１６８２番１

地目 宅地

数量 1,091.29㎡

現 況 地 目 宅地 　　1,091.29㎡ 工作物 ー

物 件 調 書

物件番号 1302

所  在  地 愛媛県伊予市上吾川字十合甲１６８２番１

住 居 表 示 ―――――
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物件番号 1302

◎本物件は、現状有姿による売払いです。

◎敷地は南側隣接地（乙58番32）と等高ですが、北側接面道路より北側で約0.2～0.6メートル、西側で約

0.4～0.6メートル高くなっています。また、東側隣接地(乙58番6）より約0.5～1.0メートル低くなっていま

す。

◎本地は市街化調整区域に存するため、開発行為又は建物等の建築については都市計画法第29条又は第43条

の許可が必要です。(問い合わせ先：伊予市都市整備課、愛媛県中予地方局建築指導課 ）

◎本地は土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条に基づき土砂災害警戒区

域（土石流）に指定されています。（問い合わせ先：愛媛県土木部河川港湾局砂防課）

◎本地は、宅地造成等工事規制区域に指定されており、一定規模以上の盛土・切土等を行う場合は、宅地造

成及び特定盛土等規制法第12条の許可が必要です。（問い合わせ先：愛媛県土木部道路都市局都市計画課）

◎本地は都市機能誘導区域外、居住誘導区域外に存するため、都市機能誘導施設の建築等や一定規模の開発

行為等を行う場合、都市再生特別措置法第88条又は第108条の届出が必要です。（問い合わせ先：伊予市都

市整備課）

◎本地は以前、寺でした。

◎地下埋設物について、試掘調査（令和4年3月）の結果、敷地内に玉石、瓦殻及びコンクリート殻が確認さ

れています。また、敷地北東側の試掘箇所において、地下0.65メートル地点で地下水が確認され、敷地南東

側の試掘箇所において、泥層が確認されており、試掘箇所以外でも同様の状態である可能性があります。

（松山財務事務所管財課備付の参考資料を閲覧してください。）

◎電気について、敷地内の電柱から接続可能ですが、用途によっては増強工事が必要となる場合があるた

め、事前協議が必要です。（問い合わせ先：四国電力送配電株式会社愛媛支社内線審査課）

◎公営水道は、伊予市上下水道課に確認したところ接面道路に水道管は埋設されておらず、新たに水道管を

埋設する計画もありませんでした。敷地内に水道管を引き込む場合は、事前に伊予市上下水道課にお問い合

わせください。

◎公共下水道は、未整備です。建物等を建築する際は、原則浄化槽の設置を要請されます。（問い合わせ

先：伊予市上下水道課）

◎敷地南東側に井戸があり、コンクリート敷きとなっています。現在は使用されていません。

◎敷地西側及び南側に立木が11本、敷地北側及び西側にブロック塀が設置されており、売却対象となりま

す。

◎敷地北西側に電柱1本及び支線1本（四国電力）が設置されており、国との間で貸付契約が締結されていま

す。このため本物件の売買契約書には、引き続き当該契約期間満了日（令和9年3月31日）まで使用を承諾す

る旨の特約を付します。購入後の電柱及び支線の取扱いについては、同社と協議が必要です。また、電柱か

ら西側に向けて空中線が3本（四国電力）あります。

◎本地を含む周辺地域は、伊予市により水防法に基づき水害ハザードマップが作成されております。詳細に

ついては、伊予市危機管理課にご照会ください。

◎「接面道路の状況」欄の「法」とは「建築基準法」を指しています。
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Ｎ

案　　　　　　　　内　　　　　　　　図

物件番号

※案内図は、現在の周辺状況と異なる場合があります。

売 払 物 件

1302

対象地

県立伊予農業高等学校

下三谷農場

十合池

田ノ浦池

市ノ坪池

八幡池

八反地池

伊豫岡古墳

十合集会所

十合
バス停

小泉池南交差点伊予稲荷店
ローソン

国
道
　
 
号
線

56

上吾川交差点

(株)タケチ

稱名寺

鎌倉神社

福田寺
松
山
自
動
車
道

至
　
松
山
IC
 

至
　
伊
予IC

 

谷上山第二展望台

エディオン
いそみち店

宮之前集会所

上吾川集会所

米湊交差点

伊予市立郡中小学校

六反集会所

市ノ坪集会所

保
田
川

予
讃
線

鳥ノ木駅

ウェルピア伊予

八
反
地
川

ト
ト
コ
谷
川
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明　　　　　　　　細　　　　　　　　図

物件番号

単　位 ： ｍ

Ｎ

1302

甲1682-1

乙58-31

乙58-32

乙58-6

乙58-28
甲1682-2

コンクリート

コンクリート

電柱

井戸

市道十合中央線(幅員約4.4～4.6m)

市
道
十
合
中
央
線

幅
員
約

4.3～

4.6
m

(
)

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装

2.05
7.07

15.68

7.698.5114.29
1.99

2.
04

2.01

2.07

8.69

1.95

1.93

2.98

1.93

1.48

7.48

1.07
0.52 21.23

5.12

7.72 2.44

2.57
3.26

空中線3本

ブロック塀

門柱
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無

無

無

無

現 況 地 目 雑種地        3,703.96 ㎡ 工作物 一式

物 件 調 書

物件番号 1401

所  在  地 高知県南国市下島字新田乙１５５番１

住 居 表 示 ―――――

及び面積等 ――――― 立木竹 ─

登 記 簿
記載事項

地番 乙１５５番１

地目 雑種地

数量 3,703㎡

の 状 況

南側 舗装市道 幅員約　4.1 ｍ （下記参考事項欄のとおり）

接面道路

法
令
に
基
づ
く
制
限

建
築
基
準
法

都
市
計
画
法

市街化調整区域

用途地域 指定なし

地域・地区 指定なし

建 蔽 率 ６０％

防火指定 指定なし

そ
の
他

容 積 率 ２００％

高度制限 指定なし

供給処理施設 配管等の状況 施 設 整 備 状 況
施 設 整 備 の

供 給 処 理 特別負担の有無

に関する事項 道路後退 無 負担の内容

私道の負担等 私道負担 無 負担の内容

未定 未定

電     気 接面道路配線 下記参考事項欄のとおり

公営水道 接面道路配管 下記参考事項欄のとおり 未定

参
 
 
考
 
 
事
 
 
項

別紙（次頁）を参照してください。

※　物件調書は、入札参加者が物件の概要を把握するための参考資料ですので、必ず入札参加者ご自身において、
　現地及び諸規制についての調査確認を行ってください。

航空法第４９条　　宅地造成及び特定盛土等規制法第１２条
津波防災地域づくりに関する法律第５３条第１項　　都市計画法第２９条、第４３条
南国市土地開発適正化条例第５条　　都市再生特別措置法第８８条又は第１０８条
土壌汚染対策法第４条

未定

バ　ス とさでん交通バス　下田村バス停の　東方　約0.6km　徒歩8分

公共施設 南国市役所 大湊小学校 香南中学校

都市ガス 接面道路配管 未定 未定

交通機関 鉄道等 高知空港の　南方　約2.0km　徒歩25分

施設の概要 公共下水道 接面道路配管
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物件番号 1401

◎本物件は、現状有姿による売払いです。

◎接面道路が建築基準法上の道路であるかどうかについては、確定的な資料が存しないため、土地利用計画

を立てる際には南国市都市整備課と協議が必要です。

◎前頁の接面道路の他、北東側水路（乙155番3）の北側に市道場周南線があります。同道路が建築基準法上

の道路であるかどうかについては、確定的な資料が存しないため、土地利用計画を立てる際には南国市都市

整備課と協議が必要です。

◎本地は高知空港の制限表面区域に存するため、航空法第49条による高さ制限に該当する地域です。本地に

建造物、植物その他の物件を設置する場合は、高さ制限の確認が必要になります。（問い合わせ先：大阪航

空局高知空港事務所）

◎本地は、宅地造成等工事規制区域に指定されており、一定規模以上の盛土・切土等を行う場合は、宅地造

成及び特定盛土等規制法第12条の許可が必要です。（問い合わせ先：高知県土木部都市計画課）

◎本地は、津波防災地域づくりに関する法律第53条第1項の規定により、津波災害警戒区域に指定されてい

ます。（問い合わせ先：高知県危機管理部南海トラフ地震対策課）

◎本地は市街化調整区域に存するため、開発行為又は建物の新築等については、都市計画法第29条又は第43

条による許可、場合によっては南国市土地開発適正化条例第5条の届出が必要です。（問い合わせ先：南国

市都市整備課）

◎本地は居住誘導区域外、都市機能誘導区域外に存するため、一定規模の開発行為等や都市機能誘導施設の

建築等を行う場合には、都市再生特別措置法第88条又は第108条の届出が必要です。（問い合わせ先：南国

市都市整備課）

◎地下埋設物について、試掘調査（平成29年2月）の結果、敷地の一部に礫、玉石を主体に陶器及び鉄くず

が確認されております。（詳しくは、高知財務事務所管財課備付の参考資料を必ず閲覧してください。）

◎3,000平方メートル以上の土地の形質変更を行う場合は、土壌汚染対策法第4条の規定により、着手する30

日前までに届出が必要になります。（問い合わせ先：高知県林業振興・環境部環境対策課）

◎敷地付近は引き込み可能な電気配線が整備されていないため、電気の供給の可否については、四国電力送

配電株式会社と協議が必要です。

◎敷地付近は公営水道が整備されていないため、給水の可否については、南国市上下水道局と協議が必要で

す。

◎工作物一式の内訳は、諸標です。

◎本地の北方至近に高知空港があります。

◎本地を含む周辺地域は、南国市により水防法に基づき水害ハザードマップが作成されております。詳細に

ついては、南国市危機管理課にご照会ください。
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案　　　　　　　内　　　　　　　図

※案内図は、現在の周辺状況と異なる場合があります。

売払物件

Ｎ

物件番号

対象地

前浜

久枝

下島

寶生寺

市立大湊小学校

新
秋
田
川

下
島
里
公
民
館

下田村

バス停

1401

高知空港
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物件番号

明　　　　　　　細　　　　　　　図

単位：ｍ

Ｎ

49
.9
1

71.49

53
.7
9

71.46

乙155-1

乙158-6

乙155-3

乙158-9

乙158-2

市
道
南
国
115号

線

乙314-5

久枝

字開田

（
幅
員
 約

4.1ｍ
）
 

久枝

字開田

乙310-5

1401
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無

無

無

無

現 況 地 目 雑種地        1,887.49 ㎡ 工作物 一式

物 件 調 書

物件番号 1402

所  在  地 高知県南国市久枝字開田乙３１１番１

住 居 表 示 ―――――

及び面積等 ――――― 立木竹 ─

登 記 簿
記載事項

地番 乙３１１番１

地目 雑種地

数量 1,887㎡

の 状 況

南東側 舗装私道 幅員約　3.3 ｍ （法外道路）
接面道路

法
令
に
基
づ
く
制
限

建
築
基
準
法

都
市
計
画
法

市街化調整区域

用途地域 指定なし

地域・地区 指定なし

建 蔽 率 ６０％

航空法第４９条　　宅地造成及び特定盛土等規制法第１２条
津波防災地域づくりに関する法律第５３条第１項　　都市計画法第２９条、第４３条
南国市土地開発適正化条例第５条　　都市再生特別措置法第８８条又は第１０８条

防火指定 指定なし

そ
の
他

容 積 率 ２００％

高度制限 指定なし

供給処理施設 配管等の状況 施 設 整 備 状 況
施 設 整 備 の

供 給 処 理 特別負担の有無

に関する事項 道路後退 無 負担の内容

私道の負担等 私道負担 無 負担の内容

電     気 接面道路配線 下記参考事項欄のとおり

公営水道 接面道路配管 下記参考事項欄のとおり 未定

未定

都市ガス 接面道路配管 未定 未定

交通機関 鉄道等 高知空港の　南方　約2.1km　徒歩26分

施設の概要 公共下水道 接面道路配管 未定 未定

参
 
 
考
 
 
事
 
 
項

別紙（次頁）を参照してください。

※　物件調書は、入札参加者が物件の概要を把握するための参考資料ですので、必ず入札参加者ご自身において、
　現地及び諸規制についての調査確認を行ってください。

バ　ス とさでん交通バス　下田村バス停の　東方　約0.7km　徒歩9分

公共施設 南国市役所 日章小学校 香南中学校
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物件番号 1402

◎本物件は、現状有姿による売払いです。

◎接面道路は南国市の管理する道路ではないため、利用については、土地所有者までお問合せください。

◎前頁の接面道路の他、北東側水路（乙310番5）の北側に市道場周南線があります。同道路が建築基準法上

の道路であるかどうかについては、確定的な資料が存しないため、土地利用計画を立てる際には南国市都市

整備課と協議が必要です。

◎本地は高知空港の制限表面区域に存するため、航空法第49条による高さ制限に該当する地域です。本地に

建造物、植物その他の物件を設置する場合は、高さ制限の確認が必要になります。（問い合わせ先：大阪航

空局高知空港事務所）

◎本地は、宅地造成等工事規制区域に指定されており、一定規模以上の盛土・切土等を行う場合は、宅地造

成及び特定盛土等規制法第12条の許可が必要です。（問い合わせ先：高知県土木部都市計画課）

◎本地は、津波防災地域づくりに関する法律第53条第1項の規定により、津波災害警戒区域に指定されてい

ます。（問い合わせ先：高知県危機管理部南海トラフ地震対策課）

◎本地は市街化調整区域に存するため、開発行為又は建物の新築等については、都市計画法第29条又は第43

条による許可、場合によっては南国市土地開発適正化条例第5条の届出が必要です。（問い合わせ先：南国

市都市整備課）

◎本地は居住誘導区域外、都市機能誘導区域外に存するため、一定規模の開発行為等や都市機能誘導施設の

建築等を行う場合には、都市再生特別措置法第88条又は第108条の届出が必要です。（問い合わせ先：南国

市都市整備課）

◎敷地付近は引き込み可能な電気配線が整備されていないため、電気の供給の可否については、四国電力送

配電株式会社と協議が必要です。

◎敷地付近は公営水道が整備されていないため、給水の可否については、南国市上下水道局と協議が必要で

す。

◎工作物一式の内訳は諸標です。

◎本地の北方至近に高知空港があります。

◎本地を含む周辺地域は、南国市により水防法に基づき水害ハザードマップが作成されております。詳細に

ついては、南国市危機管理課にご照会ください。

◎「接面道路の状況」欄の「法」とは、「建築基準法」を指しています。
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案　　　　　　　内　　　　　　　図

※案内図は、現在の周辺状況と異なる場合があります。
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物件番号

明　　　　　　　細　　　　　　　図

単位：ｍ
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有

有

無

無

現 況 地 目 宅地 194.64 ㎡ 工作物 一式

物 件 調 書

物件番号 1403

所  在  地 高知県須崎市西町一丁目２５１番８

住 居 表 示 高知県須崎市西町一丁目９番街区

及び面積等 ――――― 立木竹 ─

登 記 簿
記載事項

地番 251番8

地目 宅地

数量 194.64㎡

の 状 況

南側 舗装市道 幅員約　4.5～6.2 ｍ （法第４２条第１項第１号道路）

接面道路

法
令
に
基
づ
く
制
限

建
築
基
準
法

都
市
計
画
法

都市計画区域内（非線引）

用途地域 指定なし

地域・地区 指定なし

建 蔽 率 ７０％

建築基準法第２２条　　宅地造成及び特定盛土等規制法第１２条
津波防災地域づくりに関する法律第５３条第１項　　都市再生特別措置法第８８条又は第１０８条
須崎市立地適正化計画に基づく事前防災の推進に関する条例第４条　　高知県立自然公園条例第２２条

防火指定 指定なし

そ
の
他

容 積 率 ２００％

高度制限 指定なし

供給処理施設 配管等の状況 施 設 整 備 状 況
施 設 整 備 の

供 給 処 理 特別負担の有無

に関する事項 道路後退 無 負担の内容

私道の負担等 私道負担 無 負担の内容

電     気 接面道路配線 ― ―

公営水道 接面道路配管 無

都市ガス 接面道路配管 未定 未定

交通機関 鉄道等 ＪＲ土讃線　土佐新荘駅の　東方　約0.4km　徒歩5分

施設の概要 公共下水道 接面道路配管 未定 未定

参
 
 
考
 
 
事
 
 
項

別紙（次頁）を参照してください。

※　物件調書は、入札参加者が物件の概要を把握するための参考資料ですので、必ず入札参加者ご自身において、
　現地及び諸規制についての調査確認を行ってください。

バ　ス 高知高陵交通バス　新荘駅前バス停の　南東方　約0.5km　徒歩7分

公共施設 須崎市役所 新荘小学校 　須崎中学校
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物件番号 1403

◎本物件は、現状有姿による売払いです。

◎本地は、宅地造成等工事規制区域に指定されており、一定規模以上の盛土・切土等を行う場合は、宅地造

成及び特定盛土等規制法第12条の許可が必要です。（問い合わせ先：高知県土木部都市計画課）

◎本地は、津波防災地域づくりに関する法律第53条第1項の規定により、津波災害警戒区域に指定されてい

ます。（問い合わせ先：高知県危機管理部南海トラフ地震対策課）

◎本地は居住誘導区域外、都市機能誘導区域外に存するため、一定規模の開発行為等や都市機能誘導施設の

建築等を行う場合には、都市再生特別措置法第88条又は第108条の届出が必要です。（問い合わせ先：須崎

市建設課）

◎本地は津波による想定浸水深が2メートル以上の区域に存するため、住宅等の建築物を新築又は改築する

場合、須崎市立地適正化計画に基づく事前防災の推進に関する条例第4条の届出が必要です。（問い合わせ

先：須崎市建設課）

◎本地は、須崎湾県立自然公園の普通地域の指定を受けており、高知県立自然公園条例第22条に基づき、一

定規模以上の土地の形状変更や工作物（建物）の新築等については知事への事前届出が必要です。（問い合

わせ先：高知県林業振興・環境部自然共生課）

◎本地は以前、国の宿舎敷地でした。

◎工作物一式の内訳は、囲障です。

◎敷地南東側の入口部分を除いて、周囲にブロック塀（三段積み）が設置されています。

◎敷地上空に、複数の空中線が通っています。

◎本地を含む周辺地域は、須崎市による水防法に基づく水害ハザードマップが作成されておりません。詳細

については、須崎市防災課にご照会ください。

◎「接面道路の状況」欄の「法」とは、「建築基準法」を指しています。
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案　　　　　　　内　　　　　　　図

※案内図は、現在の周辺状況と異なる場合があります。
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物件番号

明　　　　　　　細　　　　　　　図

単位：ｍ
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有

有

無

無

現 況 地 目 宅地        449.12 ㎡ 工作物 一式

物 件 調 書

物件番号 1404

所  在  地 高知県土佐清水市浜町２番２

住 居 表 示 高知県土佐清水市浜町２番街区

及び面積等 ――――― 立木竹 ─

登 記 簿
記載事項

地番 ２番２

地目 宅地

数量 449.12㎡

の 状 況

南側 舗装市道 幅員約　16.2 ｍ （法第４２条第１項第１号道路）

接面道路 東側 舗装市道 幅員約　7.8 ｍ （法第４２条第１項第１号道路）

法
令
に
基
づ
く
制
限

建
築
基
準
法

都
市
計
画
法

都市計画区域内（非線引）

用途地域 指定なし

地域・地区 指定なし

建 蔽 率 ７０％

防火指定 指定なし

そ
の
他

建築基準法第２２条　　宅地造成及び特定盛土等規制法第１２条
津波防災地域づくりに関する法律第５３条第１項

容 積 率 ３００％

高度制限 指定なし

供給処理施設 配管等の状況 施 設 整 備 状 況
施 設 整 備 の

供 給 処 理 特別負担の有無

に関する事項 道路後退 無 負担の内容

私道の負担等 私道負担 無 負担の内容

電     気 接面道路配線 ― ―

公営水道 接面道路配管 無

都市ガス 接面道路配管 未定 未定

交通機関 鉄道等 ―

施設の概要 公共下水道 接面道路配管 未定 未定

参
 
 
考
 
 
事
 
 
項

別紙（次頁）を参照してください。

※　物件調書は、入札参加者が物件の概要を把握するための参考資料ですので、必ず入札参加者ご自身において、
　現地及び諸規制についての調査確認を行ってください。

バ　ス 高知西南交通バス　汐見町バス停の　南東方　約0.2km　徒歩3分

公共施設 土佐清水市役所 清水小学校 清水中学校
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物件番号 1404

◎本物件は、現状有姿による売払いです。

◎本地は、宅地造成等工事規制区域に指定されており、一定規模以上の盛土・切土等を行う場合は、宅地造

成及び特定盛土等規制法第12条の許可が必要です。（問い合わせ先：高知県土木部都市計画課）

◎本地は、津波防災地域づくりに関する法律第53条第1項の規定により、津波災害警戒区域に指定されてい

ます。（問い合わせ先：高知県危機管理部南海トラフ地震対策課）

◎本地は以前、国の庁舎敷地でした。

◎工作物一式の内訳は、囲障、諸標ほかです。

◎敷地の西側・東側にブロック塀（一段積み）が設置されています。

◎敷地南西側に空中線が複数本通っています。

◎本地を含む周辺地域は、土佐清水市による水防法に基づく水害ハザードマップが作成されておりません。

詳細については、土佐清水市危機管理課にご照会ください。

◎「接面道路の状況」欄の「法」とは、「建築基準法」を指しています。
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※案内図は、現在の周辺状況と異なる場合があります。

案　　　　　　　内　　　　　　　図
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物件番号
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有

有

無

無

現 況 地 目 宅地        370.56 ㎡ 工作物 一式

物 件 調 書

物件番号 1405

所  在  地 高知県土佐清水市竜串７４番４

住 居 表 示 高知県土佐清水市竜串１４番街区

及び面積等 ――――― 立木竹 ─

登 記 簿
記載事項

地番 ７４番４

地目 宅地

数量 370.57㎡

の 状 況

北側 舗装市道 幅員約　5.3 ｍ （法第４２条第１項第１号道路）

接面道路 北側 舗装市道 幅員約　0～6.4 ｍ （法第４２条第１項第１号道路）

法
令
に
基
づ
く
制
限

建
築
基
準
法

都
市
計
画
法

都市計画区域内（非線引）

用途地域 指定なし

地域・地区 指定なし

建 蔽 率 ７０％

防火指定 指定なし

そ
の
他

建築基準法第２２条　　宅地造成及び特定盛土等規制法第１２条
津波防災地域づくりに関する法律第５３条第１項

容 積 率 ２００％

高度制限 指定なし

供給処理施設 配管等の状況 施 設 整 備 状 況
施 設 整 備 の

供 給 処 理 特別負担の有無

に関する事項 道路後退 無 負担の内容

私道の負担等 私道負担 無 負担の内容

電     気 接面道路配線 ― ―

公営水道 接面道路配管 無

都市ガス 接面道路配管 未定 未定

交通機関 鉄道等 ―

施設の概要 公共下水道 接面道路配管 未定 未定

参
 
 
考
 
 
事
 
 
項

別紙（次頁）を参照してください。

※　物件調書は、入札参加者が物件の概要を把握するための参考資料ですので、必ず入札参加者ご自身において、
　現地及び諸規制についての調査確認を行ってください。

バ　ス 高知西南交通バス　竜串橋バス停の　南西方　約0.3km　徒歩4分

公共施設 土佐清水市三崎市民センター 三崎小学校 清水中学校
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物件番号 1405

◎本物件は、現状有姿による売払いです。

◎本物件は、実測数量と公簿数量が0.01平方メートル異なりますが、実測数量に基づき売買します。

◎敷地北側の接面道路は、明細図点K403より東側は市道竜串川南線（幅員約5.3メートル）へ、西側は市道

竜串橋2号線（幅員約0～6.4メートル）へ接道しています。（問い合わせ先：土佐清水市まちづくり対策

課）

◎本地は、宅地造成等工事規制区域に指定されており、一定規模以上の盛土・切土等を行う場合は、宅地造

成及び特定盛土等規制法第12条の許可が必要です。（問い合わせ先：高知県土木部都市計画課）

◎本地は、津波防災地域づくりに関する法律第53条第1項の規定により、津波災害警戒区域に指定されてい

ます。（問い合わせ先：高知県危機管理部南海トラフ地震対策課）

◎本地は以前、集会所敷地でした。

◎工作物一式の内訳は、下水です。

◎敷地の西側に排水路が設置されています。

◎敷地北側上空に複数の空中線が通っています。

◎本地を含む周辺地域は、土佐清水市による水防法に基づく水害ハザードマップが作成されておりません。

詳細については、土佐清水市危機管理課にご照会ください。

◎「接面道路の状況」欄の「法」とは、「建築基準法」を指しています。
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※案内図は、現在の周辺状況と異なる場合があります。
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単位：ｍ

物件番号

明　　　　　　　細　　　　　　　図
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78

19.12

3.
81

11
.2

4

74-4

（幅員約0～6.4ｍ）

市道 竜串橋2号線

0.53

3.
48

7.02

2.34

点K403

（排水路）

下水

切株

空中線

空中線複数本

74-2

74-5

74-1

74-3

75-13

1405
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無

無

無

無

現 況 地 目 宅地        2,259.96 ㎡ 工作物 一式

物 件 調 書

物件番号 1406

所  在  地 高知県香南市吉川町吉原字東島堤添２６２４番１

住 居 表 示 ―――――

及び面積等 ――――― 立木竹 ─

登 記 簿
記載事項

地番 ２６２４番１

地目 宅地

数量 2,259.96㎡

の 状 況 東側 舗装県管理道路 幅員約　7.1～12.3 ｍ
南側 舗装市管理道路 幅員約　0.9～1.1 ｍ

西側 舗装県道 幅員約　20.2～20.5 ｍ
接面道路 北西側 舗装県管理道路 幅員約　4.5～4.6 ｍ

法
令
に
基
づ
く
制
限

建
築
基
準
法

都
市
計
画
法

都市計画区域外

用途地域 指定なし

地域・地区 指定なし

建 蔽 率 指定なし

航空法第４９条　　宅地造成及び特定盛土等規制法第２７条、第３０条
津波防災地域づくりに関する法律第５３条第１項　　香南市土地環境保全条例第６条、第７条

防火指定 指定なし

そ
の
他

容 積 率 指定なし

高度制限 指定なし

供給処理施設 配管等の状況 施 設 整 備 状 況
施 設 整 備 の

供 給 処 理 特別負担の有無

に関する事項 道路後退 無 負担の内容

私道の負担等 私道負担 無 負担の内容

電     気 接面道路配線 下記参考事項欄のとおり

公営水道 接面道路配管 下記参考事項欄のとおり 未定

未定

都市ガス 接面道路配管 未定 未定

交通機関 鉄道等 高知空港の　東方　約1.4km　徒歩17分

施設の概要 公共下水道 接面道路配管 未定 未定

参
 
 
考
 
 
事
 
 
項

別紙（次頁）を参照してください。

※　物件調書は、入札参加者が物件の概要を把握するための参考資料ですので、必ず入札参加者ご自身において、
　現地及び諸規制についての調査確認を行ってください。

バ　ス 南国市コミュニティバス　久枝バス停の　北東方　約0.8km　徒歩11分

公共施設 香南市役所吉川庁舎 吉川小学校 赤岡中学校

- 175 -



物件番号 1406

◎本物件は、現状有姿による売払いです。

◎敷地の境界標について、一部欠損箇所（明細図Ａ）があります。（詳しくは、高知財務事務所管財課備付

の参考資料を必ず閲覧してください。）

◎敷地は西側県道及び北西側県管理道路の有効幅員部分より約0～1.8メートル低く、東側県管理道路より約

1.2～1.3メートル、南側市管理道路より約0.3～1.2メートル高くなっています。

◎東側県管理道路は河川区域に指定されています。（問い合わせ先：高知河川国道事務所物部川出張所）

◎本地は高知空港の制限表面区域に存するため、航空法第49条による高さ制限に該当する地域です。本地に

建造物、植物その他の物件を設置する場合は、高さ制限の確認が必要になります。（問い合わせ先：大阪航

空局高知空港事務所）

◎本地は、津波防災地域づくりに関する法律第53条第1項の規定により、津波災害警戒区域に指定されてい

ます。（問い合わせ先：高知県危機管理部南海トラフ地震対策課）

◎本地は、特定盛土等規制区域に指定されており、一定規模以上の盛土・切土等を行う場合は、宅地造成及

び特定盛土等規制法第27条の届出、又は第30条の許可が必要です。（問い合わせ先：高知県土木部都市計画

課）

◎工作物一式の内訳は、囲障です。

◎1,000平方メートル以上の開発を行う場合は、事前に市と協議のうえ、香南市土地環境保全条例第6条、第

7条の規定により、事前審査、届出が必要になります。（問い合わせ先：香南市建設課）

◎地下埋設物について、地中レーダー探査（平成27年3月）の結果、敷地の一部に地層変化が見られたこと

から、土質には玉石が混じることが推定されております。（詳しくは、高知財務事務所管財課備付の参考資

料を必ず閲覧してください。）

◎敷地付近は引き込み可能な電気配線が整備されていないため、電気の供給の可否については、四国電力送

配電株式会社と協議が必要です。

◎敷地付近は公営水道が整備されていないため、給水の可否については、香南市上下水道課又は南国市上下

水道局と協議が必要です。

◎本地の西方約40メートルに高知空港があります。

◎本地北側には墓地があります。

◎本地を含む周辺地域は、香南市により水防法に基づき水害ハザードマップが作成されております。詳細に

ついては、香南市防災対策課にご照会ください。
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Ｎ
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緑
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広
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高
知
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ゲ
ー
ト
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ー
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3
.4

9 12.98

0.99

10
.30

5.
00

3
2.

71

2624-1

フェンス

県管理道路

県管理道路

Ａ

（幅員 約4.5～4.6ｍ）　
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門
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道
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止
り

2653-3 道

2654-4
2632-1

2626-2

2624-3

2624-4

2654-2

道

2624-2

県道春野赤岡線
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無

有

無

無

参
 
 
考
 
 
事
 
 
項

別紙（次頁）を参照してください。

※　物件調書は、入札参加者が物件の概要を把握するための参考資料ですので、必ず入札参加者ご自身において、
　現地及び諸規制についての調査確認を行ってください。

指定なし

指定なし

バ　ス 嶺北観光自動車　長沢バス停の　北西方　約0.1km　徒歩2分

公共施設 いの町本川総合支所 長沢小学校 本川中学校

都市ガス 接面道路配管 未定 未定

交通機関 鉄道等 ―

施設の概要 公共下水道 接面道路配管 未定 未定

電     気 接面道路配線 下記参考事項欄のとおり ―

公営水道 接面道路配管 無

私道の負担等 私道負担 無 負担の内容

供給処理施設 配管等の状況 施 設 整 備 状 況
施 設 整 備 の

供 給 処 理 特別負担の有無

に関する事項 道路後退 無 負担の内容

容 積 率

高度制限 指定なし

防火指定 指定なし

法
令
に
基
づ
く
制
限

建
築
基
準
法

都
市
計
画
法

都市計画区域外

用途地域 指定なし

地域・地区 指定なし

建 蔽 率

そ
の
他

宅地造成及び特定盛土等規制法第１２条
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第７条
高知県建築基準法施行条例第５条

の 状 況

西側 舗装町管理道路 幅員約　1.4～1.7 ｍ
接面道路

及び面積等 ――――― 立木竹 ─

登 記 簿
記載事項

地番 １４番１

地目 宅地

数量 328.60㎡

住 居 表 示 ―――――

現 況 地 目 宅地        328.60 ㎡ 工作物 一式

物 件 調 書

物件番号 1407

所  在  地 高知県吾川郡いの町長澤字筋川１４番１
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物件番号 1407

◎本物件は、現状有姿による売払いです。

◎敷地の境界標について、一部欠落箇所（明細図Ａ）があります。（高知財務事務所管財課備付の参考資料

を必ず閲覧してください。）

◎敷地への接道状況は、西側の町管理道路（コンクリート舗装階段）のみとなっています。

◎敷地は町管理道路より、約1.2メートル高くなっています。

◎本地は、宅地造成等工事規制区域に指定されており、一定規模以上の盛土・切土等を行う場合は、宅地造

成及び特定盛土等規制法第12条の許可が必要です。（問い合わせ先：高知県土木部都市計画課）

◎本地は土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条に基づき土砂災害警戒区

域に指定されています。（問い合わせ先：高知県土木部防災砂防課）

◎本地の北側はがけに面しているため、高知県建築基準法施行条例第5条（がけ条例）の対象になります。

（問い合わせ先：高知県土木部建築指導課）

◎本地は以前、国の事務所敷地でした。

◎敷地接面道路に電気配線が設置されていないため、電気の供給の可否については、四国電力送配電株式会

社と協議が必要です。

◎工作物一式の内訳は、下水、鋪床です。

◎敷地入口付近に、井戸跡があります。

◎敷地入口部分を除く周囲に、排水路があります。

◎敷地南東側に長沢戸中地区テレビ共同聴視組合の電柱（本柱）1本が設置されており、国との間で貸付契

約が締結されています。このため本物件の売買契約には、引き続き当該契約期間満了日（令和９年３月３１

日）まで使用を承諾する旨の特約を付します。購入後の電柱の取扱いについては、同組合と協議が必要で

す。

◎敷地上空に、複数の空中線が越境しているため、当事者間で確認書を交わしています。（詳しくは高知財

務事務所管財課備付の参考資料を必ず閲覧してください。）
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国有財産物件情報 

メールマガジン配信サービス 

財務省では、国民の皆様へ、全国の財務局等の国有財産物件情報

をお届けするメールマガジンを発行しております。 

国有財産の売却等に関する情報等をお知りになりたい方は、国有

財産物件情報メールマガジンを是非ご利用ください。 

財務局ホームページの更新情報を、電子メールによりタイムリー

かつスピーディーにお届けします。 

・一般競争入札情報、開札結果 

・公用・公共用の取得等要望の受付開始情報 

・一時貸付の募集 

・その他国有地に関する重要なお知らせ 

（国有地の取得に関する架空話に対する注意喚起等） 

※配信を希望する財務局等によって配信回数、配信日時は異なります。

メールマガジンサービスへのご登録はこちらからお願いします。 

◆ 国有財産情報公開システム ホームページアドレス 

☞https://www.kokuyuzaisan.mof.go.jp/info/ 
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殿

入札者 住　所

氏　名

共有者 住　所
・

代理人 氏　名

 国有財産の一般競争入札案内書を承知の上、上記のとおり入札します。

（注）

１．入札書は、物件ごとに別の用紙を使用してください。

２．回次・物件番号欄には、今回実施される入札の回次と、国有財産の一般競争入札案内書の

　物件番号欄に記載された番号を記載してください。

３．入札者欄には、入札者本人の住所、氏名（法人にあっては、法人名及び代表者名）を記入

　してください。また、共有者がいる場合は共有者欄にも記入してください。

４．代理人によって入札するときは、本人の住所、氏名のほか、代理人欄に代理人の住所、氏

　名を記載してください。

５．入札金額は算用数字ではっきりと右詰めで記載し、数字の前に必ず「￥」を記載してくだ

　さい。

６．入札金額を書き損じたときは、新たな用紙を請求して書き直してください。

７．一度提出した入札書の変更又は取消しはできません。

８．上記必要事項の記入がない場合、又は入札金額が訂正されている場合は、入札が「無効」

　となります。

０１

，

 入　　　札　　　書

財務省四国財務局長

回 次 物 件 番 号

金 額

十億 百万 千

， ，

（
切
り
取
り
線
）

円

―



（別紙）
《法人による入札の場合に提出》

法人名：

※必ずフリガナを記入し、性別（男・女）及び年号（Ｔ・Ｓ・Ｈ）に○印を記入してください。

  ﾌ ﾘ

  ｶﾞﾅ

  ﾌ ﾘ

  ｶﾞﾅ

  ﾌ ﾘ

  ｶﾞﾅ

  ﾌ ﾘ

  ｶﾞﾅ

  ﾌ ﾘ

  ｶﾞﾅ

  ﾌ ﾘ

  ｶﾞﾅ

  ﾌ ﾘ

  ｶﾞﾅ

  ﾌ ﾘ
  ｶﾞﾅ

  ﾌ ﾘ

  ｶﾞﾅ

  ﾌ ﾘ

  ｶﾞﾅ

(注）　本様式には、法人の登記事項証明書に記載されている役員（支配人が契約を締結する
　　　場合には、その者も含む）全員を記入してください。

男  ・  女
Ｔ
Ｓ
Ｈ

　　　年　　　月　　　日

〒　　　　　－

男  ・  女
Ｔ
Ｓ
Ｈ

　　　年　　　月　　　日

〒　　　　　－

男  ・  女
Ｔ
Ｓ
Ｈ

　　　年　　　月　　　日

〒　　　　　－

男  ・  女
Ｔ
Ｓ
Ｈ

　　　年　　　月　　　日

〒　　　　　－

男  ・  女
Ｔ
Ｓ
Ｈ

　　　年　　　月　　　日

〒　　　　　－

男  ・  女
Ｔ
Ｓ
Ｈ

　　　年　　　月　　　日

〒　　　　　－

男  ・  女
Ｔ
Ｓ
Ｈ

　　　年　　　月　　　日

〒　　　　　－

男  ・  女
Ｔ
Ｓ
Ｈ

　　　年　　　月　　　日

〒　　　　　－

男  ・  女
Ｔ
Ｓ
Ｈ

　　　年　　　月　　　日

〒　　　　　－

役　職　名
（フリガナ）

性　別 生　年　月　日 住　　　　　　　　　　所
氏　　　名

１ ―

役　　員　　一　　覧

回　次・
物件番号

第 回 物 件 番 号

０

（
切
り
取
り
線
）

男  ・  女
Ｔ
Ｓ
Ｈ

　　　年　　　月　　　日

〒　　　　　－



代理人　　住　　所

　　　　　氏　　名

　　　　（電話番号）

　　　　（携帯電話）

・

・

・

・

　　　　年　　月　　日

委任者 住　　所

氏　　名

職　　業

電話番号

（注）委任者の印鑑証明書を必ず添付すること。

記

（
切
り
取
り
線
）

実印

次の国有財産の一般競争入札及びこれに付帯する一切の権限

物 件 番 号

財産所在地

委　　任　　状

私は、上記の者を代理人と定め、下記の権限を委任します。

区分・数量 土 地

建 物

立木竹

工作物

㎡

㎡

本

式



《入札全般及び物件情報（香川県分）》 《物件情報（徳島県分）》
〒760-8550　香川県高松市サンポート３番３３号 〒770-0941　徳島県徳島市万代町３丁目５番地 
            高松サンポート合同庁舎南館６階             徳島第２地方合同庁舎２階
            四国財務局管財部統括国有財産管理官             四国財務局徳島財務事務所管財課
            ℡　０８７－８１１－７７８０             ℡　０８８－６２２－５１８１

《物件情報（愛媛県分）》 《物件情報（高知県分）》
〒790-0808　愛媛県松山市若草町４番地３ 〒780-0061　高知県高知市栄田町２丁目２番１０号 
            松山若草合同庁舎７階             高知よさこい咲都合同庁舎９階
            四国財務局松山財務事務所管財課             四国財務局高知財務事務所管財課
            ℡　０８９－９４１－７１８５             ℡　０８８－８２２－９１７７

お 問 い 合 わ せ 先

高知財務事務所



場　所 香川県高松市サンポート３番３３号

高松サンポート合同庁舎南館６階 ６０７共用会議室

日　時 令和８年１月９日（金）午前１０時から

◎　入札書の受付終了日までは、四国財務局のホームページから各物件の情報を
　取り出すことができます。
　　四国財務局ホームページURL　　https://lfb.mof.go.jp/shikoku/

開 札 会 場


